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Ⅰ 大学の現況及び特徴 

１ 現況  

（１）大学名  香川大学 

（２）所在地  香川県高松市 

（３）学部等の構成 

学部：教育学部，法学部，経済学部，医学部，工学

部，農学部 

研究科：教育学研究科，法学研究科，経済学研究科，

医学系研究科，工学研究科，農学研究科，

地域マネジメント研究科，香川大学・愛媛

大学連合法務研究科 

専攻科：特別支援教育特別専攻科 

   関連施設：教育・学生支援機構，研究推進機構，図

書館・情報機構，産学官連携推進機構，

保健管理センター 

（４）学生数及び教員数（平成19年５月１日現在） 

 学生数：学部5,812人，大学院832人，専攻科7人 

   専任教員数：642人 

   助手数：9人 

２ 特徴 

 (1) 沿革  

 旧香川大学は香川県師範学校，香川青年師範学校を前身

とする学芸学部（昭和41年に教育学部に名称変更）と高松

高等商業学校，高松経済専門学校を前身とする経済学部の

２学部で，昭和24年5月に設置された。昭和30年7月に香川

県立農科大学が国に移管され農学部になり，昭和56年4月

には法学部，平成9年10月には工学部が設置された。 

 一方，旧香川医科大学は昭和53年10月に開学，昭和58

年4月に医学部附属病院が設置され，平成8年4月に医学部

看護学科が設置された。 

 そして，平成15年10月に旧香川大学と旧香川医科大学が

統合して香川大学が誕生し，平成16年4月から国立大学法

人香川大学が設置する大学となり，地域マネジメント研究

科及び香川大学・愛媛大学連合法務研究科を同時期に設置

し，6学部8研究科を有する総合大学に発展している。 

 (2) 特徴 

 香川大学の特徴は，6学部がいわゆる実学系の学部・研

究科であり，いずれの学部も発足以来一貫して地域との連

携のもとに教育研究活動等を行ってきたことである。 

 教育学部は香川県教育界の中核機関であり，法学部と経

済学部は四国唯一の国立大学法人の設置学部として，社会

科学系の教育研究の拠点としての役割を果たしている。医

学部は，香川県の医療・保健・福祉の分野において，リー

ダー的役割を果たしている。工学部は，香川県の科学技

術・情報・文化の高度集積地域である香川インテリジェン

トパークに立地し，中核機関の１つとして地域との連携の

もとで教育研究を行っている。農学部は東四国地域におけ

る拠点学部として，社会との連携・協力のなかで実績を積

み上げてきている。医学部附属病院は，地域の中核病院と

しての立場から，高度医療の提供，学術研究支援，病院連

携による地域医療連携支援を行っている。香川大学・愛媛

大学連合法務研究科は，地域に密着して親身に住民の生活

を支える法曹を養成するために，愛媛大学とともに理論と

実務を架橋する教育を行う全国で唯一の連合型法科大学

院である。地域マネジメント研究科は，中四国で初めて開

設されたビジネススクールで，地域経済の振興・地域活性

化に資する教育研究を特徴とし，その担い手となる地域に

精通した MBA 養成に取り組んでいる。 

 具体的な取組としては， 

１ 地域の教育ニーズ等に対応して，サイエンス・パート

ナーシップ・プログラムへの参画（医，工，農），出前授

業，高校生対象の公開講座，「未来からの留学生」，オープ

ンキャンパス，科学体験フェスティバルの実施，小・中・

高生の理科離れ防止等のための体験授業，産学連携ＰＢＬ

の実施（企業と共同研究，課題提案，解決型のインターン

シップ），学生支援プロジェクト事業「香大生夢チャレン

ジプロジェクト」の実施，特別支援教室「すばる」の活動，

地域医療の充実として医学部入学生に地域枠の設定など

を行っている。 

２ 代表的なプロジェクト研究としては，糖質バイオに関

する研究，微細構造デバイスに関する研究，テザー宇宙ロ

ボットに関する研究，複合医工学に関する研究，南海地震

災害の予測に関する研究，瀬戸内圏における環境問題，た

め池，府中湖の水質改善に関する研究，ワイン特産化，地

酒米の開発に関する研究，地場産業の振興に関する調査研

究などを行い，また，香川大学発のベンチャー企業を数社

立ち上げ，地域産業の活性化に貢献している。 

３ 社会活動としては，災害救急医療情報システム等への

参画，香川長寿大学への参画，産学連携，人材育成，地域

連携の推進を目的として県内金融機関等と連携協力協定

の締結，心理教育相談室の活動，新しい観光の模索などの

ツーリング・シンポジウム，大学開発の酒米品種を権利化

し，県の日本酒開発企画に提供，地ブドウ・ワイン化のた

めの地域連携プロジェクト，三木町「希少糖の里」再生計

画の参画による共同研究と人材育成，産学官コーディネー

ターによる企業訪問，技術相談等による研究シーズとニー

ズのマッチング，学生による直島地域活性化プロジェクト

への参画，香川県・高松市と共に高松都市圏の将来像につ

いての共同研究や地域形成フォーラムの開催などを行っ

ている。 
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Ⅱ 目的 

  

１ 大学の使命及び理念 

   学術の中心として深く真理を探究し，その成果を社会に還元するとともに，環瀬戸内圏の中枢都市に位置

する大学であることを踏まえ，学術文化の発展に寄与することを使命としている。 

   世界水準の教育研究活動により，創造的で人間性豊かな専門職業人・研究者を養成し，地域社会をリード

するとともに共生社会の実現に貢献することを理念としている。 

 ２ 大学の基本的な目標（長期的目標） 

  （教育の目標） 

   豊かな人間性と高い倫理性の上に，幅広い基礎力と高度な専門知識に支えられた課題探求能力を備え，国

際的に活動できる人材を育成する。  

１．明確なアドミッション・ポリシーのもとに，多様な入学者選抜を行い，向学心旺盛な学生を受け入れ

る。  

２．教育目標の達成に向けて効果的なカリキュラムを展開し，豊かな教養と高度な専門知識が習得できる

教育を行う。  

３．先進的・実践的な教育を展開し，社会の期待に応える有為な人材を育成する。  

４．大学院を整備・拡充し，国際的に活躍できる高度専門職業人及び研究者を育成する。 

  （研究の目標） 

   多様な価値観の融合から発想される創造的・革新的基礎研究の上に，特色ある研究を開花させ社会の諸課

題の解決に向けた研究を展開する。  

１．創造的な研究の萌芽を促すとともに，その応用的展開を推進する。  

２．重点プロジェクト研究を推進し，世界最高水準の研究拠点を構築する。  

３．地域の発展に資する研究を推進する。  

４．研究分野の融合による新たな領域を創造し，特色ある学際研究を展開する。 

  （社会貢献の目標） 

   「知」の源泉として地域のニーズに応えるとともに，蓄積された研究成果をもとに，文化，産業，医療，

生涯学習などの振興に寄与する。  

１．社会が抱える課題に対応した実践的提言を行い，地域の活性化に貢献する。  

２．地域医療の中核機関として健康増進並びに医療福祉水準の向上に貢献する。  

３．地域社会が求める多様な教育プログラムを提供し，知識基盤社会における学習拠点をめざす。  

４．諸外国との学術・文化交流を推進し，国際交流の拠点をめざす。 

  （運営の目標） 

   自主・自律的な教育・研究・社会貢献を推進するため，透明性が高く，機能性に優れた柔軟な運営体制を

構築する。  

１．自己点検によって組織・制度を常に見直し，社会と時代の変化に対応しうる運営を行う。  

２．基本的人権を尊重し，国籍，信条，性別などによる差別を排除するとともに，構成員がその個性と能

力を発揮しながら職務に専念できる安全かつ公正な教育・研究・労働環境を整備する。  

３．運営経費の大部分が国民から付託された資金であることを自覚し，これを適正に管理かつ有効に活用

する。  

４．個人情報の保護に努めつつ，情報を積極的に公開し，社会への説明責任を果たす。 
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 ３ 大学の基本的目標を実現するための中期目標（教育関連部分） 

  教育の目標 

  ［学士課程］ 

   １．幅広い教養と高い倫理観を身につけるとともに，広く社会で活躍できる専門的な知識・技術・技能を

習得した人材を育成する。 

   ２．社会や自然に対する知的好奇心に基づき，科学的方法により，自ら課題を発見し，建設的・実践的な

解決を提案する知的能力を育成する。 

   ３．異文化や多様な価値観を理解し，国際的に活動できる能力を育成する。 

   ４．多様な資質を持つ学生の入学を促すために 推薦入学制度，編入学制度など多様な選抜方法を適切に組

み合わせた入学者選抜を行う。 

   ５．幅広い教養，高い倫理観を持つ人材を養成するために，意欲や向上心を評価する入学者選抜制度を構

築する。 

   ６．専門職業人の育成を視野に入れ，基本的資質や基礎的学力を有する人材を求める。 

   ７．創造的で人間性豊かな専門職業人を育てるために，教養教育と専門教育が相互に連携するバランスの

とれた教育体系とする。 

   ８．全学部の教員が一体として教養教育に携わり，幅広く充実した教養教育を展開する。 

   ９．各学部の教育目標に基づき，その達成のために最適な教育体系を構築し，多様な授業，実習形態を案

出する。 

   １０．国際的な教育の品質保証を意識した教育プログラムを策定し，それに沿って教育課程を改革する。 

   １１．客観的で総合的な成績評価法を充実させる。 

   １２．適切で公正な成績評価基準を明確にし，公表する。 

   １３．厳格で統一的な成績評価を行う。 

  ［大学院課程］ 

   １．修士課程においては，深い専門的知識と技能を備えた，国際的に活躍できる高度専門職業人を育成す

る。 

   ２．博士課程においては，先端的知識，創造的能力を備え，高い水準の研究・技術開発を担うことができ

る国際的競争力を持つ研究者や高度専門職業人を育成する。 

   ３．高度な専門的知識と技能を備えた，国際的に活躍できる研究者，高度専門職業人を育成するために，

十分な資質を持つ学生の入学を促す多面的選抜制度を構築する。 

   ４．国際的視野に立つ大学院教育の充実を図り，大学院教育における国際貢献を進めるために，優秀な外

国人学生に門戸を開く選抜制度を案出する。 

   ５．学士課程における専門知識・技能を基礎として，高度専門教育を習得し 高水準の知的創造を行いうる

教育体系とする。 

   ６．大学院教育の高度化を促進する教育体系を構築する。 

   ７．人文科学系，自然科学系研究科の相互連携による学際的な教育・研究分野を開拓する。 

   ８．客観的で総合的な成績評価法を充実させる。 

   ９．適切で公正な成績評価基準を明確にし，公表する。 

   １０．厳格で統一的な成績評価を行う。 
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  教育の実施体制等に関する目標 

   １．戦略的・機動的な教員の配置を行える体制を学長のリーダーシップの下に整備する。 

   ２．教員の配置を柔軟なものとし，重点的教育研究分野の変化に迅速に対応できるようにする。 

   ３．教育の場として教育施設・設備を充実するとともに，安全で機能的な教育研究環境を整備する。 

   ４．分散キャンパス（４キャンパス）に対応した効率的な教育研究基盤を整備する。 

   ５．大学教育開発センターを中心として，教員の教材作成能力・指導方法などに関する現状を把握し，そ

れに基づいた具体的改善策を提案する。 

   ６．全教員を対象として定期的にＦＤを実施し，教材開発法，学習指導法等の改善を図る。 

学生への支援に関する目標 

   １．学生の学習を支援する相談・助言システムを確立する。 

   ２．学生の生活に関する悩み，経済的問題，進路についての問題等に適切・迅速に対応できるように生活

支援体制を強化する。 

  運営体制に関する目標 

   １．運営組織の機能の強化及び効果的・機動的な運営を図る。 

   ２．学部長等を中心とした機動的・戦略的な学部等運営を図る。 

   ３．教員・事務職員等による一体的な運営を図る。 

   ４．全学的視点からの戦略的な学内資源配分を図る。 

   ５．学外の有識者・専門家の登用を図る。 

   ６．内部監査機能の充実を図る。 

   ７．学術研究の進展や社会的要請の変化に対応した新たな教育研究組織の編成を行うため，教育研究組織

の見直しを柔軟かつ機動的に行う。 

   ８．本学の特色を踏まえた国際水準の教育研究を実現し，地域社会の要請に応えるべく新たな教育研究組

織を整備する。 

  財務に関する目標 

   １．科学研究費補助金，受託研究費等の外部資金の増加に全学的体制で取り組む。 

   ２．教育研究等の充実・拡大を図ることにより，自己収入の確保を目指す。 

   ３．各部局等の人的・物的・知的資源を有効かつ積極的に活かし，地域貢献するとともに，自己収入の増

加を図る。 

   ４．管理業務の合理化を図り，管理的経費の抑制に努める。 

   ５．全学的かつ経営的視点に立ち，資産の効果的・効率的運用を図る。 

   ６．資産の安定的かつ安全な運用管理体制を構築し，健全な資産の運用管理を図る。 

  自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 

   １．本学の全活動（教育，研究，医療，地域貢献，業務運営等）に関する中期目標・中期計画の実施状況

と達成状況について，自己点検及び外部評価を継続的に実施し，それらの評価結果を個人及び組織にフ

ィードバックし，目標・計画の改善に結びつける。 

   ２．教育，研究及び社会貢献における大学のあらゆる活動についてその計画及び実績を広く迅速に公表・

公開する手段及び体制を整備する。 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 大学の目的 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点１－１－１： 目的として，教育研究活動を行うに当たっての基本的な方針や，養成しようとする人材像

を含めた，達成しようとする基本的な成果等が，明確に定められているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学の目的は，香川大学学則第１条に理念として，教育研究の基本方針，人材養成及び達成する基本的成果を

明確に定めている（資料1-1-1-1）。また，平成19年3月に大学が拠って立つべき理念と目標を香川大学憲章と

して制定している（資料1-1-1-2）。 

 国立大学法人化後の具体的な目標及び計画は，中期目標・中期計画として明示している（別添資料1-1-1-3）。 

 さらに，この理念及び目標を具体化するための基本目標を，各学部等の理念・目標として定め，学部ウェブサ

イト等に明示している（別添資料1-1-1-4）。 

 

資料1-1-1-1 香川大学学則（抜粋） 

（理念） 

第1条 香川大学(以下「本学」という。)は，世界水準の教育研究活動により，創造的で人間性豊かな専門職業

人・研究者を養成し，地域社会をリードするとともに共生社会の実現に貢献することを理念とする。 

 

資料1-1-1-2 香川大学憲章 

  香川大学は，学術の中心として深く真理を探究し，その成果を社会に還元するとともに，環瀬戸内圏の中枢都

市に位置する大学であることを踏まえ，学術文化の発展に寄与することを使命とする。香川大学は，多様な学問

分野を包括する「地域の知の拠点」としての存在を自覚し，個性と競争力を持つ「地域に根ざした学生中心の大

学」をめざす。香川大学は，世界水準の教育研究活動により創造的で人間性豊かな専門職業人・研究者を育成し， 

地域社会をリードするとともに共生社会の実現に向けて活動することを決意し，大学が拠って立つべき理念と目

標を香川大学憲章としてここに制定する。  

  

教    育  

香川大学は，豊かな人間性と高い倫理性の上に，幅広い基礎力と高度な専門知識に支えられた課題探求能力を

備え，国際的に活動できる人材を育成する。  

１．明確なアドミッション・ポリシーのもとに，多様な入学者選抜を行い，向学心旺盛な学生を受け入れる。  

２．教育目標の達成に向けて効果的なカリキュラムを展開し，豊かな教養と高度な専門知識が習得できる教育を

行う。  

３．先進的・実践的な教育を展開し，社会の期待に応える有為な人材を育成する。  

４．大学院を整備・拡充し，国際的に活躍できる高度専門職業人及び研究者を育成する。 
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研    究  

  香川大学は，多様な価値観の融合から発想される創造的・革新的基礎研究の上に，特色ある研究を開花させ社

会の諸課題の解決に向けた研究を展開する。  

１．創造的な研究の萌芽を促すとともに，その応用的展開を推進する。  

２．重点プロジェクト研究を推進し，世界最高水準の研究拠点を構築する。  

３．地域の発展に資する研究を推進する。  

４．研究分野の融合による新たな領域を創造し，特色ある学際研究を展開する。  

  

社会貢献  

香川大学は，「知」の源泉として地域のニーズに応えるとともに，蓄積された研究成果をもとに，文化，産業，

医療，生涯学習などの振興に寄与する。  

１．社会が抱える課題に対応した実践的提言を行い，地域の活性化に貢献する。  

２．地域医療の中核機関として健康増進並びに医療福祉水準の向上に貢献する。  

３．地域社会が求める多様な教育プログラムを提供し，知識基盤社会における学習拠点をめざす。  

４．諸外国との学術・文化交流を推進し，国際交流の拠点をめざす。  

  

運    営  

香川大学は，自主・自律的な教育・研究・社会貢献を推進するため，透明性が高く，機能性に優れた柔軟な運

営体制を構築する。  

１．自己点検によって組織・制度を常に見直し，社会と時代の変化に対応しうる運営を行う。  

２．基本的人権を尊重し，国籍，信条，性別などによる差別を排除するとともに，構成員がその個性と能力を発

揮しながら職務に専念できる安全かつ公正な教育・研究・労働環境を整備する。  

３．運営経費の大部分が国民から付託された資金であることを自覚し，これを適正に管理かつ有効に活用する。  

４．個人情報の保護に努めつつ，情報を積極的に公開し，社会への説明責任を果たす。  

 

別添資料1-1-1-3 中期目標・中期計画 

別添資料1-1-1-4 各学部等の理念・目標等 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 大学の目的を学則及び大学憲章に定め，国立大学法人化の具体的な目標及び計画は，中期目標・中期計画とし

て定めている。 

 また，これらを具体的に実現するために，各学部等の理念・目的においてその基本方針を定め，学部ウェブサ

イト等に明示している。 

 これらのことから，大学として目的を明確に定めている。 

 

観点１－１－２： 目的が，学校教育法第52条に規定された，大学一般に求められる目的から外れるものでな

いか。 

 

【観点に係る状況】 
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 本学の目的は，香川大学学則第１条（前述資料1-1-1-1）に記載された理念のとおりである。学校教育法第52

条に規定された大学一般に求められている目的を基礎としたものであり，両者は整合性を持っている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 本学の目的・理念は，学術の中心として広く知識を授けるとともに，深く専門の学芸を教授研究し，知的，道

徳的および応用能力を展開させることに対応していることから，学校教育法第52条に規定された，大学一般に求

められる目的から外れるものではない。 

 

観点１－１－３： 大学院を有する大学においては，大学院の目的が，学校教育法第65条に規定された，大学

院一般に求められる目的から外れるものでないか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の大学院の目的は，香川大学大学院学則第２条に定めている（資料1-1-3-1）。 

 

資料1-1-3-1 香川大学大学院学則 

第2条 本学大学院は，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奧をきわめ，又は高度の専門性が求められる

職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い，文化の進展に寄与することを目的とする。 

2 大学院のうち，学術の理論及び応用を教授研究し，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び

卓越した能力を培うことを目的とするものは，専門職大学院とする。 

  

【分析結果とその根拠理由】 

 本学の大学院の目的は，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奧をきわめ，又は高度の専門性が求められ

る職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い，文化の進展に寄与すること，専門職大学院については，

学術の理論及び応用を教授研究し，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培

うこととするという学校教育法第65条に規定された，大学院一般に求められている目的から外れるものではない。 

 

観点１－２－１： 目的が，大学の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

  

【観点に係る状況】 

 本学の目的・理念，基本目標は，大学ウェブサイト（別添資料1-2-1-1）及び大学概要（別添資料1-2-1-2）に

掲載し，教職員及び学生に公表・周知している。学生便覧（別添資料 1-2-1-3）にも本学の理念・教育目標を掲

載し，新入生に対するガイダンスにおいて，全学生に配付することによって周知している。 

 また，各学部の基本目標は，学部ウェブサイト及び学部案内に掲載することによって，教職員及び学生に公表・

周知している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学の目的・理念，基本目標を大学ウェブサイトに掲載するほか，大学概要や学生便覧に掲載しており，教職

員及び学生に周知・公表している。 
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別添資料1-2-1-1 大学ウェブサイト掲載部分   

別添資料1-2-1-2 大学概要掲載部分P.2 

別添資料1-2-1-3 学生便覧掲載部分（表紙の裏面） 

 

観点１－２－２： 目的が，社会に広く公表されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学の目的・理念，基本目標は，大学ウェブサイト（前述別添資料1-2-1-1）及び大学概要（前述別添資料1-2-1-2） 

に掲載することによって，社会に対して公表している。大学ウェブサイトのアクセス件数は，平成19年4月から 

平成19年9月の半年に766,184件，１日平均4,300件のアクセスがある。大学概要は香川県関係機関，香川県企

業，オープンキャンパス，入試懇談会，各種イベント時に約2,400部を配付している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 本学の目的・理念，基本目標は，大学ウェブサイトへの掲載，大学概要を関係機関や行事等の参加者に配付す

ることによって，社会に広く公表している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

 平成19年3月に大学が拠って立つべき理念と目標を香川大学憲章として制定し，大学ウェブサイトや大学概要

等で，広く教職員や社会へ周知・公表に努めている点は優れている。 

 

【改善を要する点】 

 該当なし。 

 

（３）基準１の自己評価の概要 

 大学の目的・理念は，学則に「香川大学は，世界水準の教育研究活動により，創造的で人間性豊かな専門職業

人・研究者を養成し，地域社会をリードするとともに共生社会の実現に貢献することを理念とする。」と定めてお

り，学校教育法の定めに外れるものではない。また，これらを具体的に実現するために各学部において，理念・

目標等を定めている。 

大学院の目的は，大学院学則に「本学大学院は，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奧をきわめ，又は

高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い，文化の進展に寄与することを目

的とする。大学院のうち，学術の理論及び応用を教授研究し，高度の専門性が求められる職業を担うための深い

学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは，専門職大学院とする。」と定めており，学校教育基本法

の定めに外れるものではない。 

本学の目的・理念，基本目標は，大学ウェブサイトに掲載するほか，大学概要や学生便覧に掲載しており，教

職員及び学生に周知・公表している。社会に対しては，大学ウェブサイトへの掲載や大学概要の関係機関や行事

等の参加者へ配付することによって，広く公表している。 
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基準２ 教育研究組織（実施体制） 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点２－１－１： 学部及びその学科の構成（学部，学科以外の基本的組織を設置している場合には，その構

成）が，学士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

 

【観点に係る状況】 

学士課程における教育研究目的を達成するために，各学部では，その専門性と社会的ニーズに対応して，様々

な創意工夫のもとに学部及び学科の構成を行っている（資料2-1-1-1）。 

 教育学部では，２課程制を採用し，学校教育の教員養成のみならず広く教育職を目指す人材育成に柔軟に対応

できる体制をとっている。 

 法学部では，法学部法学科の昼間コースに「法律基礎コース」と「社会設計コース」の２つの履修コースを設

け，また，働きながら学ぶ方々を対象として夜間主コース（総合法政コース）を設置し，幅広い年齢層の社会人

の期待に応える体制をとっている。 

 経済学部では，経済学科，経営システム学科，地域社会システム学科の3学科体制のもとに昼間・夜間主コー

スの教育課程を設定している。 

 医学部では，医学，看護学に関する１８の講座を設け各領域における教育，研究等を実施している。また，関

連する講座間においては，講座間の教育，研究等の連結を密にし，その円滑化を図ることを目的とし，医学科及

び看護学科に１０の大講座を設けている。なお，大講座には，それぞれ講座主任を１名設け，当該大講座の運営

及び連絡調整を図っている。 

 工学部では，安全システム建設工学科，信頼性情報システム工学科，知能機械システム工学科，材料創造工学

科の４学科で構成されている。創設時，各学科の下に３～４の大講座を置いて教育研究を行ってきたが，学問研

究の進展と社会の要請にあわせて，2006～2007年度に専門分野構成の見直しを行い，各学科においてより現実に

即した，かつ柔軟な体制で教育研究を行うことにした。 

 農学部では，学部教育の総合化や学生の多様化に対応するために，従来の学科の教員組織に依存する教育体系

を一元化して教育水準の高度化を推進することができる柔軟な体制に改善するため，教育組織と研究組織を分離

した改組を行った。 

 

資料2-1-1-1 香川大学における学部及び学科の構成 

学部  課程・学科  講座  講座数 

教育学部 学校教育教員養成

課程／人間発達環

境課程 

教育学部 学校教育教員養成課程 国語教育，社会

科教育，数学教育，理科教育，音楽教育，美術教

育，保健体育，技術体育，家政教育，英語教育，

学校教育（教育学・心理学），幼児教育，特別支

援教育，発達臨床，人間環境教育，国際理解教育 16 

法学部  法学科 法と政治  1 

経済学部  経済学科 経済と情報，公共政策 2 



 

-10- 

 

  経営システム学科  企業と社会システム，組織と管理，会計情報と経

営，産業システムと産業情報  4 

  地域社会システム

学科 社会と文化，情報とコミュニケーション  2 

医学部 医学科 形態・機能医学，生体分子医学，病理病態・生体

防御医学，人間社会環境医学，内科学，精神神経

医学，小児科学，母子科学，外科学，眼科学，耳

鼻咽喉科学，放射線医学，麻酔・救急医学，歯科

口腔外科学，臨床検査医学 15 

  看護学科  基礎看護学，臨床看護学，地域・精神看護学  3 

    〔寄附講座〕薬物生体情報学（帝國製薬）

（H.3.4.1～23.3.31）    1 

    〔寄附講座〕細胞制御医学（ガルファーマ）

（H.14.10.1～２０.3.31）    1 

    〔寄附講座〕統合免疫システム学講座（自然免疫

応用技研）（H.1９.４.1～２４.3.31）   1 

工学部  安全システム建設

工学科 

安全システム建設工学科 水システム工学，防災

システム建設工学，環境政策工学 3 

  信頼性情報システ

ム工学科  

情報ネットワーク工学，感性情報システム工学，

メディア電子工学，信頼性工学 4 

  知能機械システム

工学科 自律制御工学，知能機械設計工学，造形工学  3 

  材料創造工学科 材料システム工学，材料プロセス工学，材料物理

工学 3 

    〔寄附講座〕ベンチャービジネス創生工学（香川

証券）（H.15.4.1～20.3.31） 1 

農学部  応用生物科学科 生物資源生産学，生物資源利用学  2 

 

【分析結果とその根拠理由】 

各学部の置かれた専門性並びに社会的ニーズに対応して，各学部では，その個性に応じた学部並びに学科組織

を有している。また，常に教育研究組織を見直す姿勢を有しており，近年においても，様々な改革が試みられて

いる。その意味において，学部・学科等の構成は教育研究目的を達成する上で適切なものとなっている。 

特に，法学部では専門的職業人の育成という学部の理念に沿って，昼間コースに「法律基礎コース」，「社会

設計コース」を，また社会人教育という社会的要請に応えるべく夜間主コースに「総合法制コース」を設置して

いる。さらに，従来の三講座制を廃止して「法と政治」の一講座に統合することにより，教育をはじめとした学

部運営を一元的に行うことを可能にしている。経済学部では，とりわけ平成18年度から昼間コースに導入された

新しい教育課程は，各学科に複数の履修コースを導入することを前提に学部基礎科目・学科基礎科目が明示的に

位置づけられ，専門知識の体系がコースカリキュラムとして示され，学生の所属する教育組織（学部・学科・コ

ース）との関連で明確化されている。医学部では，学士課程の教育目的を達成するための組織が十分機能してお
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り，教育関連の委員会活動が活発である。農学部での教育組織と研究組織を分離し，教育責任を農学部教育セン

ターに一元化した体制は，従来の学科の教員組織に依存し，各学科の利害調整が必要な弊害をなくしたもので，

全国的にみてもユニークで大胆な実施組織である。 

 ただし，今後学問分野が多様化し，社会も大きく変化していく中で，更に「幅広い基礎力と高度な専門知識に

支えられた課題探求能力を備えた人材育成」や「社会のニーズに対応する人材育成」という教育目標を達成する

ためには，柔軟な教育研究組織の整備のための改革を推し進める必要がある。 

 

観点２－１－２： 教養教育の体制が適切に整備され，機能しているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学では，教養教育（全学共通教育）は全教員が責任を負う全学出動体制をとり，その実施を統括する組織と

して，平成１４年に大学教育開発センターを設けた。大学教育開発センターは，センター長の下，全学共通科目

（教養教育科目）のカリキュラムの編成と実施を担当する共通教育部と，大学教育の質的充実に資する調査研究・

ＦＤを担当する調査研究部，及び大学における外国語教育の改善等の調査研究を行う外国語教育部から構成され

（別添資料2-1-2-1），各部にはそれぞれ学長の選任になる部長をおき，大学教育開発センター専任教員とともに，

各学部代表者と授業担当代表者が委員として運営にあたっている。特に共通教育部は，全学共通科目の区分にし

たがった部会を設け，区分ごとの全学共通科目が適切に実施される体制を敷いている。 

 全学出動体制は，以下のようにしている。全教員は２６の科目領域会議のどれかに所属し，２年に一度全学共

通科目を担当することを教育研究評議会で決めている（別添資料2-1-2-5）。共通教育部で次年度のカリキュラム

が決定すると，調査研究部が中心となって次年度の全学共通科目の授業担当者を対象にＦＤを行い，『全学共通科

目 授業担当教員ハンドブック』を配布し，本学の全学共通教育の理念・目標を周知するとともに，授業を担当

するうえでの実際的な情報を提供している。また，新任教員に対しては，調査研究部が担当する新任教員研修会

で，全学共通教育の仕組みについても説明する機会を設けている。 

 なお，本学は，幸町（教育・経済・法学部）キャンパス，農学部キャンパス，医学部キャンパス，工学部キャ

ンパスに分散しているが，教養ゼミナール等の一部を除き，全学共通科目は幸町キャンパスで実施している。 

 

別添資料2-1-2-1 大学教育開発センター組織図 

別添資料2-1-2-2 香川大学大学教育開発センター規程 

別添資料2-1-2-3 香川大学大学教育開発センター共通教育委員会規程 

別添資料2-1-2-4 香川大学大学教育開発センター科目領域教員会議細則 

別添資料2-1-2-5 平成19年度以降の全学共通科目の担当に関する申合せ 

別添資料2-1-2-6 全学共通科目授業担当教員ハンドブック  

 

【分析結果とその根拠理由】 

 大学教育開発センターは，調査研究部と外国語教育部による①中長期的ビジョンの検討，②共通教育部による

カリキュラム編成・実施，③調査研究部によるＦＤ，という有機的なつながりをもつように組織されており，う

まく機能している。また，２６の科目領域会議の設置と全教員に全学共通科目の担当を義務づけることにより，

全学出動体制の基盤を整備するとともに，調査研究部によるＦＤ活動や情報提供により，教養教育の目標実現に

努めている。以上により，教養教育の体制が適切に整備され，機能していると判断できる。 
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ただし，分散キャンパスによる時間的，地理的不利益の問題は，今後の検討課題である。 

 

観点２－１－３： 研究科及びその専攻の構成（研究科，専攻以外の基本的組織を設置している場合には，その

構成）が，大学院課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

 

資料2-1-3-1 研究科及びその専攻の構成 

研究科 専攻  

教育学研究科  学校教育専攻，障害児教育専攻，教科教育専攻 

  学校臨床心理専攻  

法学研究科  法律学専攻  

経済学研究科  経済学専攻  

医学系研究科  機能構築医学専攻，分子情報制御医学専攻，社会環境病態医学

専攻  

  看護学専攻  

工学研究科 安全システム建設工学専攻，信頼性情報システム工学専攻，知

能機械システム工学専攻，材料創造工学専攻  

農学研究科 生物資源生産学専攻，生物資源利用学専攻，希少糖科学専攻  

  アジア･アフリカ･環太平洋 園芸・食品・環境科学特別コース  

地域マネジメント研究科  地域マネジメント専攻  

香川大学・愛媛大学連合法

務研究科  

法務専攻  

 

愛媛大学大学院連合農学研

究科  

生物資源生産学専攻，生物資源利用学専攻，生物環境保全学専

攻   

 

【観点に係る状況】 

大学院課程における教育研究の目的を達成するために，各学部に直結する研究科をすべて整備しているが（資

料2-1-3-1），現在，博士課程が設置されているのは，医学研究科，工学研究科並びに農学研究科に限定されてい

る。また，専門職大学院としては，地域マネジメント研究科並びに香川大学・愛媛大学連合法務研究科が設置さ

れており，地元で活躍する高度な専門的知識を有する人材育成に貢献している。地域マネジメント研究科では，

専任教員(15人)のうち実務家教員(6人)が４割である等の特色を活かし，実務的な科目群と理論的な科目群によ

る理論と実務の双方向からの教育に取り組んでいる。 

 教育学研究科修士課程では現在，４専攻，13専修で構成されており，教育の諸分野において教育研究の中核と

なる人材並びに地域文化の向上に寄与できる人材の養成を目的としている。 

 法学研究科修士課程では，法律学と政策科学のより高度な教育を行うことで，学部の専門教育を補完し，いっ

そう深化させ，また，法律専門職や公務員になる人材を養成することを主な目的とし，平成５年度からは「社会

人特別選抜」を実施することで社会人の受入れを図り，平成17年度までに53人の社会人が入学している。 

 経済学研究科修士課程では，「分野別コース」及び「フレックスコース」を開設し，学生は，一般選抜によって

入学した場合には分野別コースに，社会人特別選抜によって入学した場合にはフレックスコースにそれぞれ所属
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している。 

 医学研究科博士課程では，現在，大学院医学系研究科（博士課程）は３専攻（機能構築医学，分子情報制御医

学，社会環境病態医学）から構成され，それぞれに専攻は複数の基礎系・臨床系講座を基盤としている。また，

修士課程看護学専攻は，基礎教育課程の教育研究を基盤とし，さらに看護学の専門性を深めるために基礎看護学，

臨床看護学（成人看護学，小児看護学，母性看護学，老年・精神看護学）及び地域看護学の３分野を設けている。    

 大学院工学研究科は博士前期課程（修士課程相当）と博士後期課程からなり，専門分野の構成は学士課程の４

学科をそのまま積み上げる形で，安全システム建設工学専攻，信頼性情報システム工学専攻，知能機械システム

工学専攻，材料創造工学専攻の４専攻としている。 

 農学研究科では，先端的かつ柔軟な学際的研究組織とするため，生物資源生産学専攻(食料生産学領域，園芸科

学領域，環境科学領域)と生物資源利用学専攻(分子機能利用学領域，生命機能工学領域，植物機能開発学領域，

食品機能開発学領域)に連携大学院方式による希少糖科学専攻(生産学領域，機能解析学領域，利用学領域)を加え

た３専攻で構成されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 各研究科及びその専攻の構成は，各専門分野における高度専門職業人養成のために様々な工夫がなされており，

地域社会並びに国内外で先導的に活躍できる人材育成を目指す上で適切なものとなっている。授業時間の柔軟化，

きめ細かな指導体制の実現，地域社会との連携強化の施策など高く評価できる取組がなされていると考える。 

特に，専門職大学院である地域マネジメント研究科では，専任教員(15人)のうち実務家教員(6人)が４割であ

る等の特色を活かし，実務的な科目群と理論的な科目群による理論と実務の双方向からの教育に取り組むなど，

学生の期待，地域社会の要請や需要に応えることができる教育を実施してきている。 

 

観点２－１－４： 別科，専攻科を設置している場合には，その構成が教育研究の目的を達成する上で適切な

ものとなっているか。 

 

【観点に係る状況】 

 従来，特別支援教育特別専攻科，知的障害教育専攻を専攻科として設置していた。しかし，香川大学大学院教

育学研究科では，従来の障害児教育専攻を特別支援教育専攻に改めて，平成２０年度から「特別支援教育専修」

（二年制課程）と一年間で課程を修了する「特別支援教育コーディネーター専修」の二つのコースを設置する。

その背景は，「特殊教育」から「特別支援教育」への転換点を向かえ，全国すべての小・中学校や特別支援学校に

おいて校内委員会と特別支援教育コーディネーターが設置され，中核的な役割を担う特別支援教育コーディネー

ターの養成が重要な課題となったからである。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 社会のニーズに対応し，従来の専攻科の発展的解消を行い，特別支援教育専攻における二つの専攻は，教育研

究の目的を達成する上で適切なものになっている。 

 

観点２－１－５： 全学的なセンター等を設置している場合には，その構成が教育研究の目的を達成する上で適

切なものとなっているか。 
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【観点に係る状況】 

全学的な施設・センターとしては，教育並びに学生支援の分野においては，教育・学生支援機構に，大学教育

開発センター，アドミッションセンター，キャリア支援センター，生涯学習教育研究センター，留学生センター

が属し，入学から卒業までのすべての修学過程における支援を行っている。また，研究分野については，研究推

進機構に，総合生命科学研究センター，希少糖研究センター，微細構造デバイス総合研究センター，研究企画セ

ンターなど，先導的研究分野の研究支援を行っている。また，図書館・情報機構には，図書館，博物館，総合情

報センターが属しており，学生のニーズに対応している。さらに，産学官連携推進機構には，地域開発共同研究

センター並びに知的財産活用本部が属し，研究分野での地域貢献の推進を行っている。さらに，学生を含めて教

職員の健康維持のための機関として，保健管理センターが設置されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

各種施設・センターは，大学の目標を達成するために，全学の教育研究あるいは学生支援に大きく寄与してい

る。また，特定期間に関して重点的に支援がなされるような研究施設と，恒常的に支援が必要な教育並びに学生

支援など，それぞれの特徴に合わせて機構化を図ることにより，より柔軟にまた相互の連携が図ることのできる

ような工夫がなされており，全学的な施設・センターの構成として適切なものとなっている。 

 

観点２－２－１： 教授会等が，教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。 

 

【観点に係る状況】 

教育活動に係る重要事項を審議するため，全学組織としては国立大学法人法に規定する教育研究評議会，各学

部及び専門職大学院においては学校教育法で規定する教授会を設置している。 

大学全体の教育活動に係る重要事項（資料 2-2-1-1）は，毎月１回開催される教育研究評議会において審議し

ている。 

各学部及び専門職大学院の教授会は，それぞれの教授会規程（資料 2-2-1-2）により，教育活動に係る重要事

項を審議し，定期的に開催している。また，各大学院においても研究科委員会を設置し，それぞれの研究科委員

会規程（資料 2-2-1-3）の規定により，教育活動に係る重要事項を審議し，定期的に開催している（別添資料

2-2-1-4）。 

 

資料2-2-1-1 国立大学法人香川大学教育研究評議会規則（抜粋） 

(審議事項) 

第4条 評議会は，香川大学(以下「本学」という。)の教育研究に関する重要事項を審議するものとし，その事

項は次の各号に掲げるものとする。 

(1) 中期目標についての意見(国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)が法人法第30条第3項の規定

により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項(経営協議会の所掌に属するものを除く。) 

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項(経営協議会の所掌に属するものを除く。) 

(3) 香川大学学則及び香川大学大学院則(大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な

規則の制定又は改廃に関する事項 

(4) 教員人事に関する事項 

(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項 
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(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項 

(7) 学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項 

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

(9) その他本学の教育研究に関する重要事項 

 

資料2-2-1-2 香川大学教育学部教授会規程（抜粋）（例） 

(審議事項) 

第3条 教授会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 教育課程の編成に関する事項 

(2) 学生の入学，卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関すること。 

(3) 教員の選考に関する事項 

(4) その他教育又は研究に関する重要事項 

 

資料2-2-1-3 香川大学大学院教育学研究科委員会規程 

(審議事項) 

第3条 研究科委員会は，次の各号に掲げる事項を審議決定する。 

(1) 教員の選考に関する事項 

(2) 専攻及び専修に関する事項 

(3) 教育課程に関する事項 

(4) 学生の入学，退学，休学，転学，除籍，試験及び修了に関する事項 

(5) 学位に関する事項 

(6) 学生の厚生補導及び身分に関する事項 

(7) その他研究科に関する重要事項 

 

別添資料2-2-1-4 教育研究評議会議事要旨（抜粋），教授会議事要旨（抜粋） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 大学全体では教育研究評議会が，学部・研究科においては教授会あるいは研究科委員会が定期的に開催され，

教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っている。 

 

観点２－２－２： 教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が，適切な構成となっているか。ま

た，必要な回数の会議を開催し，実質的な検討が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

各学部における教育課程や教育方法等を検討する委員会についての一覧表を以下に作成した（資料 2-2-2-1，

資料2-2-2-2）。 

これらの委員会は，原則として毎月1回程度会議を開催し，学生の成績，異動，科目等履修生等の出願，留学

時の修得単位認定，カリキュラムの策定，非常勤講師等の授業計画などの所掌事項を審議し，教授会での審議・

決定のための報告を行っている（別添資料2-2-2-3）。また各研究科における委員会についても一覧表を作成した。 
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資料2-2-2-1 各学部における教育課程を検討する委員会（回数：平成18年度実績） 

学部 委員会名称 構成人数 回数 

教育学部 学務委員会 20人 19回  

法学部 教務委員会 5人 11回  

経済学部 教務委員会 5人 15回  

医学部 学務委員会 15人 11回 

工学部 教務委員会 10人 14回 

農学部 カリキュラム委員会 6人 14回 

 

 

別添資料2-2-2-3 学務委員会等の議事要旨（抜粋） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

各学部や大学院の規模あるいは教育研究目的に合わせて，カリキュラム改革等が十全に行われるように，審議

組織が設けられており，また，教育課程並びに教育方法を検討する委員会を定期的に開催し，必要事項の審議を

行っている。これらのことから，各学部及び各研究科における組織は適切な構成となっており，実質的な審議が

滞りなく行われている。特に，教育学部では多数の講座から組織されているための講座主義的な弊害を除くため

に，各種委員会委員の選出を，複数の領域やコースから代表を選出するブロック制を採用し，学部全体を考慮し

た体制としている。 

ただし，これら教育課程等を検討する委員会は，その本来の業務である教育課程や教育方法等を討議する場と

して，カリキュラム編成機能を更に強化する必要があり，また教育効果については，引き続き検証を行っていく

必要がある。 

  

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

各学部並びに研究科においては，本報告書よりもさらに詳細な検討を行っている。各部局において，優れた点

資料2-2-2-2 各研究科における教育課程を検討する委員会（回数：平成18年度実績） 

研究科 委員会名称 構成人数 回数 

教育学研究科 総務委員会  14人  11回  

法学研究科 研究科運営委員会 4人  11回  

経済学研究科 研究科運営委員会 4人 11回  

医学系研究科 医学系研究科委員会小委員会 9人  12回  

工学研究科 教務委員会  10人  14回  

農学研究科 カリキュラム委員会  6人  14回  

地域マネジメント研究科 教務関係委員会 5人  9回  

香川大学・愛媛大学連合法務研究科 教務・設備委員会 5人  11回  

愛媛大学大学院連合農学研究科 代議員会 17人 ８回  
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は異なっているが，全体として，教育関連委員会の活動は活発に行われており，有効に機能している。 

もっとも，各部局における報告書によると，特に優れた点として評価できるのは以下の点である。 

教育学部では，学部運営を機動的に運営するための工夫が，学部全体の委員会構成を踏まえて検討されており，

各種委員会の連携が欠ける構造を避け，十全な討議の場を提供できるように工夫がされている。また，多数の講

座から組織されているための講座主義的な弊害を除くために，各種委員の選出を，各コースや領域からの代表か

らのみ行うのではなく，複数の領域やコースから代表を選出するブロック制を採用していることにより，各コー

スや領域の利害によって学部が運営されるのではなく，学部全体を考慮した体制になっており，今後の学部改革

に十全に資する組織体制となっている。 

法学部では，専門的職業人の育成という学部の理念に沿って，昼間コースに「法律基礎コース」，「社会設計

コース」を，また社会人教育という社会的要請に応えるべく夜間主コースに「総合法制コース」を設置している。

さらに，従来の三講座制を廃止して「法と政治」の一講座に統合することにより，教育をはじめとした学部運営

を一元的に行うことを可能にしている。 

経済学部では，とりわけ平成18年度から昼間コースに導入された新しい教育課程は，各学科に複数の履修コー

スを導入することを前提に学部基礎科目・学科基礎科目が明示的に位置づけられ，専門知識の体系がコースカリ

キュラムとして示され，学生の所属する教育組織（学部・学科・コース）との関連で明確化されている。 

医学部では，学士課程の教育目的を達成するための組織が十分機能しており，教育関連の委員会活動が活発で

ある。 

また農学部では，教育組織と研究組織を分離し，教育責任を農学部教育センターに一元化した体制は，従来の

学科の教員組織に依存し，各学科の利害調整が必要な弊害をなくしたもので，全国的にみてもユニークで大胆な

実施組織である。これにより，１学科４コース体制の下で，従来学科間での偏りのあった生物と化学に関する科

目を総合的に学生は履修することができるため，生物(生命)科学の基礎とした農学に関する幅広い基礎的知識・

技能を持つとともに明確な専門性を有する人材を養成できる。 

さらに専門職大学院である地域マネジメント研究科では，専任教員(15人)のうち実務家教員(6人)が４割であ

る等の特色を活かし，実務的な科目群と理論的な科目群による理論と実務の双方向からの教育に取り組むなど，

学生の期待，地域社会の要請や需要に応えることができる教育を実施してきている。 

 

【改善を要する点】 

学士課程においては，おおむね良好な組織体制が維持されているが，今後学問分野が多様化し，社会も大きく

変化していく中で，更に「幅広い基礎力と高度な専門知識に支えられた課題探求能力を備えた人材育成」や「社

会のニーズに対応する人材育成」という教育目標を達成するためには，柔軟な教育研究組織の整備のための改革

を推し進める必要がある。 

また，学務関係の運営における種々の業務を行っている学務委員会あるいは教務委員会については，十分な議

論と慎重な判断の下に適切な運営を行っている。とはいいながら，その本来の業務である教育課程や教育方法等

を討議する場として，カリキュラム編成機能を更に強化する必要があり，また教育効果については，引き続き検

証を行っていく必要がある。 

また，分散キャンパスの問題を指摘できる。例えば工学部は，香川大学のメインキャンパスである幸町キャン

パス（大学本部，教育学部，法学部，経済学部がある）から8kmほど離れた郊外，香川インテリジェントパーク

の一角にある（林町キャンパス）。このインテリジェントパークには，産総研や県の研究施設があり，工学の教育・

研究には条件がよい所であるが，幸町キャンパスで実施されている教養教育（全学共通教育）の授業実施に当た
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っては時間的，地理的不利益の問題がある。授業科目の配置と時間割設定，遠隔授業システムの活用などについ

て改善を図ると同時に，大学として，公共交通機関の整備充実を要求していくことが必要である。 

 

（３）基準２の自己評価の概要 

学部や大学院の教育研究に係る基本的な組織構成（実施体制）は，学部や大学院の目的に則り，おおむね適切

である。また，教育課程や教育方法等を検討する各種委員会も滞りなく，確実に実施され，実質的な検討が行わ

れ，必要な点については，随時改革がなされている。カリキュラムの検討を中心に，さらに一層，学士課程並び

に大学院課程双方において，学生や社会のニーズに柔軟に対応していくことが期待される。 

また，本学では，全学部の教員による教養教育(全学共通科目)を実施する体制が構築され，全学部がその一翼

を担っている。これにより，教養教育と専門教育の有機的連携が図られ，高度な専門的素養に加えて，幅広い教

養を身につける教育を行う本学の目的を達成する上で，教養教育の体制が適切に整備され，機能していると判断

できる。ただし，分散キャンパスの問題点については，さらに検討が必要である。 
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基準３ 教員及び教育支援者 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点３－１－１：教員組織編制のための基本的方針を有しており，それに基づいた教員組織編制がなされている

か。 

 

【観点に係る状況】 

本学は「中期目標」中の適切な教員の配置等に関する目標において，「1. 戦略的・機動的な教員の配置を行え

る体制を学長のリーダーシップの下に整備する。2. 教員の配置を柔軟なものとし，重点的教育研究分野の変化に

迅速に対応できるようにする。」ことを掲げている。教員組織編制の基本方針は学則と大学院学則(別添資料

3-1-1-1)に定められており，教育学部は課程から他学部は学科から構成され，課程又は学科を構成する講座（別

添資料3-1-1-2）に大学設置基準を上回る教員が配置され，２つの専門職大学院の各専攻（別添資料3-1-1-3）に

は大学院設置基準に従った必要な専任教員が配置されている。学士課程専任教員は，基本的に大学院修士課程・

博士課程を兼ねて担当している。また，平成１９年４月に，保健管理センター以外の教育や研究に関わる各種の

学内センターを４つの機構に集約し（別添資料3-1-1-4），学長が保留する教員枠により設けていたセンター専任

教員の配置をより柔軟なものとするとともに，センター教員は関係する学部・大学院の教育にも従来の役割を果

たしている。さらに，学長のリーダーシップの下に，教育の継続性を保ち，研究の展開を容易にするために，全

学的に研究組織と教育組織を区分して，教員は研究組織に所属して研究活動を推進するとともに，関連する教育

組織において教育活動を担当する戦略的・機動的な教育・研究体制の整備に向けて種々の検討を現在行っている。 

 

別添資料3-1-1-1 平成１９年度 香川大学学生便覧（p.70～92,  香川大学学則と香川大学大学院学則） 

別添資料3-1-1-2 香川大学学則第５条 別表１ 

別添資料3-1-1-3 香川大学大学院学則第４条 

別添資料3-1-1-4 香川大学学則第９条第１項 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教員組織編制のための基本的方針を学則に定めており，各学部の特性に応じた講座制や専門職大学院の各専攻

に基づいて教育・研究を遂行する上での必要な教員の適切な配置が行われている。教員の配置状況は全学的に大

学や専門職大学院の設置基準を満たしている。学士課程専任教員は，基本的に大学院修士課程・博士課程を兼ね

て担当している。学長保留定員による各センターへの教員配置も行われている。現在，大学の中期目標・計画に

沿った新たな教員組織の在り方について検討する取組も進められている。 

これらのことから，教員組織編制のための基本的方針を有しており，それに基づいた現在の教員組織編成は適

切であり，目標・計画に沿った新たな教員組織編成の検討も進められていると判断される。 

 

観点３－１－２： 教育課程を遂行するために必要な教員が確保されているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の教員数は平成19年５月１日現在644名(休職者「育休・休職者」を除く)で，学部や大学院，附属病院，
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各機構等に所属し，教授(252名)，准教授(181名)，講師(59名)，助教(143名)，助手(9名)に区分されている（別

添資料3-1-2-1）。各部局等の教員数の状態は，教育学部・教育研究科が100名，法学部が27名，経済学部が61

名，医学部が157名，附属病院が98名，工学部が74名，農学部が61名，地域マネジメント研究科が15名，香

川大学・愛媛大学連合法務研究科が14名(愛媛大学所属教員外数5名)，各機構等が37名であり，設置基準（教

育学部12名，法学部14名，経済学部30名，医学部152名，工学部が32名，農学部が16名の学部計256名，地

域マネジメント研究科が11名，香川大学・愛媛大学連合法務研究科が12名の専門職大学院計23名 総計279名）

を上回る専任教員が教育課程を遂行するための講義，実験・実習科目，演習科目，臨床診療などの活動と学生支

援活動に従事している。また，学外から非常勤講師（平成19年度では267名，18年度では261名，17年度337

名）を任用している（資料3-1-2-2）。特に，本学の専任教員が担当困難な医学部を主とする専門領域や大学教育

開発センターを主とする教養教育での少人数クラス編成で開講している語学については学外から非常勤講師（平

成18年度では，医学部・医学研究科で123名，大学教育開発センターで55名）を多く雇用し，大学教員以外の

非常勤講師の割合も高い。 

 

別添資料3-1-2-1 香川大学概要 ２００７（p.6  役職員数） 

 

資料3-1-2-2 学外非常勤講師数（他大学教員と本学教員以外）当該年度５月１日現在 

部   局 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 

教育学部・教育学研究科 56(28) 41(23) 37(18) 

法学部・法学研究科 2(2) 1(1) 2(1) 

経済学部・経済学研究科 21(19) 21(18) 21(20) 

医学部・医学系研究科 164(119) 114(60) 123(71) 

工学部・工学研究科 6(2) 3(2) 1(1) 

農学部・農学研究科 4(2) 9(4) 0(0) 

地域マネジメント研究科 21(19) 10(7) 15(12) 

香川大学・愛媛大学連合法務研

究科 

8(7) 14(8) 11(7) 

留学生センター 4(4) 2(2) 2(2) 

大学教育開発センター 51(33) 46(26) 55(40) 

計 337(235) 261(151) 267(172) 

(   )は教員以外の学外非常勤講師数を内数で示す。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学では，教育課程を遂行する上で必要とされる基準を上回る専任教員が配置されており，教育活動と学生支

援活動に従事している。また，多様な専門性を確保するために非常勤講師も任用されており，必要な教員は十分

に確保されている。 

 

観点３－１－３： 学士課程において，必要な専任教員が確保されているか。 

 

【観点に係る状況】 
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各学部の学生の１学年の入学定員と現在の収容現員(学生総数)は，それぞれ，教育学部が200名と955名，法

学部が160名と743名，経済学部が300名と1394名，医学部が150名と826名，工学部が260名と1195名，農

学部が150名と689名である（前述別添資料3-1-2-1 p.9）。前観点で示した各学部の設置基準を上回る教員配置

数から，１学年の学生定員と収容現員(学生総数)ベースでの専任教員(助教以上と規定される)１人当たりの学生

数は，それぞれ，教育学部が2.0名と9.7名，法学部が6.2名と28.6名，経済学部が5.7名と26.3名，医学部

が1.0名と5.3名，工学部が3.5名と16.1名，農学部が2.5名と11.3名であり，教員の学生負担数は，教育学

部と理系学部が文系学部より少ないが，理系学部の中でも工学部の負担数が多いのは10年前に新しく設立された

ためである。また，教養教育に関しては，全学部と機構の教員が等しく担当する全学出動体制をとっている。 

  

【分析結果とその根拠理由】 

１学年の学生定員ベースでの教員１人当たりの学生数は，教育学部と理系学部が1.0名から3.5名で，文系学

部が5.7名から6.2名であり，学士課程において必要な専任教員が十分確保されている。その結果として少人数

教育を実現している。教養教育を担当する教員は，各学部の担当時間を決めるなど，全学体制で対応している。 

 

観点３－１－４： 大学院課程（専門職大学院課程を除く。）において，必要な研究指導教員及び研究指導補助

教員が確保されているか。 

 

【観点に係る状況】 

各研究科の研究指導教員及び研究指導補助教員の現員は，教育学研究科が92名，法学研究科が24名，経済学

研究科が51名，医学研究科が136名，工学研究科が66名，農学研究科が59名であり(資料3-1-4-1），大学院設

置基準（教育学研究科97名，法学研究科5名，経済学研究科9名，医学研究科72名，工学研究科が28名，農学

研究科が18名）を上回る専任教員が，教育学研究科を除く研究科で配置されている。各研究科の学生の１学年の

入学定員と現在の収容現員(学生総数)は，それぞれ，教育学研究科が51名と88名，法学研究科が8名と18名，

経済学研究科が10名と22名，医学研究科の看護学専攻が16名と26名，他の６専攻が30名と122名，工学研究

科の前期課程が78名と213名，後期課程が22名と61名，農学研究科が60名と106名であり(前述別添資料3-1-2-1 

p.10），学生の多様な研究上の要求に応える多彩な教員による指導体制を組んでいる。なお，農学研究科は，愛媛

大学大学院連合農学研究科の博士前期課程としても位置づけられており，博士後期課程を担当している。 

 

資料3-1-4-1  大学院研究科研究指導教員数（現員数：平成１９年５月１日現在） 

研 究 科 修士課程 博士課程 

指導教員 指導補助教員 指導教員 指導補助教員 

教育学研究科 59 33   

法学研究科 6 18   

経済学研究科 30 21   

医学系研究科 8 18 39 71 

工学研究科   57 9 

農学研究科 

(愛媛大学連合農学研究科) 

58 1  

(62) 

 

(3) 

医学研究科の修士課程は看護学専攻 
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【分析結果とその根拠理由】 

大学院課程において確保している研究指導教員及び研究指導補助教員は，基準を２名下回る教育学研究科（平

成19年10月１日現在95名）もあるが，全体的には基準を大幅に上回る必要な研究指導教員及び研究指導補助教

員が十分確保されている。 

 

観点３－１－５： 専門職大学院課程において，必要な専任教員（実務の経験を有する教員を含む。）が確保さ

れているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学には，地域マネジメント研究科と香川大学・愛媛大学連合法務研究科の２つの専門職大学院課程があり，

学生の１学年の入学定員と現在の収容現員(学生総数)は，それぞれ，地域マネジメント研究科が30名と71名，

香川大学・愛媛大学連合法務研究科が30名と105名である(前述別添資料3-1-2-1 p.10）。 

地域マネジメント研究科の専任教員は教授10名，准教授５名，現員計15名であり，専門職大学院設置基準に

規定する11名を上回っている。実務の経験を有する教員は６名で，設置基準に規定する専任教員の数の３割以上

である。地域に精通した人材を養成するために，企業経営系の専任教員として９名を有し，地域・公共系の専任

教員として６名を有しており，研究科の教育理念，目的を遂行するために必要な教員が確保されている。さらに，

中心となる専任教員に加え，それを補完する多様なバックグランドを持つ非常勤講師（前述資料3-1-2-2:平成18

年度では15名，17年度では10名，16年度21名）を学外から招いて，充実した教育プログラムを実施している。 

法科大学院の教員組織は，法曹養成という教育目的を達成するため，専任教員は，研究者教員と実務家教員で

編制されるよう求められている。香川大学・愛媛大学連合法務研究科の専任教員（定員20名）は教授13名，准

教授6名，現員計19名（香川大学：教授8名，准教授6名，愛媛大学：教授５名）であり，専門職大学院設置基 

準に規定する12名を上回っている。そのうち専攻分野において５年以上の実務経験を有し，高度の実務能力を有

する実務家教員は５名全員教授（香川大学4名，愛媛大学1名）であり，設置基準に規定する専任教員の数の２

割以上である。５名は10年以上法曹としての実務の経験を有する者であり，民事訴訟法領域においての経験が豊

富な専任教員が３名，刑事訴訟法領域において経験が豊富な専任教員が２名である。他の専任教員配置状況は，

公法系４名，民事系７名，刑事系３名である。なお，香川大学又は愛媛大学に所属する兼担・兼任教員は11名（香

川大学法学部教員9名，愛媛大学法文学部教員２名）であり，基礎法学・隣接科目，展開・先端科目等を担当し

ている。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

地域マネジメント研究科及び香川大学・愛媛大学連合法務研究科の専門職大学院課程において，教員１人当た

りの１学年学生数は1.5～2.0と密度の高い教育が行われている。それぞれの研究科の教育理念と目的を遂行する

ために，専門職大学院課程において，必要な専任教員（実務の経験を有する教員を含む。）が確保されていると判

断できる。 

 

観点３－１－６： 大学の目的に応じて，教員組織の活動をより活性化するための適切な措置（例えば，年齢

及び性別のバランスへの配慮，外国人教員の確保，任期制や公募制の導入等が考えられる。）

が講じられているか。 
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【観点に係る状況】 

本学での教員採用については，すべての部局等において，原則公募により実施しており，公募条件に合致すれ

ば性別，国籍に関係なく公平な選考を行っており，学部での検討を踏まえ学長が承認することで本学の教育目標

に沿った教員組織を構築している。助教以上全学の教員642名(休職者「育休・休職者」を含む)の年齢構成，女

性教員及び外国人教員の比率は，資料3-1-6-1と3-1-6-2のとおりである。教員の年齢構成については，34歳ま

でが13.7％，35-44歳が37.4％，45-54歳が28.5％，55歳以上が20.4％であり，概ねバランスがとれていると

思われる。しかしながら，女性教員の比率は13.9％（89名）で，教授252名の内6.3％（16名），準教授183名

の内13.1％（24名）が女性教員と，職種によっては女性教員の比率が低い。また，外国人教員の比率は3.7％（24

名）である。今後，各学部等において，女性教員と外国人教員の採用を促進することに取り組んでいくこととし

ている。任期制については，従来から特定の分野に採用する准教授と講師について導入していたが，平成19年度

以降の新規採用のすべての助教について任期制を導入した。また，各機構においては，全職種の新規採用につい

て原則任期を定めることを平成19年８月に決定した。なお，平成19年度での任期適用教員は120名，全学の教

員の19％であり，その内，特に87％（104名）を医学部と医学部附属病院の助教が占めている（資料3-1-6-3）。 

 

資料3-1-6-1教員の年齢構成 （平成１９年５月１日現在 休職者を含む） 

区 分 教授 准教授 講師 助教 計 合計  
比率％ 

(女性％)    

  男 0 18 7 35 60
88 

13.7 

(4.4) ～３４歳 女 0 4 5 19 28

  男 22 91 25 65 203
240 

37.4 

(5.8) ３５歳～４４歳 女 1 17 5 14 37

  男 101 39 15 9 164
183 

28.5 

(3.0) ４５歳～５４歳 女 10 3 2 4 19

  男 113 11 0 2 126
131 

20.4 

(0.8) ５５歳～ 女 5 0 0 0 5

計   252 183 59 148 642 642 100 

 

資料3-1-6-2 女性教員と外国人教員の比率（平成１９年５月１日現在 休職者含む） 

区  分 

 

現 員 女性教員 外国人教員 

数 比率 ％ 数 比率 ％ 数 比率 ％ 

教授 252 39.3 16 6.3 5 2.0 

准教授 183 28.5 24 13.1 6 3.3 

講師 59 9.2 12 20.3 6 10.2 

助教 148 23.0 37 25.0 7 4.7 

計 642 100.0 89 13.9 24 3.7 
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資料3-1-6-3 任期付教員数（平成１９年５月１日現在 休職者含む） 

部局 人数 教授 准教授 講師 助教 

教育学部 1   1  

医学部 52    52 

医学部附属病院 52    52 

工学部 2  1  1 

農学部 2   2  

地域マネジメント研究科 1 1    

香川大学・愛媛大学連合法務研究科 4 4    

教育学生支援機構 4  1 3  

研究推進機構 1    1 

産学官連携推進機構 1   1  

計 120 5 2 7 106 

 

【分析結果とその根拠理由】 

職種によっては女性教員の比率が少ないなど，性別のバランスへの配慮については今後さらに努力が必要であ

るが，教員の採用はすべての部局等において，原則公募制により行っていること，また，教員の任期制について

は，全学の教員の19％に任期が付いており，今後，特定分野の准教授，講師だけではなく，各学部のすべての助

教，各機構の全職種の新規採用について導入するなど，教員の流動性の拡大を図っている。 

 

観点３－２－１： 教員の採用基準や昇格基準等が明確かつ適切に定められ，適切に運用がなされているか。

特に，学士課程においては，教育上の指導能力の評価，また大学院課程においては，教育研

究上の指導能力の評価が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

「国立大学法人香川大学規則集」の第４編 第２章「国立大学法人香川大学教員選考規則」に「大学教員の選

考は，大学・学部等の理念・目標に沿って行うこととする。」と規定され，全学における教授，准教授（助教授），

講師，助教（助手）の資格が規定されている。各学部や機構ごとに明文化された選考規程，申し合わせや選考基

準に基づいて，各学部・機構にポストごとに設置する教員選考委員会で，教員の採用や昇任に係る審査を厳正に

進め，各教授会・研究科委員会において審議決定されている。学士課程及び大学院課程ともに，研究実績に加え

教育実績や抱負等を考慮して採用や昇任を決めている。 

 

別添資料3-2-1-1  国立大学法人香川大学規則集 

別添資料3-2-1-2 ・香川大学教育学部教員選考規程 

・香川大学法学部教員選考規程 

・香川大学経済学部教員選考規程並びに定期業績審査規程 

・香川大学医学部教員選考規程 

・香川大学工学部教員選考規程 
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・香川大学農学部教員選考実施細則 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教員の採用は，各学部や機構の持つ選考基準に従って各部局で設置する教員選考委員会で適切に審議しており，

面接や研究発表を課すことで教育実績に加えて研究業績や社会貢献の実績などと合わせて総合的に評価されてい

る。したがって，本学は，教員の採用基準や昇格基準等が明確に定められ適切に運用されている。 

 

観点３－２－２： 教員の教育活動に関する定期的な評価が行われているか。また，その結果把握された事項

に対して適切な取組がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

学生による授業評価の全学的な取組は，平成 10 年後期～11 年前期から本格的な授業評価が共通教育と専門教

育の両方で始まり，これ以降，定期的に（平成13年前・後期及び15年前・後期）継続して行われた。これらの

分析結果は報告書として公表され（平成15年度学生による授業評価報告書），学生の授業への満足度は「教員の

授業への取組」と密接に関連しており，特に「話し方」，「理解度の把握」，「視聴覚機器の使い方」が重要な要因

であることが繰り返し指摘されている。平成 16 年度には質問項目について全学的な統一がなされた後，平成 17

年度以降毎年実施され，各学期終了後２ヶ月以内に，各教員に結果を通知するとともに，学生にも公表している。 

また，これらの結果をもとに大学全体や各学部でのＦＤ研修会が開催され，授業改善にむけた情報交換が図ら

れている。現在，平成17年と18年度の２年間の分析結果を取りまとめており平成20年３月に冊子化の予定であ

る。特に，専門職大学院では設立以来継続して学生による授業評価アンケートを実施している。 

本学は，平成19年度には教育，研究，社会貢献及び運営の各領域の細分化された項目について各教員が記述す

ることによって総合的評価を可能とする制度を全学で試行した(別添資料3-2-2-1)。その中で，教育に関しては，

前年度の授業評価結果を参考とした自己点検とＦＤに関する自己点検（取組状況と効果）や当該年度に向けての

改善計画の記載が求められており，前年度の反省と今後の改善を図る上でのよい機会となっている。さらに，平

成20年度からは本格実施し，その総合評価の結果を教員個人の処遇等へ反映させることを予定している。 

 

別添資料3-2-2-1 教育，研究，社会貢献及び運営の評価領域にわたる教員の活動評価実施要領 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学では，平成10年度と比較的早い時期から「学生による授業評価」アンケート調査を開始し，その後，継続

して定期的に実施してきた。調査結果は教員本人に通知されるだけでなく，教員や学生全員が共有する情報とし

て各学部や学生に公表され，教育内容の向上に有効に機能している。平成 19 年度試行し，20 年度から本格実施

する教員の「総合評価」制度が定着すると，教育活動の改善に対して効果的なシステムとなる。したがって，教

員の教育活動を定期的に評価するシステムは既に整備されており，その結果把握された事項に対して適切な取組

がなされていると判断できる。 

 

観点３－３－１： 教育の目的を達成するための基礎として，教育内容等と関連する研究活動が行われている

か。 
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【観点に係る状況】 

各教員は所属する部局や担当する学科・講座等の教育目的に関わる研究を個人あるいは共同で進めている。採

用時においては研究活動と教育内容の整合性を十分考慮した人事が行われている。教員の研究活動は，各教員が

平成16年度から稼働している香川大学基礎情報DBシステムに登録しており，このデータは香川大学ウェブサイ

ト中の研究者総覧（ウェブサイト→香川大学について知りたい方へ→教育研究活動→研究者総覧）に転送され，

公開されている。研究者総覧の各種別による検索画面から，学部，学科，講座等別の教員の教育内容と関連する

研究活動を知ることができるとともに，各学部ウェブサイトからもアクセスできる（別添資料3-3-1-1）。 

 

別添資料3-3-1-1教員の担当する授業科目と関連した研究活動例 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学部教育と大学院教育において，各教員の研究活動は当該分野の教育目的と関連性を保っている。また，本学

では香川大学基礎情報 DB システムと連携した研究者総覧が稼働しており，研究業績を一般に公表している。し

たがって，教育目標を達成するための基礎として，教育内容等と関連する研究活動が行われているといえる。 

 

観点３－４－１： 大学において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員，技術職員等の教育支援者

が適切に配置されているか。また，ＴＡ等の教育補助者の活用が図られているか。 

 

【観点に係る状況】 

教育課程を展開するに必要な事務職員と教育支援を行う技術職員は，各学部の事務部と幸町キャンパスにある

大学本部事務局の教育・学生支援室に配置されている(前述別添資料3-1-2-1 p.3～4）。それらの配置状況は，平

成19年５月１日現在，教育学部が21名，文系学部（法・経の２学部と２専門職大学院）が18名，医学部が131

名（内技術職員21名），工学部24名（内技術職員8名），農学部が30名（内技術職員13名）であり(前述別添資

料3-1-2-1），事務局に属する160名の内教育・学生支援室には24名が配置されている。したがって，実験・実

習などの教育支援を行う技術職員と研究支援を行う教務職員は，全学でそれぞれ42名と14名である（前述別添

資料3-1-2-1 p.6）。なお，文系学部では技術職員はいないが，教育支援を行う助手が８名おり，この他に非常勤

職員は，全学では196名を採用している。さらに，ＴＡとＲＡの発令状況と従事時間数は資料3-4-1-1と3-4-1-2

のとおりである。学士課程の実験・実習系の授業に対して補助的な役目を担っているＴＡは年間300人程度採用

されており，従事時間数は13,000時間程度であり，理系学部が平成18年度は発令人数の85％，従事時間数の75%

をしめており，ともに割合が高い。日常の研究活動を補助するＲＡは，博士課程がある理系学部のみで発令され，

年間50人程度採用されており，従事時間数は13,000時間程度である。 

 

資料3-4-1-1  ＴＡとＲＡの発令人数 

部 局 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 

ＴＡ ＲＡ ＴＡ ＲＡ ＴＡ ＲＡ 

教育学部 29  23  23  

法学部 8  6  8  

経済学部 32  27  17  

医学部 9 6 25 10 16 12 
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工学部 87 9 97 18 118 23 

農学部 119 19 135 18 132 19 

計 284 34 313 46 314 54 

 

資料3-4-1-2 ＴＡとＲＡの従事時間数 

部 局 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 

ＴＡ ＲＡ ＴＡ ＲＡ ＴＡ ＲＡ 

教育学部 684  639  657  

法学部 792  784  760  

経済学部 2,060  2,039  1,979  

医学部 958 4,495 2,164 4,135 2,564 4,242 

工学部 3,328 1,200 3,713 5,078 3,690 5,113 

農学部 4,000 4,177 4,000 4,127 3,880 4,304 

計 11,822 9,872 13,339 13,340 13,530 13,659 

 

【分析結果とその根拠理由】 

３学部・２専門職大学院及び事務局が集合し，教養教育を実施する幸町キャンパスには，学生系事務部門を一

元化した「教育・学生支援室」があり，総合的に支援する体制をとっている。また，医・工・農キャンパスに必

要な数の事務職員と技術職員・教務職員を配置している。ＴＡ等は各学部とも配置されており，教育活動を補助

している。以上のことから，教育支援者を適切に配置し，ＴＡ等の教育補助者の活用を図っていると判断される。 

ただし，学生の42％が在籍する法学部と経済学部の２学部と２専門職大学院を一括して担当する事務職員体制

は，法人化以降の２専門職大学院設置に伴う業務の質的変化と業務量の増加が見られることから，大学全体の事

務組織改革の中で体制を見直す必要がある。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

１学年の学生定員ベースでの専任教員１人当たりの学生数は，教育学部と理系学部が1.0名から3.5名で，文

系学部が5.7名から6.2名であり，大学院においても同様に少人数教育を実現しており，十分な専任教員が確保

されている。地域マネジメント研究科及び香川大学・愛媛大学連合法務研究科の専門職大学院課程においても，

教員１人当たりの１学年学生数は1.5～2.0と密度の高い少人数教育が行われており，十分な専任教員が確保され

ている。教員の採用や昇任に関する基準や規程は，厳正かつ公平な内容になっている。組織的に早くから学生に

よる授業評価を行い，平成１７年度以降は毎年実施する体制が確立されている。教員の総合評価制度が試行され，

教育活動に対する教員による自己評価を行う体制が整備されている。香川大学基礎情報DBシステムと連携した研

究者総覧から教員の教育内容と関連した研究業績を一般に知ることができる。 

 

【改善を要する点】 

教育学研究科では研究指導教員数を２名(平成19年10月1現在95名)下回り，大学院設置基準を満たしていな

い。教育学研究科は学生定員当たり約２倍の研究指導教員数が大学院設置基準上必要であることの特殊性もある

が，定員充足の努力が必要である。学生の42％が在籍する法学部と経済学部の２学部と２専門職大学院を一括し
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て担当する事務職員体制は，法人化以降の２専門職大学院設置に伴う業務の質的変化と業務量の増加が見られる

ことから，大学全体の事務組織改革の中で体制を見直す必要がある。 

 

（３）基準３の自己評価の概要 

教員組織編制のための基本的方針を学則に定めており，各学部の特性に応じた講座制や専門職大学院の各専攻

に基づいて教育・研究を遂行する上での必要な教員の適切な配置が行われている。教員の配置状況は全学的に大

学や専門職大学院の設置基準を満たしている。教育課程を遂行する上で必要とされる基準を上回る専任教員が配

置されており，教育活動と学生支援活動に従事している。１学年の学生定員ベースでの専任教員１人当たりの学

生数は，学部別には，教育学部と理系学部が1.0名から3.5名で，文系学部が5.7名から6.2名であり，少人数

教育を実現している。教養教育を担当する教員は，全学体制で対応している。したがって，学士課程において，

必要な専任教員が確保されている。大学院課程において確保している研究指導教員及び研究指導補助教員は，基

準を２名下回る教育学研究科もあるが，全体的には基準を大幅に上回る必要な研究指導教員及び研究指導補助教

員が十分確保されている。地域マネジメント研究科及び香川大学・愛媛大学連合法務研究科の専門職大学院課程

において，実務の経験を有する教員を含む必要な専任教員が確保されている。 

職種によっては女性教員の比率が少ないなど，今後さらに努力が必要であるが，教員の採用はすべての部局等

において，原則公募制により行っている。また，教員の任期制については，全学の教員の19％に任期が付いてお

り，教員の流動性の拡大を図っている。教員の採用は，各学部や機構の持つ選考基準に従って各部局で設置する

教員選考委員会で適切に審議しており，教員の採用基準や昇格基準等が明確に定められ適切に運用されている。

「学生による授業評価」アンケート調査は教員や学生全員が共有する情報として各学部や学生に公表され，教育

内容の向上に有効に機能している。20年度から本格実施する教員の「総合評価」制度が定着すると，教育活動の

改善に対して効果的なシステムとなる。したがって，教員の教育活動を定期的に評価するシステムは既に整備さ

れており，その結果把握された事項に対して適切な取組がなされている。 

学部教育と大学院教育において，各教員の研究活動は当該分野の教育目的と関連性を保っている。また，本学

では香川大学基礎情報 DB システムが稼働しており，研究業績や教育活動を一般に公表していることから，教育

目標を達成するための基礎として，教育内容等と関連する研究活動が行われている。３学部・２専門職大学院及

び事務局が集合し，教養教育を実施する幸町キャンパスには，学生系事務部門を一元化した「教育・学生支援室」

があり，総合的に支援する体制をとっている。医・工・農キャンパスに必要な数の事務職員と技術職員・教務職

員を配置している。ＴＡ等は各学部とも配置されており，教育活動を補助している。これらのことから，教育支

援者を適切に配置し，ＴＡ等の教育補助者の活用を図っていると判断される。 
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基準４ 学生の受入 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点４－１－１： 教育の目的に沿って，求める学生像や入学者選抜の基本方針等が記載された入学者受入方

針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ，公表，周知されているか。 

 

【観点に係る状況】 

入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）は，大学の理念・目的に沿って，学部ごとに明確に定め，学部 

によって，学科，課程ごとの具体的な方針を定めている。これらは選抜要項や大学ウェブサイトに掲載し，広く

社会に公表している（別添資料4-1-1-1，別添資料4-1-1-2）。  

オープンキャンパス，進学説明会，の開催や出張講義を含む高等学校訪問等の際，学部の教育目的及び入学者

受入方針等を参加者に説明し，周知を図るように努力している。  

大学院課程においては，各研究科の目的に沿ってアドミッション・ポリシーが定められている。これらの情報

は，各研究科の「学生募集要項」やウェブサイトに掲載され広く社会に公表している(別添資料4-1-1-3)。  

 

別添資料4-1-1-1 「平成20年度入学者選抜要項」1頁から15頁 

別添資料4-1-1-2 http://www.ac.kagawa-u.ac.jp/ad-poli.htm  

別添資料4-1-1-3 「平成20年度香川大学大学院工学研究科博士前期課程 学生募集要項」等 

         http://www.ec.kagawa-u.ac.jp/gse/rinen.html等 

 

【分析結果とその根拠理由】 

入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）は，大学の理念・目的に沿って，学部ごとに明確に定め，学部 

によって学科，課程ごとの方針を定め，それを大学ウェブサイトに掲載している。大学院課程においても，今後，

各研究科の入学者受入方針を大学のウェブサイト等で社会に公表し，それぞれの目的に沿った学生を受け入れる

べく努力をしている。 

 

観点４－２－１： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法が採用され

ており，実質的に機能しているか。 

 

【観点に係る状況】 

各学部の学科，課程がそれぞれの「求める学生像」に沿って学生を幅広く受け入れるために，一般選抜（前期

日程・後期日程），特別選抜（推薦入学（大学入試センター試験を課す・課さない），帰国子女特別選抜，社会人

特別選抜），私費外国人留学生特別選抜など多様な選抜を実施している（別添資料4-2-1-1,4-2-1-2）。 

選抜方法については，アドミッション・ポリシーに即して多様な選択肢を保障している（別添資料 4-2-1-3）。

また，アドミッション・ポリシーの機能をより確実にするため，必要な基礎学力を適切に評価するとともに，特

別選抜では志願者の意欲や適性を適切に評価するために，おおむね面接を課している。そのほか，面接方法の改

良や判定方法を検討するなど，選抜方法の改善が継続的に図られている（別添資料4-2-1-4）。 

その結果，志願者及び入学者数をおおむね適切な規模で確保している。また，修学の状態や卒業後の進路は，
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ほぼ安定しており，入学者の受入方法は適切に機能していると評価できる（別添資料4-2-1-5，4-2-1-6）。 

大学院課程では，一般選抜と特別選抜（推薦入学，社会人・外国人留学生）による入学者選抜を実施している。 

いずれの研究科も総合的判定(科目試験と面接試験等の併用)を実施し，適切な学生を受け入れるよう努力してい

る(別添資料4-2-1-7)。 

 

別添資料4-2-1-1 「平成20年度学生募集要項 一般選抜」，「平成20年度推薦入学学生募集要項(大学入試セン

タ－試験を免除する推薦入学)」，「平成 20 年度推薦入学学生募集要項(大学入試センタ－試験

を課する推薦入学)」，「平成20年度編入学生募集要項」，「平成20年度夜間主コ－ス学生募集要

項」，「平成20年度私費外国人留学生特別選抜学生募集要項」，「平成20年度帰国子女特別選抜

学生募集要項」など。 

別添資料4-2-1-2  「平成20年度大学案内(デジタルパンフレット)及び「あなたのチカラをきっと発揮できる」

(冊子) 

別添資料4-2-1-3 「平成20年度入学者選抜要項」p.23～p.54 

別添資料4-2-1-4  平成19年度試験問題（http://www.kagawa-u.ac.jp/itwinfo/i1374/） 

別添資料4-2-1-5  平成19年度入試実施結果 「平成19年度入試・学生生活及び就職関係等資料」p.5～p.7 

別添資料4-2-1-6  平成19年度学生就職状況 「同上」p.29～p.80 

別添資料 4-2-1-7  「平成 20 年度香川大学大学院法学研究科(修士課程)法律学専攻 学生募集要項」など，「各

研究科学生募集要項」 

   

【分析結果とその根拠理由】 

学士課程の一般選抜は，大学入試センター試験の成績と，大学が実施する個別学力検査・実技検査・面接・小

論文及び調査書等の内容により総合判定により実施されている。推薦入学では，推薦書，調査書，面接及び小論

文等の結果を総合判定し，一部の学科（専攻）では大学入試センター試験の成績も評価に加えて合否判定を実施

している。 

大学院課程の一般選抜では，学力検査及び成績証明書等により総合判定している。また，研究科によっては，

推薦入学制度を採用し，成績証明書及び面接等により総合的に合否判定が行われている。 

このように学力検査，面接等の選抜方法により，求める学生を適切に見出すための方策を講じているが，より

研究科の学生受け入れ方針等を明確にするため，アドミッション・ポリシーをより明確に規定し，広く公表して

いく努力が行われている。 

 

観点４－２－２： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）において，留学生，社会人，編入学生の受

入等に関する基本方針を示している場合には，これに応じた適切な対応が講じられているか。 

 

【観点に係る状況】 

観点4-1-1に前述した入学者受入方針等の目的に沿って，留学生，社会人，編入学生を受け入れている。 

 具体的には，留学生に対しては「私費外国人留学生特別選抜」，社会人に対しては「夜間主コース（社会人特別

選抜）」，編入学生に対しては「編入学試験」，また帰国子女に対しては「帰国子女特別選抜」を行っている(学部

により若干の差異が存在する)(別添資料4-2-2-1～4-2-2-3)。 

私費外国人留学生特別選抜は，独立行政法人日本学生支援機構が行う日本留学試験のスコアと個別日本語試験
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及び面接等により総合的に選抜を行っている。 

夜間主コース（社会人特別選抜）は，小論文と面接との総合点で選抜を行っている。面接は，人物や学業意欲，

志望学部にかかわる問題意識などを様々な角度から総合的に評価している。 

編入学試験(一般・推薦・社会人)は，科目試験と小論文及び面接等を総合して選抜を行っている。 

大学院課程では，社会人特別選抜と外国人留学生特別選抜を実施している。社会人特別選抜では，科目試験及

び研究計画に基づく面接等による総合評価により選抜を実施している。また外国人留学生特別選抜では，科目試

験と面接等及び出願書類の結果を総合評定して選抜を実施している(別添資料4-2-2-4)。  

 

別添資料4-2-2-1 「平成20年夜間主コ－ス学生募集要項(社会人特別選抜)」  

別添資料4-2-2-2 「平成20年度私費外国人留学特別選抜 学生募集要項」 

別添資料4-2-2-3 「平成20年度編入学 学生募集要項」 

別添資料 4-2-2-4 「平成 20 年度香川大学大学院法学研究科(修士課程)法律学専攻 学生募集要項（社会人特別

選抜）」 

 

【分析結果とその根拠理由】 

留学生，社会人，編入学生の受入れは，観点4-1-1に前述した入学者受入方針に沿って実施されて，各学部・

大学院において適切な対応が講じられている。 

 

観点４－２－３： 実際の入学者選抜が適切な実施体制により，公正に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学入学者選抜試験(個別学力検査)の出題，採点，点検及び直前点検は，全学支援体制のもとに行われる。本

学入学者選抜試験(個別学力試験)の学力検査，小論文，総合問題及び実技検査の出題・採点委員，採点委員，点

検委員及び直前点検委員(以下「出題・採点・点検・直前点検委員」という。)は，当該委員となる教員が所属す

る学部の長の推薦に基づき学長が任命する。 

 当該出題・採点・点検・直前点検委員の被推薦者は，香川大学の専任の教授，准教授及び常勤講師とされてい

る。当該出題・採点・点検・直前点検委員の選出は，基本的に選抜試験で教科・科目を課す学部から選出する。

複数の学部が実施する教科・科目については，構成学部及び責任学部を置き，出題・採点・点検・直前点検委員

の選出について協議する。 

 実施する教科・科目の変更又は教員の配置変更等が生じた場合は，アドミッションセンター会議の議を経て，

構成学部又は責任学部を変更する。 

責任学部のアドミッションセンター会議学部委員長は，構成学部のアドミッションセンター会議学部委員長並

びに構成学部の当該教科・科目担当者の代表者で構成する教科・科目会議を毎年度初めに開催し，出題・採点・

点検・直前点検委員の学部別選出人数と委員の要件に関する原案を策定し，アドミッションセンター会議の承認

を得る。各教科・科目毎に，出題及び採点の業務を円滑に遂行するため，当該年度の出題・採点委員で構成する

出題・採点委員会がおかれている（別添資料4-2-3-1，4-2-3-2）。 

学部の一般選抜（前期，後期日程）及び推薦入試は，実施本部が本部に設置され，全学体制での公正な実施が

行われている。また，その他の入試においては，各学部の下に実施本部が設置され，それぞれの所掌委員会等に

おいて，公正に企画，実施，運営されている。 
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別添資料4-2-3-1 「入学者選抜試験出題委員，採点委員，点検委員及び直前点検委員に関する取扱要項」 

別添資料4-2-3-2 「アドミッションセンター会議規程」 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学では全学的に入学者選抜に係る業務を総括し，関係の事案を審議する香川大学アドミッションセンター会

議が設けられており，その下に各学部の入試委員会がおかれている。当該入試委員会の下に，同委員会から選出

された専門委員を加え，入学試験専門委員会がおかれて，入学試験を中心とする入学者選抜の業務を適切かつ公

正に企画・実施・運営する任務を遂行している。大学院教育学研究科においても，大学運営委員会等が中心とな

り，入学者選抜の業務を適切かつ公正に企画・実施・運営する任務を遂行している。 

 

観点４－２－４： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に行われている

かどうかを検証するための取組が行われており，その結果を入学者選抜の改善に役立ててい

るか。 

 

【観点に係る状況】 

本学では，各学部において，入学試験の成績と入学後のGPAの関係，入学試験形態別のGPAの度数分布や留年・

退学率，出身高等学校とGPAの関係などを分析している(学部により,実施状況は若干異なる)。なお，これらの分

析は各学部独自のものもあるが，大学で共通しているものもあり，後者についてはアドミッションセンター専門

部会で整理され，報告書としてまとめられる（別添資料4-2-4-1～4-2-4-3）。 

平成19年度に県内外の40校前後の高等学校を訪問し，入試関連事情調査を行い，その結果を踏まえ，今後の

入試制度の改善を予定している学部が複数存在する。 

 

別添資料4-2-4-1 「香川大学概要 2007」 

別添資料4-2-4-2 「アドミッションセンター会議規程」 

別添資料4-2-4-3 「アドミッション専門部門規程」 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学は，入学試験の成績とGPAの関係，入学試験形態別のGPAの度数分布や留年・退学率，出身高等学校とGPA

の関係などの分析結果を踏まえて，入学試験形態間での募集人員の変更や，個別学力検査科目の見直しを行って

いる。さらに，分析を継続し，入学者選抜制度の改革の方向性について様々な視点から検討を行っていることか

ら，入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って学生の受入れが実際に行われているかどうかを検証

するための取組を積極的に行っており，その結果を入学者選抜の改善に適切に役立てていると判断する。 

大学院課程においても，今後，GPA の分析等を行い，入学試験形態別の入学後の学業成績等を分析することに

より，より適切な入学者選抜が行われるよう努力している。 

 

観点４－３－１： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていないか。また，

その場合には，これを改善するための取組が行われるなど，入学定員と実入学者数との関係

の適正化が図られているか。 
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【観点に係る状況】 

学士課程では，過去数年間における実入学者数が，入学定員を大幅に超える，または大幅に下回る状況は生じ 

ていない（前述別添資料4-2-1-5：p.5～p.7，別添資料4-3-1-1）。  

大学院課程でも，入学定員はおおむね充足している。なお，一部の研究科において実入学者数が入学定員の約

60%程度となっている状況が続いている。また，一部の研究科において入学定員を超えている状況については，志

願者が多いため，指導可能な範囲でより多くの学生を受け入れていることによる (別添資料4-3-1-2)。 

 

別添資料4-3-1-1 平成18年度入学状況「同上」p.3～p.4 

別添資料4-3-1-2 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書：別表（学部の学科，研究科の専攻等） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学士課程では，入学定員と実入学者数との関係の適正化が図られている。  

ただし，大学院課程では，一部の研究科において，実入学者数が入学定員の約 60%程度となっている状況が続

いており，適正化を図るため入学者の確保に向けて，募集要項等を広範囲に広報するなどの取組を強化していく

必要がある。 

また，昨今，無理に定員充足を図るため，大学院の質の低下が懸念されており，学生の質の向上の観点を考慮

した適切な学生定員の在り方等についても検討する必要がある。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

アドミッション・ポリシーを明確に定め，公表し，周知のために十分な努力が行われている。学生の選抜につ

いては，このアドミッション・ポリシーに沿った選抜方法が採用され実施されている。また，このアドミッショ

ン・ポリシーは，社会人，私費外国人留学生，帰国子女，編入学生の受入れについて基本方針が明示され，これ

に対応した適切な選抜が実施されている。 

学部では，入学者選抜実施体制が整備され公正な選抜が実施されている。その結果，学部における入学者実数

が，定員を大きく増減することはない。 

 

【改善を要する点】 

大学院課程において，収容定員を満たしていない研究科があり，現在全学的な課題として改善に向けた取組が

進められている。一方，昨今，全国的には無理に定員充足を図るため，大学院の質の低下が懸念されており，こ

のことについては，学生の質の向上の観点を考慮した適切な学生定員の在り方等，今後も改善施策の継続的な推

進を要する。  

 

（３）基準４の自己評価の概要 

本学学士課程はアドミッション・ポリシーを明確に定め，それを本学の入学者選抜要項やウェブサイトに掲載

することで，公表・周知を行っている。さらに，入試委員や広報委員等が高校訪問や出張講義等のかたちで県内

外の高校へ出向いたり，各種の入試説明会に参加したり，高校からの本学訪問を積極的に受け入れ懇談を行った
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りすることで，高等学校や受験生に学部の理念とともにこのアドミッション・ポリシーの周知に努めている。 

入学者選抜方法については，多様な能力の学生を選抜できるように，昼間コースでは推薦入学，一般選抜の前

期日程と後期日程を設けている。さらに，夜間主コース（社会人特別選抜），帰国子女特別選抜，私費外国人留学

生特別選抜，編入学試験も設けている。また，本学における最近数年間の実入学者数は，入学定員を大幅に超え

る状況，又は大幅に下回る状況とはなっておらず，入学定員と実入学者の関係は適正である。 

入学後も，学生の成績を入学試験形態別，入学試験の成績別，及び出身高等学校別に継続的に分析し，その結

果を踏まえて，入学試験形態間での募集人員の見直しや，新たな入学試験形態の導入の可能性を検討している。 

ただし，一部の大学院研究科においては，アドミッション・ポリシーを明確に定め，より一層広く公表してい

くなどの努力が必要な研究科が存在する。現在，当該問題点を解消すべく努力が行われている。各大学院研究科

においては，入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）を広く公表することにより，入学希望者数の増加と

入学者数の維持を図ることが必要とされる。 
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基準５ 教育内容及び方法 

 

（１）観点ごとの分析 

 

<学士課程> 

 

観点５－１－１： 教育の目的や授与される学位に照らして，授業科目が適切に配置され（例えば，教養教育及

び専門教育のバランス，必修科目，選択科目等の配当等が考えられる。），教育課程が体系的に

編成されているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の教育課程は，「全学共通科目」と「学部開設科目」から構成されている（別添資料5-1-1-1:p.73）。 

「全学共通科目」は，全学学生を対象に開講される教養教育科目で，教養教育と専門教育との有機的連携を図

るために，主に１･２年次に履修する「主題科目」「教養ゼミナール」「共通科目」「外国語科目」「健康スポーツ科

目」と，専門教育が本格化する２～４年次に履修する「高学年向け教養科目」に分けられる。各学部の卒業要件

単位を124～130 単位以上（医学部医学科は188単位以上）と定め，うち全学共通科目の卒業要件単位は28～36

単位以上（医学部医学科は35単位以上）としている（別添資料5-1-1-2:p.1～12）。 

「学部開設科目」は，特定学部の学生を対象に開講される専門教育科目であり，医学部を除く学部では，専門

教育の基礎や入門となる「専門基礎科目」と「専門科目」から構成されており，それを前提にして必修・選択・

自由科目からなる専門教育科目が配置されている（医学部医学科は専門科目のほとんどが必修）。さらに学部・学

科や課程に専門コースを設けている学部（教育学部・法学部・経済学部・農学部）では，コースごとに専門科目

が専門基礎科目と専門科目（コース科目）に編成されている。そして，学部・学科・コース（医学部医学科を除

く）では４年一貫教育を原則として，１･２年次に基礎学力習得と専門教育の入門，２･３年次に専門的な講義や

実験・実習，３･４年次にはゼミナール・卒業研究・卒業論文を課す体系的なカリキュラム編成としている。また

学部によっては，専門科目として専門教育に必要な技術的な科目（工学部の「工学教養科目」）や社会的な課題に

目を向けさせる科目（農学部の「共通展開科目」）を設けたり，学部・学科に共通科目を設けて，学部・学科/課

程・コース全体における専門教育の体系性を図ったりする（経済学部と農学部）など，専門教育科目編成につい

て学部ごとに特色が示されている（以上，別添資料 5-1-1-3:p.12～33，5-1-1-4:p.9～10，5-1-1-5:p.35～42，

5-1-1-6:p.4～5， 5-1-1-7:p.5～7，5-1-1-8:p.12～19，5-1-1-9:p.7～20）。 

 

別添資料5-1-1-1 『平成19年度 香川大学学生便覧』 

別添資料5-1-1-2 『香川大学全学共通科目修学案内（平成19年度）』 

別添資料5-1-1-3 教育学部『平成19年度 履修の手引』 

別添資料5-1-1-4 法学部『平成19年度 修学案内』 

別添資料5-1-1-5 経済学部『平成19年度 修学案内』 

別添資料5-1-1-6 『2007教育要項（医学科）』 

別添資料5-1-1-7 『2007教育要項（看護学科）』 

別添資料5-1-1-8 工学部『平成19年度 修学案内2007』 

別添資料5-1-1-9 農学部『平成19年度入学者用 修学案内』 
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【分析結果とその根拠理由】 

4 年一貫（医学部医学科は6 年）教育の方針の下，全学共通科目における「主題科目」「教養ゼミナール」「共

通科目」「高学年向け教養科目」及び学部開設科目における専門科目の基礎や入門科目の設定を通じて，教養教育

と専門教育の有機的連携を図っている。学部開設科目では，ほとんどの学部・学科で，１･２年次に専門の基礎科

目や入門科目，３･４年次により専門的な科目を配置した，体系的なカリキュラム編成となっている。また，学部

によっては教育目標に応じた特徴的な授業科目を設けたり，学部・学科共通の専門科目を設けて学部学科の連携

を図ったりするなど，本学が目標とする人材育成に資する取組をしている。これらのことより，教育の目的や授

与される学位に照らして，授業科目が適切に配置され，教育課程が体系的に編成されていると言える。 

ただ，全学共通科目と学部開設科目の有機的連携の側面で見ると，情報処理と外国語（特に英語）の科目で改

善の余地が残されている。大学生のミニマム・エッセンシャルズとして基礎的な情報処理能力の育成は，全学共

通教育の目標の一つに掲げられているにも拘らず，その役割は主に学部開設科目の情報処理基礎科目が担ってお

り，全学共通教育と学部教育での役割を再検討する必要がある。また外国語によるコミュニケーション能力の育

成は，原則として全学共通教育の外国語科目が担っているが，学士課程教育での位置づけを点検して，専門教育

課程との一層の連携が必要である。 

 

観点５－１－２： 授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっているか。 

 

【観点に係る状況】 

全学共通科目については，以下の５つの教育目標を達成するために，資料5-1-2-1の通り，７つの科目に区分

して，教育課程を編成している(前述別添資料5-1-1-2:p.1～12)。 

(1) 多元的視野に立って現代社会が直面する重要な課題を発見・設定する能力の育成 

(2) 学問のすそ野を広げ，課題に対する学際的アプローチの存在を認識し，その中で自分が得意とする専門的知

識技能分野は何かを選択できる能力の育成 

(3) 実践的体験的に課題を解決する基礎として実験実習やフィールドワークに対する興味の涵養 

(4) 教員と学生間の交流や情報処理機器等の利用による情報収集・分析・プレゼンテーション能力など課題探求

に必要な大学生としてのミニマム・エッセンシャルズへのガイダンス 

(5) 国際化時代のミニマム・エッセンシャルズとしての外国語によるコミュニケーション能力の育成 

 

資料5-1-2-1  全学共通科目の科目区分，編成趣旨･目的及び授業科目の種類, 

科目区分 編成趣旨・目的 授業科目の種類 

主題科目 

現代社会が直面する基本的な諸課題について

学際的にアプローチする科目群 

主題Ⅰ「人間と生命」 

主題Ⅱ「人間と文化」 

主題Ⅲ「テクネーと社会」 

主題Ⅳ「歴史と現代」 

主題Ⅴ「国際・地域」 

主題Ⅵ「環境・生活」 

特別主題「瀬戸内」「人生とキャリア」

「健康」 
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教養ゼミナール 

学部混在型の少人数授業による知的交流を通

じて，大学での学習への導入をはかり，調査・

発表・討論など知的技法の基盤を育成する。

57講義題目 

共通科目 

固有の対象と方法をもつ様々な学問分野に幅

広くふれるディシプリン入門。また，一部の

理系科目においては専門教育のための基礎知

識の習得をめざす。 

哲学,論理学,倫理学,芸術,心理学,社

会学,教育学,歴史学,文学,言語学,法

学,政治学,経済学,経営学,会計学,数

学,地学,物理学,化学,生物学,地理

学,統計学,情報科学,医学,看護学 

外国語科目 

外国語によるコミュニケーション能力の育成

を図る授業科目群 

既修外国語(英語) 

初修外国語(独語,仏語,中国語,韓国

語) 

日本語･日本事情に関

する科目 

外国人留学生を対象にした日本語教育の科目

群 

日本語 

日本事情 

健康･スポーツ科目 

健康で文化的な社会生活を送る上でのミニマ

ム・エッセンシャルズとして身につけておく

べき基本的な知識と技能を習得する授業群 

健康 

スポーツ実技 

高学年向け教養科目 

1・2年の全学共通科目を終えた学生や，専門

の学問を始めた学生を対象にした，教養教育

と専門教育を有機的に連携づける授業群 

高学年向け主題科目 

キャリア･デザイン実践講座 

上級英語 

西洋古典語 

 

また学部開設科目については，資料5-1-2-2のとおり，各学部の教育理念・目的に即して授業科目を配置して

いる。 

 

資料5-1-2-2 教育課程編成と授業科目の関連 

各 

学部 
教育課程編成 教育課程と科目との関連 

教育 

学部 

・学校教員養成課程： 

<学校教育基礎,幼児教育,特別支援教育,教

科教育> 

・人間発達環境課程： 

<発達臨床,人間環境教育,国際理解教育> 

 

 

 

 

 

 

 

A.理念・目的 

人間の発達･形成に関する教育研究を基礎に，教育

に関する総合的な教育研究を行い，教育実践力を有

する学校教育教員及び広く教育界で活躍できる人

材を養成する。 

B.カリキュラム 

・２課程７コースの体系的カリキュラム 

・専門基礎科目(人間形成論,ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾘﾃﾗｼｰ, 

教育総合セミナー,外国語コミュニケーション) 

・専門科目の区分(基礎研究,実践研究,発展研究) 

・資格取得につながる特別コースの設置 

社会教育主事コース,博物館学芸員コース,日本
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（前述別添資料5-1-1-3:p.1～33, 

p.49～113） 

語教員コース,学校図書館司書教諭コース 

C.資格 

・幼稚園教諭1種，保育士 

・小・中学校教諭１･２種免許状 

・高等学校教諭１種免許状 

・特別支援学校教諭１種 

法 

学部 

・法学科 

昼間コース：<法律基礎，社会設計> 

夜間主コース：<総合法政> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(前述別添資料5-1-1-4:p.1～15, 

94～97,108～116) 

A.理念・目的 

法律学と政策科学の教育を行うことによって，科学

的に社会を理解し，紛争解決と政策立案について豊

かな見識と法的技術を持つ人材を数多く輩出する

ことをめざす。 

B.カリキュラム 

・1学科2コースの体系的カリキュラム 

・専門基礎科目(基礎ゼミ,法とコンピュータ入門,プ

ロゼミ)と専門科目 

・少人数教育の重視： 

基礎ゼミ,プロゼミ,3・4年次演習 

・履修コースと履修モデル 

・経済学部とのカリキュラム連携(昼間･夜間主ｺｰｽ) 

C.資格 

・中学校教諭１種免許状(社会) 

・高等学校教諭1種免許状(公民） 

 

経済 

学部 

・経済学科 

昼間コース：<経済理論,政策･制度,統計･

情報> 

夜間主コース：<総合経済> 

・経営システム学科 

昼間コース：<企業･社会,組織･戦略,会計>

夜間主コース：<総合経済> 

・地域社会システム学科 

昼間コース：<国際社会文化,ﾂｰﾘｽﾞﾑ> 

夜間主コース：<総合経済> 

 

（前述別添資料5-1-1-5:p.i, 

1～42,116～123） 

A.理念・目的 

経済社会に積極的に参画し，地域に根ざしながら世

界と連携し共生する，進取の気象に富んだ経済人の

育成をめざす。 

B.カリキュラム 

・3学科8コースの体系的カリキュラム 

・学部基礎科目,学科基礎科目,コース科目 

・少人数教育・情報処理教育の重視 

 選択科目：基礎ゼミ,プロゼミ,個別演習 

必修科目：情報処理基礎,演習,卒業論文 

・法学部とのカリキュラム連携(昼間･夜間主ｺｰｽ) 

C.資格 

・中学校教諭１種免許状(社会) 

・高等学校教諭１種免許状(商業･公民･地理歴史） 

医 

学部 

・医学科 

・看護学科 

A.理念・目的 

1世界に通ずる医学及び看護学の教育研究を目指す。
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（前述別添資料5-1-1-6:p.1～18） 

（前述別添資料5-1-1-7:p.1～13） 

2 人間性の豊かな医療人並びに医学及び看護学の研

究者を養成する。 

3 医学及び看護学の進歩並びに人類の福祉に貢献す

ると共に地域医療の充実発展に寄与する。 

B.カリキュラム 

・体系的カリキュラム 

・医学科：教養教育,基礎医学,臨床医学,臨床実習 

・看護学科：教養教育,専門基礎,専門科目 

C.資格 

・医師・看護師・保健師 

工 

学部 

・安全システム建設工学科 

・信頼性情報システム工学科 

・知能機械システム工学科 

・材料創造工学科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前述別添資料5-1-1-8:p.2～23） 

A.理念・目的 

「文理融合」の下に専門的基礎能力に裏打ちされた

幅広い工学知識を有し，国際社会で尊敬される新し

い型の技術者の養成 

B.カリキュラム 

・4学科の体系的なカリキュラム 

・専門技術者のための授業科目群 

専門科目：専門基礎･専門専攻･卒業研究 

・文系的センス修得のための科目群 

工学教養科目：多角的思考能力･コミュニケーシ

ョン能力･数理的基礎能力 

・JABEEの認定(信頼性情報システム工学科) 

C.資格 

・高等学校教諭１種免許状(理科･情報･工業） 

・１級･2級建築士(受験資格) 

・測量士･測量士補（安全システム建設工学科卒業後

は測量士補，同学科卒業後 1 年間の実務経験を経

れば測量士の資格が，国土地理院への申請によっ

て与えられる） 

・第1級陸上特殊無線技士・第2級海上特殊無線技士

（信頼性情報システム工学科において指定科目を

履修し卒業した者の申請によって当該資格が与え

られる） 

農 

学部 

・応用生物科学科 

 コース：<応用生命科学,生物生産科学,生物

資源環境化学,食品科学> 

A.理念・目的 

生物のもつ多様な機能や生物資源の有用性につい

て科学的に理解を深め，食料の生産と生物資源の利
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（前述別添資料5-1-1-9:p.1～30） 

活用に役立てる教育を行い，社会に貢献する人材を

養成する。 

B.カリキュラム 

・1学科4コース制(平成18年度より) 

・コース分属2年後期，研究室分属3年後期 

・体系的なカリキュラム 

1年次：導入科目･共通基礎科目 

2年後期：共通展開科目･コース専門科目 

4年次：課題研究(卒業論文) 

・フィールド実習の重視 

C.資格 

・中学校教諭１種免許状（理科） 

・高等学校教諭１種免許状(理科･農業） 

・食品衛生管理者・食品衛生監視員 

（注）<>内の名前はコース名を示す。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

全学共通科目については，５つの教育目標に照らして，それにふさわしい内容の授業科目が概ね提供されてい

る。ただし，また学部開設科目についても，各学部・学科の教育目標に応じた特色ある教育科目を含む幅広い授

業科目を開設しており，その内容は各学部・学科の教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっている。 

これらのことから，本学の授業内容は全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっていると言える。 

 

観点５－１－３： 授業の内容が，全体として教育の目的を達成するための基礎となる研究の成果を反映したも

のとなっているか。 

 

【観点に係る状況】 

各学部の代表的な研究活動の中で，その研究成果が授業内容に反映している代表的な例を人文社会科学系３学

部について示したのが次表（資料5-1-3-1～5-1-3-3）である。各教員は，各自の研究活動の成果を授業のテキス

トやプリントとして活用していることがわかる（別添資料5-1-3-4，5-1-3-5，5-1-3-6: p.66,74,106-107,123）。

このうち教育学部の例は，平成19年7月，教員全員を対象に研究活動と授業内容の関連を自己点検するために行

われたアンケート調査の結果の一部である。さらに同学部では，『香川大学教育学部研究報告』並びに『香川大学

教育実践総合研究』を刊行し，教科科目担当教員，教職科目担当教員がそれぞれの特徴を生かした研究活動を促

進できるような環境を整備している(別添資料5-1-3-7, 5-1-3-8)。 

先端研究の発展が高度化している医学部を含む自然科学系３学部については，授業・勉学に対するモチベーシ

ョンを高めるために各研究分野の最前線を紹介する講義や各研究室の研究内容が体験できる実習を設けたりして

（別添資料5-1-3-9～5-1-3-12,農学部はWebシラバス参照），各授業担当教員は可能な限り最新の専門的知識･技

術を提供するよう，研究的知見を採り入れる努力をしている。 

 

資料5-1-3-1 授業と研究活動の成果の関連（教育学部） 
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所属講座等名及び

教員名 

代表的な 

研究活動 
授業科目名 研究活動の成果の授業内容への反映例 

国語教育講座 

山本茂喜 

物語論を援用した

国語教材分析法の

研究 

国語科教育論 

初等国語教育法 

国語科授業研究Ⅱ 

読書と豊かな人間性

教養としての書道 

実技と文学 

国語科教育論においては,物語論に基づき開発した教

材分析の観点をもとに,教科書教材を分析する演習を

行っている。読書と豊かな人間性においては,物語論に

基づく物語ｽｷｰﾏと読書の関係について解説し,それに

基づく読書指導法を実際に体験させている。また,教養

としての書道実技と文学においても,物語論における

物語構造の原理にそって,ｵﾘｼﾞﾅﾙの物語を創作すると

いう授業を行っている。 

人間環境教育コー

ス 

家政教育講座 

時岡晴美 

家族のライフスタ

イルと地域社会変

容のダイナミズム

についての研究 

家族･社会システム論

地域居住論 

家庭経営学 

家族関係学 

共生社会システム論

現代日本の家族の生活実態について統計資料等と研究

成果を用いながら講義している。特に，フィールド調

査で得られた知見や，地域における生活実態について

具体的に紹介することで生活実感をもたせるよう工夫

する一方，システム理論を用いて家庭生活を中心とす

る人間の生活全般について分析するアプローチ手法を

学び，生活を客観的に把握・分析する視点を持てるよ

う演習も行っている。 

英語教育講座 

竹中龍範 

英語教育史･英学

史研究 
英語科教育論 

英語科教育の諸側面について理解する上で，その基礎

的領域の一つである英語科教育の歴史をわが国におけ

る外国語教育の歴史という視点から論じ，併せて受講

生自身による調査研究に取り組ませている。 

 英語教授法研究 

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ LR 演習

ⅠLJ[1] 

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ LR演習

ⅡLJ[1] 

英語教授法研究のうち，ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞの指導法については，

共通教育「英語コミュニケーションLR演習」において，

同研究分野における現代の動向を踏まえて指導してい

る。 

  英語科教育法 

専門科目の「英語科教育法」においては，現代の外国

語教授法研究の流れを踏まえつつ，その主だった領域

について講義し，受講生の関心分野について英語によ

る報告・ｺﾒﾝﾄの形で展開している。 

 

資料5-1-3-2 授業と研究活動の成果の関連（法学部） 

授業科目名 担当教員 授業内容 研究活動の成果 

商法Ⅳ 肥塚肇雄 
保険取引についての

契約法理・法規制 

肥塚肇雄『無保険車傷害保険と保険者免責の法理』

信山社，2001年 

犯罪と刑罰 平野美紀 
刑法各論における個

人的法益 

新井誠編『成年後見と医療行為』日本評論社，2007

年 

租税法 浪花健三 

所得税法，法人税法

等，課税要件各論の検

討 

三木義一・田中治・占部裕典編著『「租税」判例分析

ファイル』税務経理協会, 2006年 

環境法政策論 山田健吾 
環境をめぐる問題と

法・規制の在り方 

中山 充・横山信二編著『地域から考える環境法』

嵯峨野書院，2005年 

 

資料5-1-3-3 授業と研究活動の成果の関連（経済学部） 

授業科目名 担当教員 区分 研究活動の成果 



 

-42- 

 

医療経済学A,B 小松秀和 参考書 
小松秀和『日本の医療保険制度と費用負担』（ミネルヴァ書

房，2005） 

(特)予算管理論 堀井愃暢 教科書 堀井愃暢『予算管理の展開』（信山社，1997） 

消費者行動 堀 啓造 教科書 
杉本徹雄（編）『消費者理解のための心理学』（福村出版，

1997）分担執筆 

メディアと社会 福間良明 教科書 福間良明 『反戦のメディア史』（世界思想社，2006） 

 

別添資料5-1-3-4 各教員の授業プリント・テキスト 

別添資料5-1-3-5 授業に生かされている研究刊行物 

別添資料5-1-3-6 経済学部『平成19年度開設科目シラバス(昼間コース)』 

別添資料5-1-3-7 『香川大学教育学部研究報告』 

別添資料5-1-3-8 『教育学部附属教育実践総合センター紀要』 

別添資料5-1-3-9  香川大学医学系研究科(博士課程)担当教員の専門とする研究分野 

別添資料5-1-3-10 平成18年度診療案内 

別添資料5-1-3-11 第１回香川メディカルサイエンス・フォーラムの配布資料 

別添資料5-1-3-12 工学部『平成19年度 シラバス2007』 

 

【分析結果とその根拠理由】 

研究活動と授業内容の間には直接・間接に相関があり，各学部の分野特性に応じて研究活動の成果が授業内容

に反映されているので，全体として授業内容が教育の目的を達成するための基礎となる研究の成果を反映したも

のとなっていると言える。 

 

観点５－１－４： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程の編成（例え

ば，他学部の授業科目の履修，他大学との単位互換，インターンシップによる単位認定，補充

教育の実施，編入学への配慮，修士（博士前期）課程教育との連携等が考えられる。）に配慮し

ているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学における教育課程の編成において，内外の多様な社会的ニーズに対する配慮は以下の通りである。 

他学部の授業科目の履修については，すべての学部で履修が認められている。特に同じキャンパス内にある教

育学部・法学部・経済学部の間では相互の科目乗り入れも行われており，一部科目が発展研究科目（教育学部）

やコース科目（法学部・経済学部）として認定されている（別添資料 5-1-4-1，5-1-1-4:p.10，5-1-1-5:p.33，

5-1-4-2，5-1-1-8:p.20～21, 5-1-1-9:p.4～5）。 

他大学との単位互換については，中国・四国地区の六大学や放送大学との単位互換協定に基づき，他大学開講

科目が受講できる環境が整備されている（別添資料5-1-4-3，5-1-4-4，5-1-1-4:p.13, 5-1-1-5:p.33，5-1-4-5）。

さらに農学部では，中四国国公立大学間連携プロジェクト「長い夏休み。未知のフィールドへの旅」が主催する

フィールド演習に参加した学生に単位認定を行っている（別添資料5-1-4-6）。 

インターンシップ等のキャリア支援科目については，医学部を除くすべての学部で正規の科目として開講され

（別添資料 5-1-1-4:p.223, 5-1-1-8:p.20,5-1-1-9:p.23），教育学部・法学部・経済学部では毎年実施報告書が
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作成されている（別添資料 5-1-4-6～5-1-4-8）。また経済学部では地元の経済界をはじめ各界で活躍されている

著名人を講師とする科目として「現代経済社会事情」が開講されている（別添資料5-1-3-6:p.91）。 

留学予定者・転学部・転学科・編入学生等については，専門科目の単位不足が生じないよう以下のような配慮

がされている。留学を希望する学生には演習の分割履修，転学部・転学科生には履修登録単位数の上限緩和（以

上，経済学部），編入学生には他大学既修単位の弾力的な読替えや履修登録単位の上限緩和（法学部・経済学部・

農学部），編入時期の早期化（医学部）が可能としている（別添資料 5-1-4-10，5-1-1-4:p.15，5-1-1-5:p.34，

5-1-4-11，5-1-4-12）。 

英語によるコミュニケーション能力と国際感覚の醸成を目指した取組としては，教育学部では専門基礎科目と

して外国語コミュニケーション科目が設けられ（別添資料 5-1-1-3:p.1,13），経済学部では英語による授業や海

外研修（別添資料 5-1-3-6:p.97,125,127,93-95），医学部では「上級英語」の開講が行われている（別添資料

5-1-4-13）。 

その他の試みとしては，修士課程と連携して，修士課程の一部科目を学部「上級科目」として単位を認定した

り（経済学部, 別添資料 5-1-1-5:p.10），専門知識の学習を促し，資格重視の時代状況に対応すべく，検定試験

（法学検定，経済学検定，簿記検定）の結果に応じて単位を認定したりする制度も実施されている（別添資料

5-1-1-4:p.14，5-1-4-14）。また，医学部では課題実習（研究室配属）及び医学実習Ⅱでは，学生同士の話合いで

配属先の講座や診療科を自主的に決めさせている（別添資料5-1-4-15，5-1-4-16）。 

 

（他学部の授業履修） 

別添資料5-1-4-1 教育学部『平成19年度 履修の手引』別表１～３ 

別添資料5-1-4-2 「他学部科目の履修状況」 

（他大学との単位互換） 

別添資料5-1-4-3  単位互換制度案内 

別添資料 5-1-4-4 香川県内五大学及び放送大学間の単位互換に関する協定，岡山大学と香川大学との間におけ

る単位互換に関する協定， 

別添資料5-1-4-5 「他大学との単位互換利用状況」 

別添資料5-1-4-6   平成19年度中四国国公立大学大学間連携プロジェクト案内 

（キャリア支援） 

別添資料5-1-4-7 『インターンシップ報告書』 

別添資料5-1-4-8 『平成18年度 インターンシップ実施報告書』 

別添資料5-1-4-9 「平成16～18年度 インターンシップ実施報告書抜粋」 

（編入学・留学・転学部・転学科・転コースへの配慮） 

別添資料5-1-4-10 編入学試験実施要項 

別添資料5-1-4-11 農学部「平成20年度 編入学学生募集要項」 

別添資料5-1-4-12 平成19年度香川大学医学部医学科第２年次第２学期編入学（学士編入学） 

学生募集要項 

（上級英語など） 

別添資料5-1-4-13  上級英語ポスター 

（検定試験の単位化） 

別添資料5-1-4-14「経済学検定，簿記検定の単位認定の申し合わせ」 
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（課題実習・医学実習Ⅱ） 

別添資料5-1-4-15 平成18年度課題実習 

別添資料5-1-4-16 平成19年度医学実習Ⅱの配属一覧表 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学の教育課程の編成においては，他学部授業科目の履修，他大学との単位互換，インターンシップ，留学予

定者・転学部・転学科・編入学生への配慮，外国語による授業や海外研修，検定試験の単位化など，学生の多様

なニーズ，社会からの要請に対応した十分な配慮がなされている。 

 

観点５－１－５： 単位の実質化への配慮がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

単位制度の実質化への配慮としては，第一に，一部の学部（法学部・経済学部）で履修モデルを示して履修ガ

イダンスを行なって，学生に適切な履修を促すよう努力していることである（別添資料5-1-1-4:p.110～113，

5-1-5-2，5-1-1-5:p.12～27）。 

第二としては，シラバスに「自己学習課題」や「授業及び学習の方法」を明示して自学自習の方法を示したり，

多元的評価のために授業期間中に小テストや中間テスト，レポート提出を課して自学自習を促したりしているこ

とである（別添資料5-1-5-1，5-1-1-4:p.119～223，5-1-3-6，5-1-1-7，5-1-1-8, 5-1-3-12，5-1-3-13）。また

学生による授業評価では，自学自習への配慮がなされているかという項目を挙げている（別添資料5-1-5-6）。 

第三としては，自習時間確保のために「履修登録の上限制度」を設けていることである。各学部の上限は，教

育学部は年間44単位各学期23単位，法学部は年間44単位各学期26単位，経済学部は各学期22単位（1年次の

み24単位），工学部は各学期22単位，農学部は年間48単位としている（別添資料5-1-1-3:p.35，5-1-1-4:p.15，

5-1-1-5:p.6，5-1-1-8:p.27,75, 5-1-1-9:p.5）。なお，医学部医学科では，学部開設科目のほとんどが必修科目

なので上限制は採用されていない。 

第四としては，勉学意欲を向上させるためにほとんどの学部で積極的にGPA制度を導入して多方面で活用して

いることである。活用例としては，特待生の要件，早期卒業の要件，コース・研究室選考要件，成績優秀者の基

準，履修登録上限緩和の適用基準としている（別添資料5-1-1-4:p.6,90～91，5-1-1-5:p.ⅱ,6,29～30，5-1-5-3，

5-1-1-9:p.4～6）。なお，医学部医学科では，学部開設科目のほとんどが必修科目なのでGPA制度は採用されてい

ない。 

第五としては，学生定員の多い学部で行われているクラス規模の適正化である。経済学部では，基礎科目につ

いて複数クラス制が実施されている（別添資料5-1-1-5:p.9）。 

第六としては，医学部医学科の統合講義では，試験は学期末ではなく，各ユニットの最終日に行われるため，

学生は日頃から復習を行っている。また，自学自習型の少人数教育であるチュートリアル教育では，学生は発表

会に向けて十分な時間をかけ準備をしている(別添資料5-1-5-4，5-1-5-5)。 

 

別添資料5-1-5-1 教育学部『平成19年度 講義要項』 

別添資料5-1-5-2 「法学部開設科目の授業設計・実施ガイドライン」 

別添資料5-1-5-3 「成績優秀者に対する学部表彰」 

別添資料5-1-5-4 2007教育要項（医学科）統合講義の時間割 
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別添資料5-1-5-5 チュートリアルのガイド 

別添資料5-1-5-6 学生による授業評価，アンケート用紙（項目） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

ほとんどの学部で履修モデルの提示や履修ガイダンス，履修登録単位数の上限制，GPA 制度が実施されている

上に，一部学部では複数クラス制やチュートリアル教育も実施されており，単位の実質化への配慮が十分なされ

ているといえる。また，履修登録単位数の上限制やGPA制度が実施されていない医学部では，全国共通の共用試

験の国家試験（医師，看護師，保健師）合格を目標に教育がされているので，単位制度の実質化が達成されてい

ると言える。 

ただし，履修登録単位数の上限制や複数クラス制の導入によって大規模講義が減少してきている人文社会科学

系学部で一部に改善を要する場合も残されており，今後の改善が期待される。 

 

観点５－１－６： 夜間において授業を実施している課程（夜間学部や昼夜開講制（夜間主コース））を有してい

る場合には，その課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

昼間コースの開講時間枠25コマに対して，夜間主コースの開講時間枠が10コマと物理的に開講時間が少ない

問題に対して，可能な限り科目選択の幅を広げる工夫と，土曜開講（法学部）の２つで対応している（別添資料

5-1-6-1:p.157）。 

科目選択の幅の拡大については，まず科目履修が1年次からできるようにしており，学年や学科に関係なく開

講されている科目はどれでも自由に選択できるようにしている（演習と卒業研究は除く）。また，学部の昼間コー

スの授業も40単位まで履修が認められているし，昼間・夜間の開講授業についても法学部・経済学部相互に一定

単位数まで（法学部の昼・夜間は各々８単位・24 単位まで，経済学部の昼・夜間は各 1々2 単位・40 単位まで）

の履修が認められている。特に他学部の夜間開講科目の履修に対しては，カリキュラムや時間割の相互連携が不

可欠で，カリキュラムに自学部科目の関連科目として他学部の一部科目を位置づけたり，専門基礎科目や演習の

開講時間枠を両学部で相談のうえ他学部履修を配慮して固定し，全学共通科目と同様の扱いをしたりしている（別

添資料5-1-6-1:p.22～24,54～55）。 

また法学部夜間主コースでは社会人の履修の便宜を図るために，原則，土曜開講が行われている。 

 

別添資料5-1-6-1 『平成19年度修学案内（夜間主コース）』 

 

【分析結果とその根拠理由】 

夜間主コースの学生に対する開講時間枠の基本的制約にもかかわらず，学年や所属学科の履修制約をはずした

り，昼間に開講される授業の履修を幅広く認めたり，学部間でカリキュラムの連携・協力をすることによって，

科目選択に幅をひろげる工夫をしており，適切な時間割を設定していると判断できる。 

 

観点５－２－１： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切で

あり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。（例えば，少

人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，多様なメディアを高度に利用した授業，
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情報機器の活用，ＴＡの活用等が考えられる。） 

 

【観点に係る状況】 

授業形態については，学則に定めた単位の基準に基づき，各学部・学科の教育目的を達成すべく，分野の特性

に応じて講義・演習・実験・実習などの授業形態を組み合わせ，バランスに配慮した授業と学習指導が行われて

いる（前述別添資料5-1-1-2:p.85～106，5-1-1-3:p.12～33，5-1-1-4:p.9～10，5-1-1-5:p.35～42，5-1-1-6:p.4

～5，5-1-1-7:p.5～7，5-1-1-8:p.12～19，5-1-1-9:p.7～20）。 

全学共通教育と学部教育での具体的な取り組み・工夫は，以下のようである。 

全学共通教育では，大学生活で必須の文章作成・討論・プレゼンテーション能力を修得する少人数科目として

「教養ゼミナール」や，実験実習やフィールドワークを採り入れた科目が開講されている。教育学部では，多く

の授業が少人数授業や対話・討論型の授業としているが，実践的科目やフィールド型科目も重視されている。大

規模講義になりやすい法学部と経済学部では1・2年次に基礎ゼミ・プロゼミ，3･4年次に必修の演習や個別演習

を設けて，4年間を通じて対話討論型の少人数教育が受けられるよう工夫している（前述別添資料5-1-1-4:p.11

～13，5-1-1-5:p.10～11）。 

また経済学部では，授業方法にフィールドワークや実習を採り入れた授業科目(演習も含む)が数多く開講され

ている（資料5-2-1-1，別添資料5-2-1-2）。 

 

資料5-2-1-1 教育目標の実現のために学習指導法の工夫がなされている講義の例 

講義名 講義の工夫されている点 シラバス 履修者数 

情報処理基礎 
独自に作成された教科書による初学者への

パソコンの利用実習 
1ページ 320人 

メディアと社会 
毎回の「ミニ・レポート」を利用した受講生

との対話・討論型の講義 
74ページ 19年度後期より 

香川の観光 フィールドワークを実施 85ページ 30人 

エコ・ツーリズム論 フィールドワーク，課題発表による参加型 88ページ 9人 

まちづくり観光論 
フィールドワーク，多様なゲストスピーカー

の招聘 
89ページ 106人 

お遍路観光論 フィールドワーク，調査実習 90ページ 265人 

現代経済社会事情 企業や行政の実務者の招聘 91ページ 155人* 

地域活性化研究 フィールドワークによる調査実習 95ページ 6人 

商品実験 実験を通して商品学を学ぶ 118ページ 44人 

(注意) *付きの履修者数は平成18年度，それ以外のものは平成19年度の数値。 

 

医学部医学科では，専門科目の多くで講義と実習，統合講義で講義とチュートリアル教育，臨床実習で実習と

見学と講義が組み合わされた教育がされている。医学部看護学科では，問題解決能力を育成する少人数による課

題学習やシミュレーションを用いた看護技術の確実な習得のための自主トレーニングを促す工夫や，臨地実習教

育では臨地実習指導教員と臨地実習指導者の連携・協力を図る工夫がされている（別添資料5-2-1-4～5-2-1-8）。

工学部と農学部では，ノート PC の必携制度と無線 LAN の導入などで整備されたネットワーク環境を活用した

科目を開講したり，実験・演習・実習で積極的にTAを活用したりしている（資料5-2-1-9，別添資料5-2-1-10）。 
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資料5-2-1-9 TA（ティーチング・アシスタント）雇用計画及び実績 

 2006年度 2007年度 

学科（専攻） 計画 実績 計画 

 学生数 時間数 学生数 時間数 学生数 時間数 

安全システム建設工学 30 850.5     30 837       31 852 

信頼性情報システム工学   29 1,145     29  1,144      22   1,145  

知能機械システム工学   30 860     30    857     31     869 

材料創造工学   28 860     28    852     28     860 

  合  計   117   3,715.5    117  3,690    112   3,717 

 
別添資料5-2-1-2 教育目標の実現のために工夫がされている演習の例 

別添資料5-2-1-4 2007臨床実習の手引（医学科５年次） 

別添資料5-2-1-5 2007看護学実習の手引 

別添資料5-2-1-6 医学実習Ⅱガイドブック 

別添資料5-2-1-7 チュートリアル教育の資料 

別添資料5-2-1-8 香川大学医学部附属病院における臨地実習教育ガイドライン） 

別添資料5-2-1-10 平成 18 年度ティーチング・アシスタント採用実績表，平成19年度ティーチング・アシスタ

ント採用予定表 

 
【分析結果とその根拠】 

授業形態は，各学部・学科の教育目標と分野特性に応じた組合せとなっており，バランスのとれた構成となっ

ている。学習指導の工夫については，少人数教育，対話討論型授業の導入，情報機器・視聴覚機器の利用，TAの

活用などは，学部によって程度の差があるがほぼ全学的に行われている。 

これらのことから，学士課程全体として，授業形態の組合せ・バランスが適切であり，それぞれの教育内容に

応じた適切な学習指導法の工夫がなされていると言える。 

 

観点５－２－２： 教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され，活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

香川大学では，平成16年度から全学共通科目と学部開設科目のシラバスの記載項目の統一を図り，大学ウェブ

サイトに公開されている（資料5-2-2-1）。医学部では，シラバスに授業科目，授業担当教員，授業概要，一般目

標，行動目標，授業内容，評価方法，学習方法，時間割などを掲載しており，実用的なものとしている。また，

学部ウェブサイトでも公開している。工学部では独自に，学部ウェブサイトでシラバスを公開している。シラバ

スの記述項目は，授業科目名，担当教員名，単位数，授業概要，授業の目的・達成目標，授業及び学習方法，成

績評価の方法と基準，授業計画，教科書，参考書，オフィスアワー，履修上の注意，関連授業科目，履修推奨科

目である（別添資料5-2-2-2）。 
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資料5-2-2-1 Webシラバス 

 

 

ほとんどの学部が，学生の利用の便を考慮してシラバスを冊子としても配布している（教育学部は1年次のみ

配布，別添資料5-2-2-3，5-1-5-1，5-1-1-4，5-1-3-6， 5-1-1-6,5-1-1-7, 5-1-3-12）。 

シラバスは，初回講義のガイダンスで講義の概要を説明するために使われるほか，講義最終回に実施する「学

生による授業評価アンケート」の際に内容（授業の達成目標）が再度学生に周知され，講義がシラバスに沿って

行われたかどうかについての判断に用いられている。また「学生による授業評価アンケート」では，「シラバスに，

授業の到達目標がわかりやすく書かれている」かを問う項目が設けられており，シラバスの書き方の改善にも留

意するよう教員に促している（前述別添資料5-1-5-6）。学部によっては，シラバス作成のガイドラインを作成し，

これに沿ってシラバスの作成を求めているところもある（前述別添資料5-1-5-2）。 

 

別添資料5-2-2-2 Dream CampusのWebシラバス例 

別添資料5-2-2-3 平成18年度教育学部全学共通教育シラバス 

 

【分析結果とその根拠】 

シラバスの記載事項について全学統一基準を設けて，大学のウェブサイトに公開すると同時に学生には冊子と

しても配布しており，学生の利用の便を図っている。そして初回講義のガイダンスや「学生による授業評価アン

ケート」の実施の際に活用されるとともに，シラバスの書き方の改善も促している。これらのことから，学士課

程全体としてはシラバスの作成・活用は適切に行われていると言える。 

ただし，教育分野の特殊性により独自のシラバス様式で運用している医学部と工学部を含めた，新たな統一基

準の策定については今後の検討課題である。 

 

観点５－２－３： 自主学習への配慮，基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 



 

-49- 

 

学生が自主学習をするために利用できる全学施設としては，図書館と総合情報センターがある。図書館の平日

の開館時間は，中央館と工･農学部分館が9時から20時，医学部分館が8時半から21時，土・日の開館時間は，

中央館が9時から17時30分，医学部分館が10時から17時，工･農学分館が9時から12時半としているが，届

け出により時間外利用も可能な場合もある（別添資料5-2-3-1,5-2-3-2）。総合情報センターの利用可能PC台数(時

間)は，幸町キャンパス129台(うち64台が10時～21時，65台が24時間利用)，教育学部102台(7時半～21時)，

農学部50台(24時間利用)，図書館中央館31台(9:00～23:00)，医学部分館17台(24時間利用)，工学部分館及び

農学部分館各8台(9:00～24:00)としている。また無線LANのアクセスポイントは，幸町キャンパスに21か所，

工学部キャンパスに15か所，医学部キャンパスに14か所が設置されている(別添資料5-2-3-3)。 

次に，学生が自主的に学習を進めることを支援するために各学部が行っている工夫や取組は，以下のとおりで

ある。 

教育学部は，演習室を自習室として開放し，常時利用可能なコンピュータ室を設置している。法学部は，夜間

や土曜日に資料室を開室し，申請すれば授業等の空き時間に講義室や演習室を利用できる制度を設けている（前

述別添資料5-1-1-4:p.104）。経済学部は，平成18年度に自習室を一つ設けている。また平成17年度より学部長

裁量経費を用い，学部プロジェクトとして教員と学生による教育・研究プロジェクトを実施・支援している（資

料5-2-3-4）。 

 

資料5-2-3-4 学生の自主学習の支援にかかわる経済学部プロジェクト 

プロジェクト名 採択年度 

エコ・ツーリズムによる瀬戸内の地域活性化プロジェクト 平成17・18年度 

現場との交流を通じたキャリア教育プロジェクト 平成19年度 

香川大学生による直島地域活性化プロジェクト 平成17～19年度 

中四国地域のビジネス・フィールド調査並びにケース開発型経営学教育システム構

築のプロジェクト（リーダーシップ開発プロジェクト） 
平成17～19年度 

 

また医学部では，学生会館と図書館医学部分館に自習室が設けられ（資料5-2-3-5），看護学科教育研究棟のセ

ミナー室と情報演習自習室が自習用に開放されている。 

 

資料5-2-3-5 医学部の自習室の状況 

部屋の名称 座席数 パソコン台数 利用可能時間 

医学部学生会館   共同談話室 36席 5台 8:30～20:00 

演習室(1) 18席 18台 8:30～20:00 

演習室(2) 32席 5台 8:30～20:00 

図書館医学部分館  自由閲覧室  69席 - 24時間 

マルチメディア室 17席 17台 24時間 

演習室(1)(2)(3) 8/12/8席 - 24時間 

(但し 8:30～21:00は願

出・許可により使用) 

 

自学自習を促すために，シラバスに自己学習課題を明記するとともに（前述別添資料5-2-2-3，5-1-5-1，
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5-1-1-4，5-1-3-6， 5-1-1-6，5-1-1-7, 5-1-3-12，5-1-3-13），学生による授業評価で，自学自習を促す配慮が

あるかを質問項目として挙げて，自学自習に取り組むよう指導に務めている（前述別添資料5-1-5-6）。 

基礎学力不足や成績不振学生に対する各学部の取り組みは，以下のようである。基礎学力不足に対しては，医

学部医学科では，科目担当教員の判断で，適宜，再試験・面接・補講等を行い，看護学科臨地実習では補習実習

を実施している。工学部ではアシストクラスを開講し（前述別添資料5-1-1-8:p.43），農学部ではアドバイザー

制度を設けて履修指導や学習方法の指導を行っている（前述別添資料5-1-1-9:p.35）。成績不良者については，

ほぼすべての学部で，指導教員やキャンパスアドバイザー，担当委員が面接・指導を行っている（別添資料5-2-3-6

～5-2-3-9）。 

 

（自主学習への配慮） 

別添資料5-2-3-1 「香川大学図書館利用規程」 

別添資料5-2-3-2 「香川大学図書館開館時間外利用実施要項」 

別添資料5-2-3-3 香川大学総合情報センター・ウェブサイト 

（http://orphe.cc.kagawa-u.ac.jp/pcmon/pcstatus.html， 

http://http://www.itc.kagawa-u.ac.jp/local/20070516.html， 

http://133.92.172.54/RF/rflan.html） 

（学力不足・成績不振学生への配慮） 

別添資料5-2-3-6 教務委員会申し合わせ「成績不良者の取り扱いについて」 

別添資料5-2-3-7 「成績不良者の指導について」 

別添資料5-2-3-8 再試期間に関する資料（平成18年度進級関係日程） 

別添資料5-2-3-9 成績不振学生に対する学習指導体制の充実 

 

【分析結果とその根拠】 

全学の共用施設である図書館や総合情報センターの状態は，学生の自主学習を促すに十分な設備環境となって

いる。また学部によっては，自習室を設けたり，プロジェクトを通して自発的に学習を行う学生を支援したりす

る制度も作られるなど，組織的な学習活動の支援が認められる。基礎学力不足や成績不良学生への配慮について

も，個別面談を実施し，学習状況の把握に努めていると評価することができる。 

ただし，整備された自主的な学習環境がどの程度効果的に利用されているか，また，図書館及び総合情報セン

ターを除いた整備状況が十分であるかどうかについて，整備状況の点検評価は今後の課題である。 

 

観点５－３－１： 教育の目的に応じた成績評価基準や卒業認定基準が組織として策定され，学生に周知されて

いるか。 

 

【観点に係る状況】 

成績評価基準については，学則第50条・第53条に基づき，各学部並びに全学共通教育の履修規程において，

秀（90点以上）・優(80以上90未満)・良(70以上80未満)・可(60以上70未満)・不可(60点未満)の５段階評価

基準と，秀・優・良・可を合格とする単位認定基準を定めて，『学生便覧』及び『修学案内』や『履修の手引』に

明記して，全学生に配布している（前述別添資料5-1-1-1:p.74，5-1-1-2:p.77～78，5-3-1-1:p.19，5-3-1-3）。 

 全学共通科目と学部開設科目の成績評価基準に基づく個別科目の成績評価方法については，原則として全学統
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一のWebシラバスの「成績評価の方法と基準」の項目に入力して，多元化された評価方法を学生に周知している

（別添資料5-3-1-2，前述別添資料5-1-5-2，5-1-1-3:p.40，5-1-1-4:p.15，5-1-3-6，5-1-1-5:p.ⅱ,111，

5-1-1-9:p.6）。ただし，医学部については専門分野の特殊性，工学部についてはJABEEとの関係で，独自のシラ

バスで公表している（前述別添資料5-1-1-6:p.2，5-1-1-8:p.53 ，5-1-3-12）。 

 卒業認定基準については，学則第59条に基づき，各学部で4年（医学部医学科は６年）以上在籍することを前

提として，所定の単位修得を卒業要件として定め，『修学案内』や『履修の手引』に明記して，全学生に公表して

いる（前述別添資料5-1-1-1:p.74, 5-1-1-3:p.10, 5-1-1-4:p.6，5-1-1-5:p.28，5-1-1-6:p.4～5，3-1-1-1-7:p.5

～7，5-1-1-8:p.5，5-1-1-9:p.3）。なお，各学部で3年（医学部は除く）以上在籍して優秀な成績で所定の単位

を修得した学生に対しては，学則第59条に基づいて各学部が早期卒業の要件を定め，公表している（前述別添資

料5-1-1-4:p.6, 5-1-1-5:p.29, 5-1-1-8:p.24，5-1-1-9:p.4）。 

 

別添資料5-3-1-1 『全学共通科目 授業担当教員ハンドブック（2007年度版）』 

別添資料5-3-1-2 Dream CampusのWebシラバス例 

別添資料5-3-1-3 香川大学農学部履修科目の登録の上限等に関する要項 

 

【分析結果とその根拠理由】 

成績評価基準や卒業認定基準は，学則にもとづいて各学部が定め，『修学案内』や『履修の手引』などに明示し

て，全学生に配布されている。学部の成績評価基準に基づいて，個別授業科目の成績評価方法はシラバスに明示

され，配布されている。以上のことから，教育の目的に応じた成績評価基準や卒業認定基準が組織として策定さ

れ，学生に周知されていると言える。 

 

観点５－３－２： 成績評価基準や卒業認定基準に従って，成績評価，単位認定，卒業認定が適切に実施されて

いるか。 

 

【観点に係る状況】 

成績評価基準については，学則第50条・第53条に従って，全学共通科目では「香川大学全学共通科目履修規

則」で定め，それに基づき公表・実施している（別添資料 5-1-1-2:p.78，5-3-1-1:p.10～11）。ただし，あまり

に極端な評価については説明責任が求められる（別添資料 5-3-1-1:p.54）。学部開設科目の成績評価基準につい

ては各学部が学部規定で定め，履修の手引や修学案内に明記して学生に周知している（前述別添資料

5-1-1-3:p.40，5-1-1-4:p.15，5-1-1-5:p.ⅱ,111，5-1-1-6:p.2，5-1-1-8:p.53，5-1-1-9:p.6）。 

全学共通科目と学部開設科目の成績評価基準に基づく個別科目の成績評価方法については，全学統一のWebシ

ラバスの「成績評価の方法と基準」の項目に入力して学生に周知している（別添資料5-3-1-2）。そして，科目別

の成績評価の分布情報については，全学の自己評価委員会が「学生による授業評価のアンケート」結果とあわせ

て各教員に配布しており，教員間で情報の共有がされている（別添資料5-3-2-1）。 

これ以外の学部ごとの特色については，以下のとおりである。 

教育学部では，筆記・実技試験，レポート及び授業への出席状況を総合して５段階評価を行っている。学生は

総授業時間数の３分の２以上出席しなければ，受験資格を失うことが学習案内に明記されている。各教員が成績

提出時に授業科目の成績評価結果（成績分布表），成績評価の方法，授業や成績評価に関する所見等を記載した報

告書を提出することにより，評価により客観性を持たせている（別添資料5-3-2-2）。 
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法学部と経済学部でも，期末試験，レポート，小テスト等を組み合わせた多元的評価を行っている。さらに，

経済学部では，科目別成績評価の分布情報の共有を平成 9 年度から継続して実施しており(別添資料 5-3-2-2)，

昨年度からは「成績評価に関するFD」を学部全体でコース別に随時実施している（別添資料5-3-2-3）。 

医学部では，授業担当教員が最終成績を学務室に提出する前に，学年別の成績連絡会議を開いて各授業科目の

成績に関する情報交換を行い，進級判定の際の参考にしている（別添資料5-3-2-4，5-3-2-5）。 

工学部では，授業科目ごとに成績（秀・優・良・可・不可・受講放棄）の分布を整理し，それぞれの専門分野

で妥当であるかどうか点検を行っている（別添資料5-3-2-6）。 

農学部でも，単位認定は試験，平常の成績，報告書等を総合的に判断した結果に基づき行っている。卒業論文

については，論文提出と卒業論文発表会における口頭発表を課し，それに基づき各学科で卒業論文の単位認定を

行っている。 

卒業認定基準については，学則第59条の規定に基づき，各学部がそれぞれの規程に卒業要件として定めている

（前述別添資料5-1-1-3:p.124，5-1-1-4:p.6，5-1-1-5:p.28，5-1-1-6:p.4～16，5-1-1-7:p.5～13，5-1-1-8:p.5，

5-1-1-8:p.3）。各学部は，それに基づき教務委員会相当の会議で確認し教授会で卒業認定を行っている（別添資

料5-3-2-7）。 

 

別添資料5-3-2-1 成績評価についての報告 

別添資料5-3-2-2 「教育に関する自己評価－1996年前期－」教授会資料(1997.3.19) 

別添資料5-3-2-3 「成績評価に関するFD資料」 

別添資料5-3-2-4 平成18年度の進級判定資料（様式） 

別添資料5-3-2-5 成績連絡会議の開催について 

別添資料5-3-2-6 学生による授業評価結果一覧表 
別添資料5-3-2-7 「卒業認定資料（平成19年3月教授会資料）」 

 

【分析結果とその根拠理由】 

成績評価については，学則第50条・第53条に基づく各学部並びに全学共通科目の履修規定に定められた成績

評価基準に従って，各科目の「成績評価の方法と基準」がシラバスに明示され，多元的な成績評価が実施されて

いる。卒業認定も学則第59条の規定に基づき，各学部がそれぞれの学部規程において卒業要件を定め，学部所定

の手続きに従って適切に実施している。これらのことから，成績評価基準と卒業認定基準に従って，成績評価，

単位認定，卒業認定が適切に実施されているといえる。 

 

観点５－３－３： 成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられているか。 

 

【観点に係る状況】 

学生からの成績評価に対する申立てについては，基本的に授業担当教員と担当事務が対応する制度が導入され

ている。 

全学共通科目については，成績発表後，次学期の授業開始２週間以内までに事務（修学支援グループ）に「成

績調査依頼票」を提出すると，授業担当教員に照会されるようにしている。学部開設科目については，学部ごと

に次のような制度としている（前述別添資料5-1-1-1:p.80, 5-3-1-1:p.11,70）。 

教育学部と医学部では，学生の申し出があれば基本的に授業担当教員が対応している。法学部，経済学部，工
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学部，農学部ではいずれも，所定の期間内に学務係に「成績調査依頼票（工学部では「成績調査願い」）」を提出

すれば授業担当教員に照会されるようにしている（前述別添資料 5-1-1-4:p.105，5-1-1-5:p.109，別添資料

5-3-3-1, 5-3-3-4，5-3-3-5）。なお，試験答案の最低保管期間について，医学部と工学部では最低1年間として

いる。 

それ以外の取組として，教育学部では，トラブル処理のために学務委員会に窓口教員をおいて対応している。

法学部では，教授会で各授業科目の成績分布表を資料として配布し，教員が相互に各授業科目の成績評価状況を

把握できる体制としている（別添資料5-3-3-2）。経済学部では『卒業論文要旨集』を発行して卒論研究の成果を

公表することにより，卒業論文評価の正確さを担保する一助としている（別添資料5-3-3-3）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学生からの成績評価に対する申立てについては，全学共通科目，学部開設科目ともに，学生の成績調査依頼に

授業担当教員と担当事務が対応する制度が導入されているので，成績評価等の正確さを担保するための措置が講

じられている。 

ただし，試験答案や成績の開示が不十分な学部も残されており，一層の改善が期待される。 

 

別添資料5-3-3-1 「成績調査依頼票」 

別添資料5-3-3-2 教授会資料「2006年度前期 自己評価」 

別添資料5-3-3-3 『平成18年度 卒業論文要旨集』 

別添資料5-3-3-4 平成18年度医学科２年次生進級判定申し渡し資料 

別添資料5-3-3-5 「成績調査願い」 

 
 
（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

＜学士課程＞ 

全学共通科目は，大学への導入教育と教養教育として，専門教育への入門教育と適切に組み合わせており，教

養教育と専門教育の有機的連携に十分な配慮がされている。また学部開設科目は，専門基礎科目や学部基礎科目・

学科基礎科目を設けて，専門教育の体系性に配慮するとともに出口を重視したコース制が設けられ，学生が履修

しやすく教育効果が高まるよう工夫がされている。 

全学共通科目と学部開設科目のそれぞれで，特色ある科目を配置したカリキュラム編成がされており，他学部

履修，他大学との単位互換制，転学部・転学科･転コース，編入学制，インターンシップ，英語による授業や海外

研修，検定試験の単位化など，学生の多様な教育ニーズに積極的に応えるよう努めている。 

また全学共通科目の教養ゼミナールを含めると，基礎ゼミナール，プロゼミナール，演習など，多くの学部で

ほぼ4年一貫の少人数教育が受けられる体制が整備され，少人数教育が重視されている。一部学部ではフィール

ド型授業や情報機器を活用した授業なども積極的に導入されている。 

学生の学習環境の整備では，アドバイザー制度の導入，オフィスアワーの設定，図書館の夜間開館など学生の

修学意欲の向上や修学上の問題点に組織的に対応できるよう配慮するとともに，履修モデルの提示や履修ガイダ

ンス，履修登録単位数の上限制，GPA 制度，複数クラス制などにより，単位の実質化への配慮が十分なされてい

る。 
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また成績評価の方法について明確な基準が定められ，教員間で成績分布情報を共有して成績評価のFDに利用し

たり，学生の成績調査依頼に応える仕組みを整備したりして，成績評価の客観性・透明性の確保に努めている。 

 

【改善を要する点】 

＜学士課程＞ 

本学教育課程は，教養教育と専門教育の有機的連携を図るために全学共通科目と学部開設科目から構成されて

いるが，情報処理と外国語（特に英語）の科目で改善の余地が残されている。大学生のミニマム･エッセンシャル

ズとして基礎的な情報処理能力の育成は，全学共通教育の目標の一つに掲げられているにも拘らず，その役割は

主に学部開設の情報処理基礎科目が担っており，全学共通教育と学部教育での役割を再検討する必要がある。ま

た外国語によるコミュニケーション能力の育成は，原則として全学共通教育の外国語科目が担っているが，学士

課程教育での位置づけを点検して，専門教育課程との一層の連携が必要である。 

人文社会科学系学部でしばしば問題視される大規模講義は，履修登録単位数の上限制や複数クラス制の導入に

より減少してきているが，一部にまだ改善を要する場合も残されている。また履修科目の決定時に最も重要な情

報を提供するWebシラバスについては全学統一の様式が定められているが，教育分野の特殊性により一部学部が

独自のシラバス様式で運用しており，これら学部を含めた新たな全学統一の様式の策定については，今後の検討

課題である。全学的に整備が進められてきている自主的な学習環境がどの程度効果的に利用されているか，整備

状況が十分であるかについて，点検評価が必要である。また成績評価の正確性を担保するために，ほとんどの学

部で学生の成績調査依頼の制度を整備しているが，試験答案や成績の開示が不十分な学部も残されており一層の

改善が期待される。 

 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

 ＜学士課程＞ 

本学では，4年一貫（医学部医学科は6年）教育の方針の下，全学共通科目における「主題科目」「教養ゼミナ

ール」「共通科目」「高学年向け教養科目」及び学部開設科目における専門科目の基礎や入門科目の設定を通じて，

教養教育と専門教育の有機的連携を図っている。学部開設科目では，ほとんどの学部・学科で，１・２年次に専

門の基礎科目や入門科目，３・４年次により専門的な科目を配置した，体系的なカリキュラム編成となっている。

また，学部の教育目標に応じた特徴的な授業科目を設けたり，学部・学科共通の専門科目を設けて学部学科の連

携を図ったりするなどして，本学が目標とする人材育成に資する取り組みをしている。各授業の担当教員は，当

該分野での専門的な研究者であり，研究の成果を教科書や参考書として授業で使用し，あるいはテキストやプリ

ントの形で授業に反映させている。また，他学部授業科目の履修，他大学との単位互換，インターンシップ，留

学予定者・転学部・転学科・編入学生への配慮，英語による授業や海外研修，検定試験の単位化など，学生の多

様なニーズや社会的要請に対応した様々な取組が実施されている。学生の履修に当たっては，履修登録単位数の

上限制やGPA制度の下に，履修モデルの提示や履修ガイダンス，複数クラス制などが行われ，単位の実質化への

配慮がされている。夜間主コースの学生には，昼間コースや他学部の科目履修を認めて履修選択の幅を広げたり，

学部間でのカリキュラム連携や土曜日開講で適切な時間割の設定を行ったりしている。 

授業形態については，各学部・学科ごとに教育目標と分野特性に応じて組み合わせられており，学習指導法に

ついては，フィールド型の授業を導入したり，情報機器・視聴覚機器やＴＡを利用し，教育効果が高まるよう工

夫したりしている。シラバスについては，全学共通科目をはじめ全学統一の記載項目が定められているが，一部
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学部の開設科目への適用は今後の課題としている。また学生の自学・自習を促すために，総合情報センターや図

書館の利用時間の延長や自習室の設置，自発的なプロジェクトの資金支援を行うことで，環境整備に努める一方

で，学力不足や成績不良の学生に対しては，個別面談や学習状況の把握に努めている。 

成績評価については，学則にもとづき成績評価方法と成績評価基準を全学共通科目及び各学部が定めており，

個別科目の成績は，基本的に筆記試験や実技試験，レポート及び授業への出席状況等を組み合わせた多元的評価

方法により総合的に判断されている。また個別科目の成績の評価方法と基準については，シラバスに明記され，

成績評価の異議申立ての機会も保障されている。 
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＜大学院課程＞ 

 

観点５－４－１： 教育の目的や授与される学位に照らして，教育課程が体系的に編成されており，目的とす

る学問分野や職業分野における期待にこたえるものになっているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学大学院の各研究科における教育の目的及び目標は資料5-4-1-1に示すとおりであり，これらに基づき，研

究科ごとに授与する学位を定め，目的とする学問分野や職業分野における期待にこたえるよう教育課程を編成し

ている。 

 

資料5-4-1-1 各研究科における教育の目的及び目標 

研究科 教育の目的及び目標 

教育学研究科(修士課程) 

教育並びに教科の基礎となる専門諸学芸に関する精深な専門的知識・技能を修得

させ，さらに高度な研究能力及び教育実践力を育成することによって，教育の諸

分野において教育研究の中核となる人材並びに地域文化の向上に寄与できる人

材の養成を目的とする。【出典：「香川大学大学院教育学研究科規程」（「大学院

教育学研究科学生便覧」に掲載）】 

法学研究科（修士課程） 

法律学と政策科学のより高度な教育を行うことで，学部の専門教育を補完し，い

っそう深化させ，また，法律専門職や公務員になる人材を養成することを主な目

的とする。【出典：香川大学ウェブサイト「法学研究科の目的・概要」より抜粋】

経済学研究科（修士課程）

経済学系の既存の学問体系に経営学系，人文科学系，言語学系を有機的に組み入

れた新たな知の枠組みを創造することによって，社会経済システムを諸学融合的

な視点から根底的・総合的に把握しうる高度な専門的能力を持った人間を育成す

る。【出典：「平成19年度 大学院学生便覧」（香川大学大学院経済学研究科）よ

り抜粋】 

医学系研究科（博士課程）

医学の領域において，研究者として自立し，独創的な研究活動を行うに必要な高

度な研究能力とその基礎となる豊かな学識を備えるとともに，生命倫理に関し高

い見識を有する研究者を育成し，もって医学の進歩と社会福祉の向上に寄与する

ことを目的とする。【出典：「香川大学大学院医学系研究科（博士課程）ガイド

2007」アドミッション・ポリシー】 

医学系研究科（修士課程）

修士課程看護学の領域において，生命と人間の尊重を基盤とし，保健医療福祉及

び社会の諸変化に柔軟に対応できるとともに，QOL（Quality of Life）を重視し

た創造的，実践的な問題解決をなし得る科学的技術と知識を有する人材を育成し

看護学の発展と人々の健康に寄与することを目的とする。【出典：「香川大学大学

院医学系研究科看護学専攻（修士課程）ガイド2007」1．目的】 

工学研究科（博士課程） 

研究科の基礎となる学部の創設理念である文理融合を教育研究の根底に据えた

上で，真に地域に目を向けた柔軟な構想力と自立的な思考及び地域に根ざした国

際展開のための国際適応性を有する人材育成のために，以下の能力開発をめざし

た教育研究を行う。 
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１．専門分野での高度な課題探求能力 

２．リーダーとして要求される実践的マネジメント能力 

３．新しい領域に積極果敢に挑戦する起業家能力 

４．グローバルな活動のための国際展開能力 

【出典：「平成19年度 大学院工学研究科学生便覧」１．大学院工学研究科の目

的】 

農学研究科（修士課程） 

生物科学を基礎に生物資源の生産と利活用に関する高度な専門的知識と能力を

備えた高度専門職業人を養成する。国際水準の学術研究を通じて，世界に通用す

る人材養成を行い，社会への貢献をめざす。【出典：平成19年度 大学院学生便

覧（香川大学大学院農学研究科）より抜粋】 

 

教育学研究科は，学校教育，障害児教育，教科教育(１０専修)，学校臨床心理の４専攻１３専修を置いている。

授業科目は，学校教育専攻共通科目として学校教育学総論(２単位)と学校教育心理学総論(２単位)，障害児教育

専攻・教科教育専攻共通科目として当該の教育実践研究(２単位)，学校臨床心理専攻共通科目として学校教育心

理学総論(２単位)，及び課題研究(４単位)を必修とし，これに選択科目としての当該専攻・専修に関する専門科

目と自由科目が各専攻・専修ごとに定められている。これらの科目計３０単位を取得し，学位論文を提出し，そ

の審査及び最終試験に合格した者に修士(教育学)の学位が授与される。 また，所定の単位を取得することによっ

て，専門とする学校種・教科の専修免許状が取得できる（別添資料5-4-1-1：p.11～38）。 

法学研究科は法律学専攻からなり，その教育分野は公法，私法，基礎法，政治の４系列から成る講義群と，個

別指導が行われる演習群により構成されている(別添資料5-4-1-7：p.59～60）。 

経済学研究科は経済学専攻からなり，その教育分野は，理論経済学，経済史，経済政策，財政学，金融論，統

計学，社会政策，情報科学，経営学，商学，会計学，社会文化論，言語科学の13分野から構成されている。また，

学生の多様な勉学条件に対応すべく，教育コースとして，専門分野を深く追求する「分野別コース」と社会人が

社会生活の中で見出した研究テーマを追求する「フレックスコース」の2つが用意されている（別添資料5-4-1-2

①：p.31～35，別添資料5-4-1-2②：p.7, 13）。 

医学系研究科（博士課程）は，機能構築医学，分子情報制御医学，社会環境病態医学の３専攻から構成され，

それぞれの専攻は複数の基礎系・臨床系講座を基盤としている。教育研究分野として，超微細構造学，神経構造

学，神経機能再生学，組織化学，生殖・発育学，臓器制御・移植学，医用工学［機能構築医学が担当］，分子細胞

医学，生体情報学，病態制御医学，分子神経機能学，分子腫瘍学，分子病態学［分子情報制御医学が担当］，環境

医学，中毒・薬物代謝学，病態診断・管理学［社会環境病態医学が担当］が設けられており，３０単位以上を修

得の上，博士論文を提出し，論文審査に合格しなければならない（別添資料5-4-1-3：p.2, p.5～8）。 

医学系研究科（修士課程）は，３分野，６専門領域の教育課程を設け，より高度な看護の実践・研究の基盤と

なる共通科目（看護倫理学，看護研究方法特論，看護教育学，看護管理学，臨床科学，国際看護比較論）を配置

し，さらに各々の専門領域の特殊性に対応した科目を配置している。履修方法は選択，必修を合わせて３０単位

以上（共通科目から４科目８単位以上，主専攻の科目必修１８単位以上，主専攻以外２科目４単位以上）修得す

ることとし，履修科目の選択に当たっては，指導教員と相談の上，決定することとしている（別添資料5-4-1-4：

p.1～4）。 

工学研究科は，安全システム建設工学，信頼性情報システム工学，知能機械システム工学，材料創造工学の４

専攻を置き，博士前期課程では，専門基礎科目（6 単位以上），専門科目（12 単位以上），特別研究Ⅰ（4 単位），
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特別研究Ⅱ（4 単位）の合計３０単位の修了要件単位を課し，修士論文審査及び最終試験に合格した者に「修士

（工学）」の学位を与えている。さらに博士後期課程では，特別研究Ⅲ（4単位），特別研究Ⅳ（6単位）の合計１

０単位を修了要件として課し，博士論文審査及び最終試験に合格した者に「博士（工学）」の学位を与えている（別

添資料5-4-1-5：p.11～12）。 

農学研究科は，生物資源生産学，生物資源利用学及び連携方式の希少糖科学の３つの専攻を設置している。ま

た，アジア・アフリカ環太平洋諸国からの留学生を受け入れ，教育及び研究指導を英語で行っているアジア・ア

フリカ環太平洋特別コースを設置している。教育課程編成はセメスター制をとっており，専攻共通科目(必修) ，

実践教育科目，基礎技能科目，専門科目，専攻研究(Ⅰ－Ⅳ，必修)及び課題研究(必修)から３０単位以上を修得

するように定め，研究成果をまとめた学位論文審査及び最終試験に合格した者を課程修了者として認定している

（別添資料5-4-1-6①：p.65，別添資料5-4-1-6②：p.2～3）。 

 

別添資料5-4-1-1：「平成19年度 大学院教育学研究科学生便覧」 

別添資料5-4-1-2①：「平成19年度 大学院学生便覧」（香川大学大学院経済学研究科） 

別添資料5-4-1-2②：「平成20年度 香川大学経済学研究科募集要項」 

別添資料5-4-1-3：「香川大学大学院医学系研究科（博士課程）ガイド2007」 

別添資料5-4-1-4：「香川大学大学院医学系研究科看護学専攻（修士課程）ガイド2007」 

別添資料5-4-1-5：「平成19年度 大学院工学研究科学生便覧」 

別添資料5-4-1-6①：「平成19年度 大学院学生便覧」（香川大学大学院農学研究科） 

別添資料5-4-1-6②：「Curriculum Guide for Special Master’s Course Program for Foreign Students in Asia， 

Africa and Pan-Pacific Region (AAP Program ) 2006」 

別添資料5-4-1-7：「平成19年度 大学院学生便覧」 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学大学院研究科はいずれも，観点に係る状況の説明及び資料にみられるように，それぞれの教育研究特性に

応じて，共通科目及び専攻ごとの専門科目を設定し，高度な知識・専門性を習得できるよう履修方法にも工夫が

加えられ，研究能力を養うための学位論文指導を行う体制も整えられていることから，教育の目的や授与される

学位に照らして，教育課程が体系的に編成されており，目的とする学問分野や職業分野における期待に十分こた

えるものとなっている。一方，社会人入学の学生に対して遠隔講義・実習のシステムを導入し，時間的・空間的

なギャップをなくすようなシステムの構築が求められている。 

 

観点５－４－２： 授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっているか。 

 

【観点に係る状況】 

教育学研究科では，共通教育科目である学校教育総論と教育実践事例研究，学校教育及び課題研究以外に，専

攻ごとに授業科目と内容が設定されている（前述別添資料5-4-1-1②：p.11～38）。なお，学校臨床心理専攻では，

共通科目として学校臨床心理学総論を必修として履修する。 

法学研究科では，隣接法律職系列と行政法務系列の教育課程内コ－スを提供し，特殊講義科目において公法・

私法・政治の学問分野に即した標準的な授業科目を数多く設置している。また，実務的なテ－マを取り扱う特殊

講義科目として，「隣接法律職特殊講義」などで専門職業人を講師に招き，実践的な内容を持つ講座も開講してい
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る(前述別添資料5-4-1-7：p.62～63）。 

経済学研究科では，特殊講義科目において経済・経営の伝統的学問分野に即した標準的な授業科目が数多く設

定されているばかりか，現実的・実践的なテーマを扱う科目（時事経営特殊講義など），情報や言語，社会文化の

分野といった学際的な授業科目も盛り込まれている。また個別演習科目については，修士論文の多様なテーマに

対応可能な授業内容である（前述別添資料5-4-1-2①：p.43～143）。 

医学系研究科（博士課程）では，各研究者が開講している講義・演習・実験・実習に加え，共通講義としての

大学院１年次・２年次に必修科目として「研究総論」及び「研究ストラテジー」を各１２回行っている。さらに

通年で実技指導セミナー１９テーマを開講し，基本的な手技・実験技術等の修得を助けている（別添資料

5-4-1-3：3,4 ページ）。看護学専攻（修士課程）では，共通科目が学生のニーズに応じて選択できるよう開講さ

れている。共通科目はオムニバス形式で学び，各々の科目の目的に基づいて最新の研究知見や修士学生の看護の

経験的知識を活用するなどの授業内容が精選され，社会人学生のニーズにも応じた方法で行われている。また，

専門領域ごとに開講されている講義，演習を特別研究と組み合わせることにより修士論文の作成に結びつくよう

にしている（前述別添資料5-4-1-4：p.2～4, p.34～39）。 

工学研究科では，博士前期課程で専門基礎科目，専門科目，特別研究Ⅰ・Ⅱ，博士後期課程で特別研究Ⅲ・Ⅳ

を設定している（前述別添資料5-4-1-5：教育課程表p.16～23，同：シラバスp.25～109）。 

農学研究科では，大学院学生便覧やシラバス等に掲載したとおりの授業を設定している(前述別添資料5-4-1-6

①：教育課程と講義等の内容p.45～64，別添資料5-4-2-1：カリキュラム）。特に，専攻共通セミナーでは先端研

究の成果，研究の展開方法，国内外での研究の進展状況等を教員と学生とが双方向での討論を行うことで学生の

力量向上を図っている。基礎技能科目の科学英語表現技法やプレゼンテーション演習においては，国内外の学会

にて成果を発表するための資料作成やコミュニケーション能力の向上を目指している。また実践教育演習を大学

院生のためのインターンシップと位置づけ，職業意識の育成など実社会で活躍し得る人材育成を図っている。 

 

別添資料5-4-2-1：農学部ウェブサイト（ http://www.ag.kagawa-u.ac.jp/master/curriculum.html） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 各研究科の教育課程にあって，観点に係る状況の説明及び資料にみられるように，授業の内容が，全体として

教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっている。 

 

観点５－４－３： 授業の内容が，全体として教育の目的を達成するための基礎となる研究の成果を反映した

ものとなっているか。 

 

【観点に係る状況】 

教育学研究科の授業は，担当教員の研究が基礎となるよう配置されているため各教員の研究活動は授業科目と

整合するものであり，それぞれの研究成果が授業内容に反映されている。研究成果の代表的反映例を資料5-4-3-1

に示す。 

 

資料5-4-3-1 教育学研究科における研究成果の代表的反映例 

代表的な研究活動 授業科目名等 研究活動の成果の授業内容への反映例 

音を媒体とする児童・生徒の学び 音楽科教育特論Ⅱ 音楽の授業における児童･生徒の活動事例
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を関係論の臨床の場として解釈

する音楽の教科論の構築 

音楽科教育特別演習Ⅱ 

課題研究 

を関係論が展開する場として文脈的に読

み開く力量の養成と，授業を物語るレトリ

ックの探求及び授業記録を出来事として

解釈できる直観力と感性の育成。 

科学研究費等に関する研究：創成

的基礎研究「ユーラシア社会にお

ける人口・家族構造比較史研究」

（分担），基盤研究B「近代移行期

における財産と所有の比較経済

史研究」（分担）及び基盤研究A 

「近代移行期における地域情報

とその蓄積過程に関する比較制

度研究」（代表） 

経済学特論 

経済学特別演習 

1960 年代に家族が歴史研究の対象となっ

て以来，「家族」は経済史研究においても

重要な研究対象となり，さらに人口構造の

変化との関連性を問題にする視点の重要

性が増して来た。この問題に関する基礎研

究を踏まえ，現代の少子高齢社会並びに貧

困の基本問題を越えて種々の問題設定を

研究活動から広く獲得しており，大学院生

の多様な関心に対応できる授業を行うこ

とができている。 

夢分析・箱庭療法等深層心理学

（ユング派）技法 

心理査定演習Ⅰ 受講生が夜に見る夢を記録し授業で発表

し，私が分析する。夢のほかに箱庭療法デ

モンストレーションを実施する。深層心理

分析を体験することにより「夢のような」

（不可解な）心理問題を査定できる能力を

養う。 

 

法学及び経済学研究科の授業は，担当教員の研究が基礎となるよう配置されており，それぞれの研究成果が授

業内容に反映されている。研究成果の代表的反映例を資料5-4-3-2及び5-4-3-3に示す。 

 

資料5-4-3-2 法学研究科における研究成果の代表的反映例 

代表的な研究活動 授業科目名等 研究活動成果の授業内容への反映例 

政府保険事業をめぐる現代的課

題等 

 

 

商法特殊講義Ⅰ 

個別演習 

 

『Q＆A保険の活用と法務・税務－生保・損

保・第三分野の保険－』新日本法規出版，

2006年，などに基づく講義・演習等 

民主的地方自治論等 

 

 

行政法特殊講義Ⅰ 

個別演習 

 

『コメンタ－ル行政法Ⅱ』日本評論社，

2006年などに基づく講義・演習等 

税理士制度の問題点，企業課税の

問題点等 

公共生活と法特殊講義 

個別演習 

『租税判例分析ファイル』（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）

税務経理協会，2006年などに基づく講義・

演習 

 

資料5-4-3-3 経済学研究科における研究成果の代表的反映例 

代表的な研究活動 授業科目名等 研究活動成果の授業内容への反映例 
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社会政策・労働問題の研究 個別演習 

労働経済学特殊講義 

『グローバル化で変わる国際労働市場』，

明石書店，2006年，などに基づいて個別演

習・特殊講義が実施されている。 

戦後日本の人事労務管理制度に

関する研究 

 

個別演習 

人的資源管理論A･B特殊講義

『査定規制と労使関係の変容』大学教育出

版，2007年，などに基づいて個別演習・特

殊講義が実施されている。 

古代ギリシャ社会思想の研究 個別演習 

社会思想特殊講義 

人間論特殊講義 

「アリストテレスにおける「中間の国制」」

『香川大学経済論叢』第27巻第4号，2007

年3月(37～60ページ)，などに基づいて個

別演習・特殊講義が実施されている。 

 

医学系研究科（博士課程）の必修科目である研究ストラテジーと実技指導セミナーは，それぞれの部門におけ

る研究活動の成果を反映した内容を中心に講義や実験・実習を教授している。また，選択科目の授業科目も単な

る知識教授型ではなく，実験・実習型の授業科目が多い。看護学専攻（修士課程）では，別添資料5-4-3-1: p.9

～39に掲載されているとおり，担当教員は各々の担当科目の目的に応じて，基礎的な知識・技術の教授に努める

とともに最新の研究成果を授業に利用するよう努め，自らの学会などでの研究発表，論文，著書などを利用して

いる。  

工学研究科及び農学研究科では，大学院担当教員の専門分野名と研究内容がそれぞれの研究科学生募集要項に

明示され（別添資料5-4-3-2①，5-4-3-2②，5-4-3-3），これら個々の教員の研究成果と各大学院学生便覧に記載

されている各教員の担当授業科目概要とは整合しており（前述別添資料5-4-1-5：シラバスp.25～109，前述別添

資料5-4-1-6①：p.45～64），授業内容へ反映されている。 

 

別添資料5-4-3-2①：平成20年度香川大学大学院工学研究科（博士前期課程）学生募集要項 

別添資料5-4-3-2②：平成20年度香川大学大学院工学研究科（博士後期課程）学生募集要項 

別添資料5-4-3-3：平成20年度香川大学大学院農学研究科（修士課程）学生募集要項 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教員は自身の研究活動に基づいた専門分野の講義を実施しており，観点に係る状況の説明及び資料にみられる

ように，教員の研究活動と講義内容との関連性は非常に高い。以上のことから，授業の内容が，全体として教育

の目的を達成するための基礎となる研究の成果を反映したものとなっていると判断される。 

 

観点５－４－４： 単位の実質化への配慮がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

いずれの研究科でも，大学院学生便覧等に修得すべき単位数や履修時期が記載されており，新入生及び年度当

初のガイダンスにおいて，修得すべき単位数，履修の時期，履修方法などに関して，学習時間が確保できるよう

丁寧な指導を行い，学習・研究に応じた指導体制がとられている（前述別添資料5-4-1-1，5-4-1-2①，5-4-1-3，

5-4-1-4，5-4-1-5，5-4-1-6①）。また研究科は，基本的に少人数教育であるため，きめ細かな教育が行われてい

る。 
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【分析結果とその根拠理由】 

以上のことから，単位の実質化への配慮がなされていると判断される。 

 

観点５－４－５： 夜間において授業を実施している課程（夜間大学院や教育方法の特例)を有している場合に

は，その課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

教育学研究科では，臨床心理士試験受験資格(二種指定)に対応した学校臨床心理専攻では，昼夜間開講制をと

り，職業を有したまま入学し，２年間（「長期履修学生制度」を活用すれば最大４年間を限度として履修期間が延

長できる）で修了できるとともに，同資格（二種指定）を取得できる（前述別添資料5-4-1-1：授業時間割）。 

法学研究科では，「社会人特別選抜」を実施することで社会人の受け入れを図り，社会人の学習・研究を促進す

るため夜間及び土曜日にも受講できる制度を採用している。 

経済学研究科では，教育方法の特例を適用して昼夜開講が実施されている。時間割は受講学生の希望と教員の

都合をアンケートで聞いたうえで，可能な限り学生の履修希望が満たせるよう配慮されている（前述別添資料

5-4-1-2①：p.34～35）。特に「分野別コース」と「フレックス･コース」双方の学生が履修希望を出した授業は優

先的に夜間開講とすることを原則としており，社会人学生の便宜を図るようにしている（別添資料5-4-5-1）。 

 医学系研究科（修士課程）では，夜間開講を行い社会人入学者の便宜を考慮するとともに，平成19年度から年

間時間割表をシラバスに掲載し，早期に履修計画が立案できるよう配慮している（前述別添資料5-4-1-4：p.6～

8）。また，遠隔地に在住する学生に対して，レポート提出，研究指導などは可能な限りインターネット上でも行

えるよう配慮している。 

 

別添資料5-4-5-1：「平成19年度 経済学研究科時間割表」 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 以上のとおり，夜間において授業を実施している課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなさ

れている。 

 

観点５－５－１： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切

であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。（例えば，

少人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，多様なメディアを高度に利用した授業，

情報機器の活用等が考えられる。） 

 

【観点に係る状況】 

 教育学研究科の授業は，基本的に講義（特論）と演習（特別演習）を組み合わせて編成されており，授業科目

は分野の特性に応じてバランスよく設定されている（前述別添資料5-4-1-1）。また，ほとんどの授業が少人数教

育で，対話・討論型授業が原則としている。指導教員は授業時間外でも研究や学習の内容についてアドバイスす

ることが多く，教員と大学院生のコミュニケーションは密接である。このほかの特徴として，「学校実践事例研究」，

「学校教育実践教育」などのフィールド型の授業を共通科目として設けていることや，学校臨床心理専攻では，
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臨床心理基礎実習と臨床心理実習において同専攻に設置されている心理教育相談室での実習及び病院・福祉機関

での実習が組み込まれている（別添資料5-5-1-1①，別添資料5-5-1-1②）。また特論のなかにも積極的に実習・

演習を組み込み，臨床の力量をつけることに主眼をおいていることなどが挙げられる。 

法学研究科の授業は，特殊講義と個別演習の授業形態を専攻分野の特性に応じ，カリキュラムの中にバランス

良く配置している。各講義と演習は徹底した少人数化により，討論型授業が重視されている。また，職業専門家

による実務的講義及びインタ－ンシップ制度も導入・実施している（前述別添資料5-4-1-7：p.62～63）。 

経済学研究科の授業は，特殊講義，個別演習，外国書講読という3種類の授業形態を専攻分野の特性に応じて

カリキュラムのなかでバランスよく構成している。教育の目的に照らして，少人数授業を徹底しており，対話・

討論型授業が重視されている。また，分野によっては，パソコンによる実習や経営者等の実務家による講義も行

われている（前述別添資料5-4-1-2①：p.43～143）。 

医学系研究科（博士課程）では，必修及び選択科目は講義・演習・実験・実習を適切に取り入れて教授されて

いる（前述別添資料5-4-1-3: p.3～8）。また，受講調整を行い，１科目５名前後に限定して開講している。少人

数教育が行われていることにより，対話・討論型授業や実験実習としている。また社会環境病態医学専攻フィー

ルドを中心として，実習実験を行っている。情報機器の活用としては，図書館医学部分館での文献情報検索に加

え，ネットワークに接続された各人のコンピュータにより，電子ジャーナル等の文献を机上で入手することがで

きるようなシステムにしている。看護学専攻（修士課程）では，講義は少人数による授業を，また，演習につい

ては対話・討論型の授業を行うなどにより，教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている。 

工学研究科の授業は，専門基礎科目，専門科目，特別研究で編成されており，少人数・対話・討論型の授業が

可能であり，ITや各種メディアを活用し，各専攻分野の特性に応じて講義，演習，実験，実習がバランスよく組

み合わされている（前述別添資料5-4-1-5：シラバスp.25～109）。とくに，課題探求能力，課題解決能力を高め

るために，博士前期課程の専門基礎科目のエンジニアリングマネジメントにおいて，地域経済界の協力を得て，

産学連携 PBL（project based learning）を通じた実践的な授業を行っており，学内外から高い評価を得ている

（別添資料5-5-1-3）。また，インターンシップについても，特別研修（国内インターンシップ，2単位，研修期

間３週間（実働15日）以上）及び海外特別研究Ⅰ（国際インターンシップ，研修期間４週間以上8週間未満）を

設定しており，後者の国際インターンシップが8週間以上の長期に及ぶ場合には，海外特別研究Ⅱとして2単位

プラスし，Ⅰ，Ⅱ合わせて計6単位を与えることにしている。 

農学研究科の授業は，各専攻分野の特性に応じてカリキュラム中に講義科目が配置されている（別添資料

5-4-1-6①：第４条別表）。「基礎技能科目」は演習形式の講義でありパソコンを用いた資料作成などITを活用し

たものとしている。「実践教育科目」は大学院生のインターンシップに位置づけられている。「専門科目」の講義

形態は個々の教員に委ねられているが，毎年シラバスを作成しそれに則った授業を行っている。各教員が個別に

担当する専門科目の多くでは，受講学生は数名程度の少人数授業としており，対話型の授業を取り入れている。

専攻研究Ⅰ，Ⅱ（１年次）及び専攻研究Ⅲ，Ⅳ（２年次），課題研究は実験，実習等の形式で行われている。社会

人特別コースでは，２年次，社会人に即した研究指導を行うため特別研究が設定されている（前述別添資料

5-4-1-6①：p.45～64）。アジア・アフリカ環太平洋特別コースでは，英語による授業の講義科目及び研究指導体

制が行われている。 

 

別添資料5-5-1-1①：「学校実践事例研究」（教授会資料） 

別添資料5-5-1-1②：「臨床心理実習の手引き」 

別添資料5-5-1-3：平成18年度「産学連携によるPBL手法による授業」成果発表会 報告書 
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【分析結果とその根拠理由】 

各研究科の授業形態は，教育目的及び各専攻分野の特性に応じて講義，演習，実験，実習がバランスよく組み

合わされた構成となっている。また，少人数講義やゼミナール形式による対話型授業，ITや各種メディアの活用，

インターンシップ，産学連携型実践授業などを行っている。以上のことから，教育の目的に照らして，講義，演

習，実験，実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法

の工夫がなされていると判断できる。 

 

観点５－５－２： 教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され，活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

各研究科では，授業の概要，講義要目，講義方法，テキスト，参考書，関連授業科目，単位認定方法等を記載

したシラバスを作成している（前述別添資料5-4-1-1：p.39～172，5-4-1-2①：p.43～143，5-4-1-3：p.11～222，

5-4-1-4：p.9～39，5-4-1-5：p.25～109，5-4-2-1 カリキュラム）また，その活用に関しても，大学ウェブサイ

トを通じて内容を閲覧できるよう利便性の向上に努めているところである。 

シラバスの内容について，教育学研究科では，学生にとってわかりやすく利用しやすいシラバスとなるよう平

成18年度に大幅な改訂を行った。また，医学系研究科では，平成19年度に履修計画立案や修士論文の作成に役

立つ内容を加え，シラバス内容の充実を図っている。工学研究科は，創設当初から授業の目標，授業の概要，授

業内容，成績評価の方法と基準，自己学習課題を明記して，シラバスの充実に努めている。農学研究科は，シラ

バスに授業科目名，担当教員名，対象学生，単位数，成績評価の方法と基準などの基本的な情報に加え，学生が

自学自習を行うための参考となるよう授業の目的・達成目標，関連授業科目，履修推奨科目が記載されている。

ただし，アジア・アフリカ環太平洋特別コースでは，講義概要は作成されているが，シラバスは作成されていな

い。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 各研究科とも，以上のとおり教育課程の趣旨に則ってシラバスを作成し，内容の充実を図り，冊子体の配付，

ウェブサイト上に掲載する等，学生に周知徹底し，活用されるよう努めている。したがって，教育課程の編成の

趣旨に沿って適切なシラバスが作成され，活用されていると判断される。しかし，農学研究科のアジア・アフリ

カ環太平洋特別コースについては，講義概要は作成されているが，シラバスは作成されていないので，早急な整

備が必要である。 

 

観点５－５－３： 通信教育を行う課程を置いている場合には，印刷教材等による授業（添削等による指導を

含む。），放送授業，面接授業（スクーリングを含む。）若しくはメディアを利用して行う授業

の実施方法が整備され，適切な指導が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 該当なし 

 

【分析結果とその根拠理由】 
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 該当なし 

 

観点５－６－１： 教育課程の趣旨に沿った研究指導が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 香川大学大学院学則（別添資料5-6-1-1）の「第2条 目的」，「第4条 研究科，課程及び専攻」，「第5条 修

士課程」及び「第 6 条 博士課程」に掲げた教育課程とその目的に沿って，同学則（別添資料5-6-1-1）の「第

29条 授業及び研究指導」，「第36条 成績評価基準等の明示等」及び「第37条 単位の授与」に基づき，各研

究科で規程等を定め，教育課程の趣旨に沿った研究指導を行う体制を整えている（別添資料 5-6-1-2①，別添資

料5-6-1-2②，別添資料5-6-1-2③，別添資料5-6-1-2④，別添資料5-6-1-2⑤，別添資料5-6-1-2⑥）。 

 

別添資料5-6-1-1：「香川大学大学院学則」 

別添資料5-6-1-2①：「香川大学大学院教育学研究科規程」 

別添資料5-6-1-2②：「香川大学大学院法学研究科規程」 

別添資料5-6-1-2③：「香川大学大学院経済学研究科規程」 

別添資料5-6-1-2④：「香川大学大学院医学系学研究科規程」 

別添資料5-6-1-2⑤：「香川大学大学院工学研究科規程」 

別添資料5-6-1-2⑥：「香川大学大学院農学研究科規程」 

 

【分析結果とその根拠理由】 

上記のように，いずれの研究科においても，それぞれの研究分野に応じ，教育課程の趣旨に沿った研究指導を

行う体制が整えられている。 

 

観点５－６－２： 研究指導に対する適切な取組（例えば，複数教員による指導体制，研究テーマ決定に対す

る適切な指導，ＴＡ・ＲＡ（リサーチ・アシスタント）としての活動を通じた能力の育成，

教育的機能の訓練等が考えられる。）が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

観点５－６－１に記述したとおり，工学研究科並びに農学研究科では，主及び副指導教員を置くことを定めて

いるほか（前述別添資料 5-6-1-2⑤：第３条 指導教員，5-6-1-2⑥：第２条 指導教員），他の研究科において

も副指導教員を置くことが可能である。また，各研究科とも，指導教員が研究テーマ決定から論文作成までを一

貫して指導する体制をとっている。 

さらに，いずれの研究科においても，大学院生をＴＡとして積極的に起用し，また医学，工学，農学の理系研

究科ではＲＡとしても登活用し，研究能力の育成を図っている（別添資料5-6-2-1及び5-6-2-2）。 

 

別添資料5-6-2-1 ＴＡとＲＡの発令人数 

別添資料5-6-2-2 ＴＡとＲＡの従事時間数 

 

【分析結果とその根拠理由】 
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上記の理由から，全般として研究指導に対する適切な取り組み，TA・RA としての活動を通じた能力の育成等が

行われているといえる。研究指導の複数指導体制が規定等に明示されていない一部の研究科については，今後，

指導体制の強化，改善を検討する必要がある。 

 

観点５－６－３： 学位論文に係る指導体制が整備され，機能しているか。 

 

【観点に係る状況】 

教育学研究科では，当該専攻・専修分野の教授１名(准教授にあっても所定の資格要件を満たせば担当可)が指

導教員となり，研究指導にあたっている（前述別添資料5-6-1-2①：第4条 指導教員）。学生は指導教員の指導

のもとに研究テーマを決定し，１年次から課題研究(通年４単位)を受講して，研究指導を受ける。課題研究や修

士論文作成においてはテーマに応じて，指導教員以外の教員の助言・指導も得ることができるだけの協力体制も

充実している。 

法学研究科では，当該研究科担当の教員が教育，研究及び学位論文の指導にあたり，必要な場合には，副指導

教員を置くことができる（前述別添資料5-6-1-2②：第2条 指導教員）。 

経済学研究科では，当該研究科担当の教員が当該専攻・専修分野の教授１名(准教授にあっても所定の資格要件

を満たせば担当可)が指導教員となり，研究指導にあたっている（前述別添資料5-6-1-2③：第2条 指導教員）。

当該研究科には経済学・経営学を中心に，さらに情報・地域社会・言語など幅広い分野の専門性を追求できる分

野別コースと，社会人が現代社会の実践の中で見出した研究テーマを追求できるフレックスコースの2つのコー

スがあり，それぞれ趣旨に沿った研究指導が行われている。分野別コースにおいては，当該分野における研究科

担当の教員が指導教員となり，指導教員の指導の下に修士2年間の履修計画及び研究計画を立てる。さらに指導

教員の指導に加えて，他の教員の指導を受けることが当該学生の研究にとって有益だと判断された場合には副演

習を履修することも可能である。フレックスコースを受験する際には，大学院における研究計画書を提出するこ

とが義務づけられており，入学後にはこの研究計画を参考にしつつ，学生の勤務状況も勘案して履修計画及び研

究計画が立てられることにしており，授業時間割作成においてもフレックスコースの学生に対しての配慮がなさ

れている。 

医学系研究科（博士課程）では，講義型（総論講義，研究ストラテジー講義）の教育と，実技指導セミナーを

通じた演習型教育，さらに学位論文作成指導を中心とした個別指導により，高度な専門的知識と技能を備えた，

国際的に活躍できる研究者，高度専門医療人を育成するとの教育課程の趣旨に沿った研究指導を実践し，看護学

専攻（修士課程）では，その教育課程の趣旨に沿って設定された各看護学専門領域において学生の関心・興味の

あるテーマに基づき，学生1 人1 人のニーズに応じた研究指導を行っている（前述別添資料5-6-1-2④：第4条 

教育方法）。 

工学研究科では，博士前期課程の学生については指導教員１人，博士後期課程の学生については主指導教員１

人，副指導教員２人以上とすることを定めている（前述別添資料5-6-1-2⑤：第3条 指導教員）。また，各学生

の指導教員については研究科委員会での承認を経た上で決定することにしている。また，博士前期課程の特別研

究Ⅰ，Ⅱ，博士後期課程の特別研究Ⅲ，Ⅳでは，それぞれ修士論文，博士論文を作成する上で必要な能力を修得

できるよう指導している。 

農学研究科では，学生は希望する研究分野に配属され，主指導教員の指導のもとに研究テーマを決定している。

さらに，その研究分野に最も近い教員(同一専攻以外も可)１～２名を副指導教員として選出し，補助的研究指導

をする複数制の指導体制をとっている（前述別添資料5-6-1-2⑥：第2条 指導教員）。そして，選択専門科目の
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受講に当たっては，研究分野と最も関係のある専門科目を受講するよう主指導教員及び副指導教員が指導し，履

修表を作成し，それぞれの教員の研究活動に基づいたより専門性の高い研究教育指導を実施している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 すべての研究科において，指導教員による一貫した指導体制が確立していることから，学位論文に係る指導体

制が整備され，機能している。 

 

観点５－７－１： 教育の目的に応じた成績評価基準や修了認定基準が組織として策定され，学生に周知され

ているか。 

 

【観点に係る状況】 

香川大学大学院学則（前述別添資料5-6-1-1）の「第36条 成績評価基準等の明示等」で，各研究科は，学修

の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては，客観性及び厳格性を確保するために，学生に対

してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準に従って適切に行うものとすることが定められている。

また，同学則（前述別添資料5-6-1-1）の「第43条 修士課程及び博士前期課程の修了要件」及び「第44条 博

士課程の修了要件」で認定基準が組織として策定されている。さらには，これらを踏まえて，各研究科規程にお

いて，成績評価の基準が示されている（前述別添資料 5-6-1-2①，5-6-1-2②，5-6-1-2③，5-6-1-2④，5-6-1-2

⑤，5-6-1-2⑥）。 

これらの成績評価基準や修了認定基準に関わる規則，規程等は，各研究科の学生便覧，ガイド，シラバス等で

学生に周知され（前述別添資料 5-4-1-1，5-4-1-2①，5-4-1-3，5-4-1-4，5-4-1-5，5-4-1-6①），年度初めのガ

イダンスでも十分に周知指導が行われている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

以上のように，成績評価基準及び修了認定基準は組織として策定されており，学生への周知も適切に行われて

いる。 

 

観点５－７－２： 成績評価基準や修了認定基準に従って，成績評価，単位認定，修了認定が適切に実施され

ているか。 

 

【観点に係る状況】 

 教育学研究科では，成績評価，単位認定については授業科目の担当教員にゆだねられ，研究科規程に従って実

施されている。修了認定についても，研究科で策定された手続に従って実施され，研究科委員会で最終的に判断

されている。 

法学研究科では，通常の授業に関する成績評価基準は「講義要項」に記載されており，各担当教員は公表した

成績基準に従い適正な成績評価を行っている。 

経済学研究科では，通常の授業科目の成績評価基準は「講義要項」に記載されており，担当教員は公表した基

準に基づいて成績評価を行っており，その正確性を担保するために「学生による授業評価」を実施している。学

位論文の合否については，指導教員を主査とし，ほかの関連する分野の教員2名を副査とする審査委員会が査読

と口頭試問による審査を行った後，研究科委員会で判断される。その状況は，「学位論文審査リスト」や「学位論
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文の概要と審査結果」をまとめた研究科委員会での会議資料等で確認できる。修了認定は，修得単位数と学位論

文の審査を基に，研究科委員会で最終的に判断されている。 

医学系研究科（博士課程）では，策定した成績評価基準及び修了認定基準に従って成績評価，単位認定，修了

認定を実施している。これまで成績評価や修了認定に関し問題が起きたことはない。看護学専攻（修士課程）で

は，策定した成績評価基準に基づいて，授業科目の成績評価が授業科目担当教員から提出され，認定されている。

これまで成績評価及び修了認定において，特に問題が生じたことはない。 

 工学研究科では，シラバスに明示した成績評価基準や修了認定基準に従って，成績評価，単位認定が適切に実

施されており，修了認定については研究科委員会での審議を経て行っている。 

 農学研究科では，成績評価基準についてはシラバスに明示されており，授業担当教員が評価・単位認定を行っ

ている。修了認定は，香川大学学則第43条に基づき，運営委員会で行われ，研究科委員会で最終確認されている。  

なお，いずれの研究科でも，成績評価・単位認定に対する学生の異議申立ての機会も設けられており，成績評

価，単位認定，修了認定が適切に実施されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

上述したように，策定した成績評価基準や修了認定基準に従って，成績評価，単位認定，修了認定が厳密に行

われ，適切に実施されていると判断できる。なお，農学研究科にあっては，成績評価の評語と評点との関係につ

いて現在は規定されていないが，学士課程における評価基準を適用して，妥当な評価・認定が実施されていると

判断する。 

 

観点５－７－３： 学位論文に係る適切な審査体制が整備され，機能しているか。 

 

【観点に係る状況】 

 香川大学学位規則（別添資料5-7-3-1）の「第9条 審査の付託」，「第10条 審査等の期限」，「第11条 最

終試験」，「第12 条 学力の確認」，「第 14 条 結果の報告」，「第 15 条 修士及び博士の学位授与の決定」，「第

16 条 学位授与の審議結果の報告」，「第18 条 修士又は博士の学位の授与」等の定めに従って，各研究科で学

位論文に係る適切な審査体制が整備されている。 

 教育学研究科では，香川大学学位規則教育学研究科細則（別添資料 5-7-3-2）に学位論文の審査及び最終試験

の実施に関する内規が定められ，それにもとづいて，主査１名（指導教員），副査２または３名（内１名は本人の

所属する専攻・専修外の教員から選出）の教員を審査委員として選出し，審査が行われている。 

法学研究科では，学位論文審査は指導教員を主査とし，他の院生専攻関連分野の他の教員2名（副指導教員が

いる場合は，副指導教員を含む）を副査とし，提出論文の査読と口頭試問を実施している。その後，大学院担当

教員で構成される研究科委員会で当該審査における最終的合否の判定が行われる。なお，修士論文の「テ－マ」

は法学研究科のウェブサイトで公表している。 

経済学研究科では，学位論文審査にあたって，研究科委員会により，研究科所属の専任教員から主査1名及び

副査2名が審査委員として選出される。審査委員は，論文の回覧及び主査・副査同席による口頭試問を通じて，

学位論文の審査を行う。その結果は，審査結果報告書として作成されて研究科委員会で審議され，必要修得単位

数の確認とあわせて合否判定が行われる。 

医学系研究科（博士課程）では，学位論文審査は公開によって行われている。教授全員が構成員である医学系

研究科委員会によって選出された主査１名・副査２名が審査にあたる。指導教員は，審査員としない。主査は教
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授に限るが副査は講師以上の大学院担当教員全体があたる。主査は公開審査の司会・進行も兼ねており，各質問

に適切な回答が得られたか否かもチェックする。審査の結果は医学系研究科委員会小委員会（大学院担当教員の

各専攻から選ばれた教授で構成），大学院委員会で主査の質疑応答が行われ，学位の授与が審議・決定される。な

お，学位論文は査読制のある学術雑誌に採択されたものでなければ受理していない。看護学専攻（修士課程）で

は，各々の論文審査には論文指導の責任者（主査）と副査２名が選出され，その研究テーマに適切な副査２名が

選出され修士論文審査が２回行われている。さらに修士論文公開発表会において，審査が行われ，医学系研究科

委員会において最終的に審査の結果，判断根拠が報告されている。 

工学研究科では，香川大学学位規則（別添資料 5-7-3-1）に基づき，博士前期課程における学位審査について

は，香川大学大学院工学研究科学位（修士）授与審査細則を，博士後期課程における学位審査については，香川

大学大学院工学研究科学位（博士）授与審査細則と香川大学大学院工学研究科学位（博士）授与審査細則の運用

方針を定め，適切，厳正な審査を行っている（別添資料5-7-3-3①，5-7-3-3②，5-7-3-3③）。さらに，早期修了

（在学期間短縮修了）に関する内規も策定している（別添資料5-7-3-3④，5-7-3-3⑤）。 

農学研究科では，学位論文に係る審査体制は，香川大学学位規則（別添資料 5-7-3-1）に基づき，研究科構成

員から，主査１名及び副査２名以上を審査委員として選出し，審査を行っている。学位論文の審査は，公開の論

文審査会と審査委員３名以上による最終試験の結果を併せて合否を決定し，各専攻会議を経て，運営委員会で修

了認定が行われ，研究科委員会で最終確認される（別添資料5-7-3-4）。 

 

別添資料5-7-3-1：「香川大学学位規則」 

別添資料5-7-3-2：「香川大学学位規則教育学研究科細則」 

別添資料5-7-3-3①：香川大学大学院工学研究科学位（修士）授与審査細則 

別添資料5-7-3-3②：香川大学大学院工学研究科学位（博士）授与審査細則 

別添資料5-7-3-3③：香川大学大学院工学研究科学位（博士）授与審査細則の運用方針 

別添資料5-7-3-3④：博士前期課程における在学期間短縮修了に関する内規 

別添資料5-7-3-3⑤：博士後期課程における在学期間短縮修了に関する内規 

別添資料5-7-3-4：「香川大学大学院農学研究科の学位論文及び最終試験に関する取扱要項」 

 

【分析結果とその根拠理由】 

以上の観点に係る状況の説明及び資料より，学位論文に係る適切な審査体制が整備され，機能していると判断

できる。 

 

観点５－７－４： 成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられているか。 

 

【観点に係る状況】 

 各研究科では，学生からの成績評価に対する疑義について，原則としては学務係職員が窓口となって，教員に

問い合わせができるようにしている。また，各教員が設定しているオフィスアワー等を利用して成績評価に関す

る質問を行うこともできる。特に経済学研究科では，通常の授業科目の授業方法，成績評価等の正確性を担保す

るために，学期終了後に「学生による授業評価」を実施し(別添資料 5-7-4-1)，その結果を大学院運営委員会で

検討している。 
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別添資料5-7-4-1：「大学院学生による授業評価」 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 学生からの成績評価等に関する意義申し立て等に対応できる体制がとられているので，成績評価等の正確性を

担保するための措置は講じられていると判断される。特に，経済学研究科では「学生による授業評価」を実施し

ており，成績評価等の正確さを担保するための措置として評価できる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

＜大学院課程＞ 

全般的に，教育目的及び授与される学位に照らして，適切な教育課程及び研究指導体制が確立されており，優

れた教育研究指導ができている。特に，詳細な規則，規程や学生便覧，ガイド，シラバス等を整備するとともに，

高度な知識・専門性を習得できる実践的な少人数教育による丁寧な教育研究指導を行っている点が優れている。

また，学期終了後「学生による授業評価」を実施している研究科もあり，授業改善や成績評価の正確性を担保で

きる体制をとっている点も評価できる。また，複数の教員による研究指導を取り入れる研究科もあり，一貫した

研究指導体制の更なる充実を図っている。 

 

【改善を要する点】 

＜大学院課程＞ 

研究科によっては，学部並みの丁寧なシラバス作成及びウェブ登録・閲覧の導入について課題を残している場

合や大学院生による授業評価を実施していない場合，あるいは研究科の規程で成績評価の評語と評点との対応に

ついて明示されていない場合があり，これらに関してはそれぞれに対策を講じ，改善してゆく必要がある。一方，

社会人入学の学生に対して遠隔講義・実習のシステムを導入し，時間的・空間的なギャップをなくすようなシス

テムの構築が求められている。 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

＜大学院課程＞ 

いずれの研究科も，それぞれの教育研究特性に応じて，共通科目及び専攻ごとの専門科目を設定し，高度な知

識・専門性を習得できるよう履修方法にも工夫が加えられ，研究能力を養うための学位論文指導を行う体制も整

えられていることから，教育の目的や授与される学位に照らして，教育課程が体系的に編成されており，目的と

する学問分野や職業分野における期待に十分こたえるものとなっている。授業の内容としては，教員の研究活動

との関連性が非常に高く，講義，演習，実験，実習をバランスよく組み合わせて，少人数講義やゼミナール形式

による対話型授業，ITや各種メディアの活用，インターンシップ，産学連携型実践授業などを取り入れ，適切な

学習指導法の工夫と単位の実質化への配慮もなされている。さらに，教育課程の趣旨に則ってシラバスを作成し，

内容の充実を図り，冊子体の配付，ウェブサイト上に掲載する等，学生に周知徹底し，活用されるよう努めてい

る。 

研究指導については，いずれの研究科も，それぞれの研究分野に応じて，教育課程の趣旨に沿って研究能力を

育成する体制が整えられ，学位論文に対して指導教員による一貫した指導体制が確立している。成績評価基準及

び修了認定基準は組織として策定され，学生への周知も十分に図られており，それらの基準に従って，成績評価，
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単位認定，修了認定が厳密に行われていると判断できる。学位論文に係る審査体制も適切に整備され，機能して

おり，異議申立てへの対応など成績評価等の正確性を担保するための措置も講じられている。 
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＜専門職大学院課程＞ 
 
観点５－８－１： 教育の目的や授与される学位に照らして，教育課程が体系的に編成されているか。 

 

【観点に係る状況】 
本学は，高度専門職養成課程として，香川大学・愛媛大学連合法務研究科と地域マネジメント研究科を設置し

ている。 
香川大学・愛媛大学連合法務研究科は，多様で豊かな知識と経験を備えて法的考察力を有する法曹を養成する

ため，理論的かつ実践的な教育を行っている。とりわけ，法曹過疎の現状にある地域に設置されていることに鑑

み，地域に根ざした法曹を養成する目的を達成するため，法務博士（専門職）の学位を授与すべく，以下の教育

を実施している。  
香川大学・愛媛大学連合法務研究科の教育目的は，現実に生起した具体的な事例を教材にして法的問題点を分

析し，争点を整理し，理論を当てはめ，実務家教員による実践的教育を行いながら，紛争の解決能力を養成する

教育の実施によって達成されている。法学部以外の出身者及び法学部出身者であっても法的素養が未だ不十分な

入学者に対しては，入学年次における基礎科目群で法的なものの考え方（リーガルマインド）と基本的な知識を

養い，その上で，２年次と３年次で法学既修者とともに，基幹科目群や実務基礎科目群で演習問題による教育に

よって実践力と応用能力を養成し，幅広い思考力を身につけることを目指している。そして，多様な基礎法学・

隣接科目群，展開・先端科目群を設け，学年と学修段階に応じた体系的なカリキュラムを用意し，実施している。 
特に，展開・先端科目には，地域経済を支え，ビジネスローに精通し，国際的視野をもった法曹を養成するた

め，「 経済法Ⅰ」「 経済法Ⅱ」「国際経済法」「経済法演習」「知的財産法Ⅰ」「知的財産法Ⅱ」「金融商品取引法」

「保険法」「 倒産法」「消費者保護法」「国際私法」の各科目を，また，香川大学が面している瀬戸内海が，環境

保全のための行動が求められている閉鎖性水域であることから，環境保全を推進する法曹の養成もまた重要な使

命と考え，展開・先端科目に「環境法」に関する複数の科目（「環境法Ⅰ」，「環境法Ⅱ」，「環境法演習」）を開講

している（別添資料5-8-1-1）。 
一方，地域マネジメント研究科は，地域の活性化・自立に資する教育研究を特徴とし，企業や行政，NPO な

ど地域の様々な場で中核となるリーダーの養成を目指している。授与される学位は，経営修士（専門職）である。 
 地域マネジメント研究科の教育課程は，教育目的と学位に照らして，下記の5つの科目群で編成されている（別

添資料5-8-1-2）。 
1)地域が抱える問題を見つけ出す能力のための分析基礎科目群 
2)四国地域を客観的にみる能力のための地域基礎科目群 
3)問題を解決するための基礎となる知識のための基礎科目群 
4)それぞれの個別分野で必要となる知識のための応用科目群 
5)総合力を養成するための実践課題解決のためのプロジェクト演習・プロジェクト研究 
なお，プロジェクト演習・プロジェクト研究（４単位）を除いてすべての科目は２単位である。 
学生は各自の問題意識にもとづきプロジェクト研究を定め，それに必要な科目を，分析基礎科目，地域基礎科

目，基礎科目，応用科目から抽出しカリキュラムを構築する。 
 
別添資料5-8-1-1 連合法務研究科履修要項（平成19年度入学生適用） 
別添資料5-8-1-2 平成19年度地域マネジメント研究科修学案内5頁参照 



 

-73- 

 

 
【分析結果とその根拠理由】 
以下の理由から，教育の目的や授与される学位に照らして，授業科目が適切に配置され，教育課程が体系的に

編成されているということができる。 
① 香川大学・愛媛大学連合法務研究科においては，１年次から３年次まで体系的な必修科目が配置され（１

～２年次基礎科目群，２年次基幹科目群，１～３年次実務基礎科目群），また，教育目的に応じた多様な基

礎法学・隣接科目群，展開・先端科目群が開設されている。 
② 地域マネジメント研究科では，学生の問題意識を中心にして，その問題解決に至る知識や能力，スキルを

体系的に習得できるように教育課程が編成されている。 
 
観点５－８－２： 授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっているか。 

 

【観点に係る状況】 
 香川大学・愛媛大学連合法務研究科では，憲法，行政法，民法，民事訴訟法，商法，刑法，刑事訴訟法，及び

公法演習，民事法演習，刑事法演習の法律基本科目を法学未修者コースの１年次～２年次，法学既修者コースの

１年次といった低学年に配当し，この段階では理論面に重点を置いた教育を行っている。 
これに対し，実務基礎教育は，実務講座，要件事実論，刑事訴訟実務，法曹倫理，民事裁判演習，刑事裁判演

習，リーガル・クリニック，エクスターンシップといった授業科目で行っており，１年次から３年次に段階的に

配置することにより，理論的教育と実務的教育を架橋させるカリキュラムを編成している。 
 それぞれの科目間においても，段階的な理論的教育に留意しつつ，シラバスには理論と実務の架橋をはかる教

育が行なわれることを意識的に示している。このようなシラバスを通じて，３年間での学習の到達点と，３年間

に学習すべき内容が各年次にどのように配当され，位置づけられているか，次の段階にどのようにつながってい

くかを学生に明示している。 
法律基礎科目群の授業は，主として体系的な理論的教育を行うが，実務への架橋教育の基礎を形成するために，

体系的把握と同時に事例問題の検討を中心とした授業を行い，法学未修者コースの２年次，法学既修者コースの

１年次に配当される基幹科目（演習科目）の授業へとつなげている。基幹科目においては，事実関係の複雑な応

用事例，判例事案を用いて授業を行い，次段階である実務的教育への架橋を果たしている（別添資料5-8-2-1）。  
地域マネジメント研究科では，分析基礎科目，地域基礎科目，基礎科目，応用科目，プロジェクト演習とプロ

ジェクト研究という科目編成を採用している。 
分析基礎科目は，地域が抱える問題を見つけ出す能力を養うため設定されている。統計分析等を設け，地域社

会が抱える諸課題について数理的科学的解析ができるようにする。また，ケーススタディとして市や県を取り上

げ，具体的な理解ができるようにしている。 
地域基礎科目は，四国地域を客観的に見る能力を養うため設定されている。例えば，四国財務局長を務めたこ

とのある内閣官房参与の中山恭子氏，香川県政策部長，香川県内で勤める企業の支店長・官公庁の局長，本州四

国連絡橋公団前総裁，及び四国四県の四つすべての第一地銀のシンクタンクの研究員等，現在社会で活躍されて

いる四国に関わりのある人々を講師陣とする授業科目を設け，四国地域に精通しその実情と課題を客観的に見る

能力を養っている。 
基礎科目は，問題を解決するための基礎となる知識を養うために設定されている。地域における様々な問題を

解決するために必要な，アカウンティング，マネジメント・システム，地域政策等の授業科目によって，マネジ
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メント能力の基幹を培っている。 
それぞれの分野でリーダーとして活躍するためには，基幹的なマネジメント能力のうえに，それぞれの分野で

異なる知識を身につけなければならない。そのため養成する専門職に応じ必要な応用科目を提供している。 
プロジェクト演習とプロジェクト研究は，実践問題解決，又は一般問題解決に複数の関係教員が担当し，修得

した知識を総合化する能力を養うとともに，問題解決の成果を得るために設定されている（資料5-8-2-2）。 
 

資料5-8-2-2 授業科目リスト 
分析基礎科目群 
 統計分析，微分積分と線形代数，ゲーム理論，経済分析 
地域基礎科目群 
 四国経済事情（地域活性化と地域政策），四国経済事情（地域活性化と企業経営），

四国経済事情（地域活性化と地域資源） 
基礎科目群 
 アカウンティング，マネジメント・システム，経営管理論，地域公共政策，自治体

財政政策，組織行動論 
応用科目群 
 マネジメント戦略，マーケティング・マネジメント，ＩＴ・マネジメント，イノベ

ーション・マネジメント，ビジネス・アカウンティング，商品システム・マネジメ

ント，環境経営，人事管理論，産業クラスター論，都市開発論，資源配分の公平，

オペレーションズ・リサーチ，ファイナンス・マネジメント，異文化・マネジメン

ト，ディスクロージャー戦略，地域経済分析，費用便益分析，新公共経営，経営リ

スク・マネジメント，事業創造論，証券市場分析，実践型インターンシップ， 
特別講義（地域活性化と観光創造），特別講義（意思決定分析），特別講義（プロジ

ェクト・マネジメント），特別講義（新産業政策論），特別講義（企業評価分析），

特別講義（ＣＩＯの役割とＩＴガバナンス） 
プロジェクト演習，プロジェクト研究 

 
別添資料5-8-2-1 連合法務研究科履修要項（平成19年度入学生適用） 

 
 【分析結果とその根拠理由】 
 以下の理由から，専門職大学院課程における授業の内容は，全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものに

なっているといえる。 
香川大学・愛媛大学連合法務研究科では，法科大学院設置基準に沿って以下のような科目によりカリキュラム

を構成している。 
・ 公法系，民事法系，刑事法系の全法律基本分野にわたり，必要な数の法律基本科目（基礎科目及び基幹科目）

を開設し，また基幹科目においては双方向の授業を徹底するためすべて演習形式で開講している。 
・ 民事及び刑事に関する法律実務の基礎及び法曹倫理を修得するために必要な数の実務基礎科目を解説してい

る。 
・ 幅広い知識・教養を身につけた法曹を養成するために必要な数の基礎法学・隣接科目を開設している。 
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・ 高い専門性を身につけた多様な法曹を養成するために必要な数の展開・先端科目を開設している。 
地域マネジメント研究科では，地域に精通した実務家を含めた教員構成，地域に関する事例研究や地域調査の

導入，体系的，積上げによるカリキュラム，教員と学生とのディスカッションによる双方向授業などを通して，

地域経済社会に関する明確な知識と地域づくりを主体的に担える能力を培える自立的，創造的な教育を実施し，

理論と実務の双方向からの教育を行っている。プロジェクト演習及びプロジェクト研究では，具体的なテーマを

取り上げ，複数の教員による指導のもと，ケーススタディやフィールド調査等により課題解決能力の育成と研究

成果を得ている。これらのことから，授業内容が全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっていると

判断する。 
 
観点５－８－３： 授業の内容が，全体として教育の目的を達成するための基礎となる研究の成果を反映した

ものとなっているか。 

 
【観点に係る状況】 
香川大学・愛媛大学連合法務研究科においては，①基礎科目群と基幹科目群（設置基準等にいう法律基本科目

群に当たる）により，まず法的思考力の基礎を形成し，②こうして得られた能力を，実務基礎科目群により，実

務へと架橋する。また，③基礎法学・隣接科目群により，それを人間と社会に対する洞察力を裏打ちする能力に

まで高め，さらに，④展開・先端科目群による応用と深化を通じて，法的思考力を鍛えその幅を広げるよう，各

授業科目の性質に応じた適切な教材及び方法による授業を実施している。 
基礎科目群は法学未修者を対象としており，基本的な法概念や制度の説明に重点を置きつつも，一方的な講義

とならないよう，質疑応答を取り入れ，疑問を見いだし，問題への理解と考察力をより深められるよう努めてい

る。 
基幹科目群は，各法分野の基本知識を前提に総合力，応用力を養うべく，授業ごとに事例に関する資料（判例

や参考論文，及び判例評釈などの解説）を紹介し，予習して授業に臨むことを求め，授業では，当該事例に付さ

れる設問について毎時間終了後又は授業中に論述して提出し（レポート），添削を行う等，学生のより主体的で積

極的な参加と，個別的指導を行うよう努めている。また，実務基礎科目群においては，現実に生起している社会

的事実に触れさせ，それがどのように法律的な解決に導かれていくのか，その過程について理解を深めさせ，訴

訟記録等を踏まえた実務的な法的処理，判断能力の養成を行うよう努めている。これらの授業内容は，各科目群

の特色に応じ，各担当者の研究成果を反映したものとしている（資料5-8-3-1）。 
ただし，香川大学・愛媛大学連合法務研究科では，設置審及び第三者認証評価において，従来より厳格な科目

適合性審査がなされており，研究業績と担当科目との間に極めて緊密な関連性を求められている。今年度実施さ

れた法科大学院認証評価において，若干の教員について，研究業績と担当科目との不適合が指摘されている。該

当する教員について，再来年度に予定されている追評価までに必要な業績を発表するよう促すなど，研究科とし

て適切に対応する必要がある。 
 
資料5-8-3-1 教員の研究成果例と担当科目対応表（香川大学・愛媛大学連合法務研究科） 
教員 研究成果 該当する担当科目 
中山 充 『環境共同利用権』（成文堂，2006年） 環境法，環境法演習 
田淵浩二 『証拠調べ請求権』（成文堂，2004年） 刑事訴訟法，刑事法演習 III 
柴田潤子 ヨーロッパ電気通信事業における価格濫用規制につ 経済法 I, II 
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いての一考察，『競争法の現代的諸相 厚谷襄兒先生

古稀記念論文集』（信山社，2005年），827―852頁

森川 隆 引渡を受けない高価品に関する旅客運送人の責任，

『倉澤康一郎先生古稀記念 商法の歴史と論理』

（新青出版，2005年） 

商法 III, 民事法演習 III 

高橋正俊 私的関係と基本的人権ー昭和女子大事件ー，憲法判

例百選１（第五版），2007年 
憲法 II, 公法演習 II 

草鹿晋一 座談会 民事控訴審実務と控訴審改革の方向性，臨

床法務研究第３号，69頁以下 
民事訴訟法 I, II, 民事法演

習 IV 
 

 

 地域マネジメント研究科における教員の研究活動については，以下のように，それぞれの専門領域に応じた研

究がなされている。これらの研究活動の成果は共同研究として取りまとめられており，授業に利用されている。  

（資料5-8-3-2） 
 
資料5-8-3-2 研究活動の成果の授業形態への反映例（地域マネジメント研究科） 
教員 授業科目名 研究活動 研究活動の成果 
関義雄 商 品 シ ス テ

ム・マネジメン

ト 

商品学 ①～④などのケースに基づいて実施されている。 
①店舗属性の重視度から見た衣料品の特性，商品研究 43 巻，1･
2号，31-40頁，1992年 
②店舗属性の重視度から見た衣料品の通信カタログ販売の特長，

商品研究44巻，1･2号，19-27頁，1993年 
③消費者の視点から見たＫ－ブランド，調査日報，2005年 
④購買時の重視点から見た携帯情報機器の商品特性－ＰＨＳを

一例として－，香川大学経済論叢，第71巻第1号，157-168頁，

1998年 
板倉宏昭 マネジメント･

システム 
マネジメント

･システム 
①，②などのケースに基づいて実施されている。 
①中国企業における地方企業のＭ＆Ａ，地域マネジメント・ケー

ス・シリーズ，№2，2007年 
②地方企業の独自ブランド戦略，地域マネジメント・ケース・シ

リーズ，No。3，2007年 
 
【分析結果とその根拠理由】 
以下の理由から，授業の内容はおおむね教育の目的を達成するための基礎となる研究の成果を反映したものと

なっているといえるが，香川大学・愛媛大学連合法務研究科は，第三者認証評価に際し，一部教員について，研

究成果と担当科目との不適合が指摘されているので，追評価までに対応する必要がある。 
 
観点５－８－４： 単位の実質化への配慮がなされているか。 

 
【観点に係る状況】 
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香川大学・愛媛大学連合法務研究科では，法学未修者コース１年次～３年次，法学既修者コース１年次～２年

次における必修科目の授業時間割の設定は，月～金曜日の１校時～５校時の範囲内において，１日に原則１コマ，

多くても２コマの授業科目を設定するにとどめている。また，学生の学習準備に配慮し，同じ学生がなるべく必

修科目を２コマ連続して受講することがないよう，時間割上配慮している。さらに，十分な予習・復習時間を確

保するために，年間登録単位数の上限を設定している（資料5-8-4-1）。  
また，期末試験期間を含め第一学期（通称前期）を４月初旬から８月初旬まで，第二学期（通称後期）を 10

月１日から２月下旬まで，通年35週間の期間にわたって授業を行っている。 
 さらに，前期・後期のセメスター毎に授業科目を開設しており，１つの授業科目の開講は，２単位の授業科目

であれば，定期試験を含めず15回の授業回数を確保できるよう，15週間にわたる期間を学年暦で設定している。

演習授業（法学未修者コース２年次，法学既修者コース１年次配当の基幹科目）についても基本的にこの原則ど

おり授業を行っている。 
 休講となった科目については，学生と相談のうえ，補講日を決め，実施している。 
 
資料5-8-4-1 標準的履修モデル（３年コース） 
標準的な履修モデルは下記のとおりである。授業科目は，下記の表に掲げる基礎科目群，基幹科目群，実務基

礎科目群，基礎法学・隣接科目群，展開・先端科目群別の単位数を修得できるように履修されなければならない。 
  年 次 授業科目の区分ごとの受講単位数      計 
１年次 基礎科目群   ２８単位 ３３単位 

実務基礎科目  ３単位 
基礎法学・隣接科目群  ２単位 

２年次 基礎科目群 ４単位 ３４単位 
基幹科目群 ２２単位 
実務基礎科目群  ２単位 
基礎法学・隣接科目群  ２単位 
展開・先端科目群  ４単位 

３年次 実務基礎科目群  ６単位 ２８単位 
基礎法学・隣接科目群  ２単位 
展開・先端科目群 ２０単位 

修得単位数 
の合計 

基礎科目群 ３２単位 ９５単位 
基幹科目群 ２２単位 
実務基礎科目群 １１単位 
基礎法学・隣接科目群  ６単位 
展開・先端科目群 ２４単位 

   ※ 各年次各学期 毎日１～２科目  週８～９科目受講 
        授業休止期間（休み期間）に数科目の集中講義の受講も可能 
 
各年次において登録できる履修科目の単位の上限は，３６単位である。この上限は，標準４５時間（準備学習

と復習を含む学習時間の合計）の学修を必要とする内容をもって１単位とする趣旨と，現実に学修できる時間数

を考慮して，制限したものである。 
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また３年コース３年次（２年コース２年次）においては，４４単位を上限とする。 
履修科目の登録の上限は，次のとおりとする。 

  １）１年次は，年間３６単位を上限とする。 
  ２）２年次（２年コース１年次）は，年間３６単位を上限とする。 
  ３）３年次（２年コース２年次）は，年間４４単位を上限とする。 
（出典：履修要項（平成19年度入学生適用）より） 
 
 地域マネジメント研究科では，1学年の定員は30名であり，授業科目のすべてが少人数教育であり，それぞれ

の授業においてレポートの提出，教員と学生の双方向の討議などが行われている。その他，成績不良者の進級制

限，成績の多面的評価を行っている。 
なお，各年次において登録できる単位の上限を24単位としている。この上限は，1単位45時間の学修を要す

る内容をもって構成することを標準とし，15 時間の授業と 30 時間の教室外（予習・復習）での学習をもって 1
単位とすることを考慮して定めたものである。 
 
別添資料5-8-4-2  平成19年度地域マネジメント研究科修学案内p.6 

 
【分析結果とその根拠理由】 
以下の理由から，単位の実質化への配慮がなされているということができる。 
香川大学・愛媛大学連合法務研究科では，必修科目について，月～金曜日の１校時～５校時の範囲内において，

１日に原則１コマ，多くても２コマの授業科目を設定するにとどめ，また年間登録単位数の上限を設定する等し

て，学生の十分な予習・復習時間を確保している。 
 ２単位の授業科目につき，定期試験を除き 15回の授業を行うことを原則としている。 

 地域マネジメント研究科でも，履修上限や，進級制限，成績の多面的評価等を通じて，学生の学習や研究の進

展に応じた指導体制がつくられており，単位の実質化への配慮がなされていると判断する。  

 
観点５－８－５： 夜間において授業を実施している課程（夜間大学院や教育方法の特例）を有している場合

には，その課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされているか。 

 
 【観点に係る状況】 
 地域マネジメント研究科では，社会人を多く受け入れており，勤務しながら修学可能なように，教育方法の特

例を適用して平日の 18時以降や土曜日に授業が開講されている（資料5-8-5-1）。 
 
資料5-8-5-1 授業時間 

 昼夜開講 
 平日（月曜日〜金曜日）の夜間の授業時間帯 
第１時限／18：20〜19：50  第２時限／20：00〜21：30 

また土曜日にも授業を行うとともに，夏季や冬季の休業期間に集中講座を実施し，社会人に都合のよい時間割

に配慮します。 
さらに，自習サポートシステムを整備し，勉学の便宜を図ります。 



 

-79- 

 

（出典：香川大学ビジネススクール案内） 

 
【分析結果とその根拠理由】 

 地域マネジメント研究科では，社会人学生等に配慮し，夜間並びに土曜日のみの履修で課程が修了できるよう

配慮されており，課程に在籍する学生の特色に応じた適切な設定がなされている。 

 
観点５－９－１： 教育課程や教育内容の水準が，当該職業分野の期待にこたえるものになっているか。 

 

【観点に係る状況】 
 香川大学・愛媛大学連合法務研究科は，５年に１度，大学評価・学位授与機構による法科大学院認証評価を受

けることで，教育課程や教育内容の水準が当該職業分野の期待にこたえるものになっていることの保証が受けら

れるようにしている。また，これとは別にほぼ２年に１度のペースで，自己点検評価を実施する際に，弁護士や

他大学の法科大学院関係者を外部評価委員に委嘱してそのチェックを受けている（別添資料5-9-1-1）。 

 さらに毎年，四国弁護士会連合会法科大学院支援委員会と授業参観に基づく意見交換会の場を設け，教育内容

につきアドバイスを得ている。 

 地域マネジメント研究科でも，5 年に 1 度、大学基準協会による経営系専門職大学院認証評価を受けることに

なっており、教育課程や教育内容の水準が当該職業分野の期待にこたえるものとなっていることのチェックを受

けることになっている。また、本研究科として自主的に地元経済界や行政、マスコミの代表からなるアドバイザ

リー･ボードを設置し、ほぼ毎年1回、自己点検評価の結果に基づき同様のチェックを受けていることに加え、当

該ボードに全国の大学関係者からなる専門家会議を付置することとし、その厳正化をはかっている。さらに、連

携協定を締結している（社）香川経済同友会との連絡協議会では、教育課程や教育内容に関するアドバイスを得

ている。 

 
別添資料5-9-1-1 自己点検・評価報告書 (平成19年6月20日) に関する外部評価意見書 

 
【分析結果とその根拠理由】 
以下の理由から，教育課程や教育内容の水準が，当該職業分野の期待にこたえるものになっている。 

 香川大学・愛媛大学連合法務研究科では，５年に１度，大学評価・学位授与機構による法科大学院認証評価を

受けることが義務付けられており，また，ほぼ２年に１度自己点検・評価活動を実施し，水準の維持に努めてい

る。さらに毎年，四国弁護士会連合会法科大学院支援委員会との意見交換会を実施し，専門職業分野の期待にこ

たえるよう努めている。 
 地域マネジメント研究科では、学校教育法に基づく制度上、5 年に 1 度大学基準協会による経営系専門職大学

院認証評価を受けることが義務づけられている上に、自主的にアドバイザリー･ボードならびに同専門家会議を設

置して、常に当該職業分野の期待にこたえる体制になっている。アドバイザリー･ボードならびに同専門家会議で

は、地元有識者ならびに全国の大学関係者からの多面的で、厳正かつ積極的な指摘・アドバイスを受けており、

本研究科では、それを教授会やFD研修会で検討、実施に取り組むことにしている。 
 これらのことを通じて，教育課程や教育内容の水準が，当該職業分野の期待にこたえるものになっているかど

うか，常にチェックを受け，その水準を維持・向上させる努力を行っている。 
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観点５－10－１： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切

であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。（例えば，

少人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，多様なメディアを高度に利用した授業，

情報機器の活用等が考えられる。） 

 

【観点に係る状況】 
香川大学・愛媛大学連合法務研究科は，入学定員 30 人に対して専任教員 20 人（定員。現員19 人）により密

度の濃い少人数教育を施している。一つの授業科目における学生数は最多の授業でも 30 人が標準であり，討論

方式によって行われる２年次の演習科目は１クラス15人（２クラス開講），起案練習やロールプレイを行う３年

次の民事及び刑事裁判演習は１クラス 10 人（３クラス）を標準とすることで，多方向・双方向による密度の高

い教育を行えるようにしている。 
 香川大学・愛媛大学連合法務研究科においては，①基礎科目群と基幹科目群（設置基準等にいう法律基本科目

群に当たる）により，まず法的思考力の基礎を形成し，②こうして得られた能力を，実務基礎科目群により，実

務へと架橋する。また，③基礎法学・隣接科目群により，それを人間と社会に対する洞察力を裏打ちする能力に

まで高め，さらに，④展開・先端科目群による応用と深化を通じて，法的思考力を鍛えその幅を広げるよう，各

授業科目の性質に応じた適切な教材及び方法による授業を実施している。 
基礎科目群は法学未修者を対象としており，基本的な法概念や制度の説明に重点を置きつつも，一方的な講義

とならないよう，質疑応答を取り入れ，疑問を見いだし，問題への理解と考察力をより深められるよう努めてい

る。基幹科目群は，各法分野の基本知識を前提に総合力，応用力を養うべく，授業ごとに事例に関する資料（判

例や参考論文，及び判例評釈などの解説）を紹介し，予習して授業に臨むことを求め，授業では，当該事例に付

される設問について毎時間終了後又は授業中に論述して提出し（レポート），添削を行う等，学生のより主体的で

積極的な参加と，個別的指導を行うよう努めている。また，実務基礎科目群においては，現実に生起している社

会的事実に触れさせ，それがどのように法律的な解決に導かれていくのか，その過程について理解を深めさせ，

訴訟記録等を踏まえた実務的な法的処理，判断能力の養成を行うよう努めている。 
 地域マネジメント研究科のカリキュラムでは，分析基礎科目，地域基礎科目，基礎科目，応用科目，及びプロ

ジェクト研究の５つの科目群を設定し，分析基礎科目群では数理的な考え方の修得を図り，地域基礎科目群では

地域の実情を把握し，基礎科目では基礎的な知識を，応用科目ではケースを通して実践的な知識を修得し，それ

らの知識の集大成としてのプロジェクト研究では問題発見能力とその解決方法の修得を目指している。したがっ

て，それぞれの科目群ごとに授業形態としての特徴を有している。 
基礎科目群は講義形式が中心であるが，適宜，演習形式や討論型の授業形態も導入されている。特に，統計分

析の授業では大学の総合情報基盤センターのコンピュータを使い，統計分析では一般的なアプリケーションソフ

トであるＳＰＳＳの使い方を修得している。一方，応用科目群は講義型，ケースメソッド型，討論型など多様な

授業形式がとられている。応用科目群に共通するのは少人数教育である。プロジェクト研究では，２ないし３名

の教員に対し最大で５名程の学生が１つのグループとなって研究を行っており，少人数授業であり，対話・討論

型授業であり，時にはフィールド型授業形式を採り入れている。 
シラバスの中に授業の方法と言う項目が設定されており，それぞれの授業科目にあった授業形式が指定されて

いる。例えば，分析基礎科目群のゲーム理論では，「各単元について９０分の理論的説明を行った後，９０分の具

体例による演習を行う。その後，課題を提出し学生が自ら問題を解くことにより，その単元の内容を修得するよ

うに指導する。」と記述されているように，講義形式と演習形式がバランスよく組み合わされている。その他の授
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業科目においてのシラバスに記載されているように，適宜，演習形式や討論型の授業形態が講義形式とともにバ

ランスよく導入されている（別添資料5-10-1-1）。 
 下記の資料は授業科目ごとの受講者数と科目群の平均受講者数を示している。表から明らかなように，基礎的な

科目の受講者は多いが，より専門的な応用科目では平均受講者数が１１名であり，少人数教育となっている（資

料5-10-1-2）。 
 
資料5-10-1-2 2007年度前期開講科目と受講生数 
分析基礎科目群 受講者数  応用科目群 受 講 者

数 

統計分析 36  マネジメント戦略 17 

微分積分と線形代数 9  イノベーション・マネジメ

ント 

9 

ゲーム理論 33  商品システム・マネジメン

ト 

9 

科目群当たり平均受講者数 26  産業クラスター論 4 

   ディスクロージャー戦略 14 

地域基礎科目群 受講者数  地域経済分析 10 

四国経済事情（地域政策） 33  新公共経営 10 

科目群当たり平均受講者数 33  経営リスク・マネジメント 10 

   事業創造論 9 

基礎科目群 受講者数  証券市場分析 18 

アカウンティング 31  （特）企業評価分析 12 

マネジメント・システム 33  科目群当たり平均受講者

数 

11 

地域公共政策 30    

科目群当たり平均受講者数 31    

 
別添資料5-10-1-1 平成１９年度地域マネジメント研究科修学案内 

 
 【分析結果とその根拠理由】 
以下の理由から，教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切で

あり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているといえる。 
・ 講義科目でも，１クラス３０人程度の少人数で実施されている。 
・ 香川大学・愛媛大学連合法務研究科の演習科目については，１クラス １０～１５人を標準とし，学生のより

主体的で積極的な参加と，個別的指導を行うよう努めている。 
・ 地域マネジメント研究科のプロジェクト研究でも，応用科目の平均履修者数は11名であり，プロジェクト研

究ではより少人数（５名程度）による集中的，対話・討論型授業が実施されている。 
 
観点５－10－２： 教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され，活用されているか。 
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【観点に係る状況】 
香川大学・愛媛大学連合法務研究科では，年度始めに，１年間の授業の計画，各科目における授業の内容及び

方法，成績評価の基準と方法等を記載した修学案内・シラバスを学生に配布し，また Web 上の教育研究支援シ

ステム（TKC）を通じて，授業回数毎により詳しい授業概要や予習範囲・復習課題の提示を行うことで，学生に

周知している。 
地域マネジメント研究科においても，シラバスを作成している（別添資料5-10-2-1）。そこでの基本的構成は，

「授業の概要」，「前提科目・関連科目」，「授業の方法」，「成績評価の方法及び採点基準」，「参考文献」，「授業計

画」としている。授業計画では具体的な講義内容を１５回分掲載しており，学生はシラバスを見ただけで，授業

の全体像がわかるように工夫されている。冊子は学期当初のオリエンテーションで配布され，また，ウェブサイ

トにおいても閲覧することができ，本学学生だけでなく，広く公開されている。 
 
別添資料5-10-2-1 修学案内 

 
【分析結果とその根拠理由】 
以下の理由から，教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され，活用されているといえる。 

・毎年年度始めに修学案内・シラバスを配布している。 
・香川大学・愛媛大学連合法務研究科では，教育研究支援システム（TKC）を通じて，授業回数毎により詳しい

授業概要や予習範囲・復習課題の提示を行っている。 
・ 地域マネジメント研究科では，それぞれの科目の特徴に合わせてわかりやすいシラバス 
 の作成の工夫を行っており，学生等への周知度は高く，活用されていると判断する。 
 
観点５－10－３： 通信教育を行う課程を置いている場合には，印刷教材等による授業（添削等による指導を

含む。），放送授業，面接授業（スクーリングを含む。）若しくはメディアを利用して行う授

業の実施方法が整備され，適切な指導が行われているか。 

 
【観点に係る状況】 

 該当なし。 
 
【分析結果とその根拠理由】 
該当なし。 

 
観点５－11－１： 教育の目的に応じた成績評価基準や修了認定基準が組織として策定され，学生に周知され

ているか。 

 

【観点に係る状況】 
香川大学・愛媛大学連合法務研究科では，成績評価を秀，優，良，可，不可の５つのランクに分類（平成 19

年度入学生から適用，それ以前の入学生についてはＡ＋，Ａ，Ｂ＋，Ｂ，Ｃ，不可の６ランクに分類）し，平常

点・期末試験等の成績を総合した評点に応じ，90点以上を秀，85点以上90点未満を優，75点以上85点未満を
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良， 70点以上75点未満を可，70点未満を不可と判定することとし，これを修学案内において明示している。 
 香川大学・愛媛大学連合法務研究科を修了するためには，３年コースにおいては３年以上，２年コースにおい

ては２年以上在学し，下表に示した単位を修得しなければならないことを，修学案内において明示している（資

料5-11-1-1）。 
 
資料5-11-1-1 香川大学・愛媛大学連合法務研究科修了要件 
  １）３年コース（標準修業年限３年以上） 
  区 分   修了要件単位数  必修・選択必修別 
基礎科目群 ３２単位        必修 
基幹科目群 ２２単位  必修 
実務基礎科目群  ９単位  必修 
実務基礎科目群  ２単位以上   選択    
基礎法学・隣接科目群  ４単位以上 ３２単位以上 
展開・先端科目群 １６単位以上 
      計   ９５単位以上  
 
  ２）２年コース（標準修業年限２年以上） 
  区 分   修了要件単位数  必修・選択必修別 
基礎科目群（行政法及び商法Ⅲ） ４単位  必修 
基幹科目群 ２２単位  必修 
実務基礎科目群  ９単位  必修     
実務基礎科目群  ２単位以上  

３２単位以上 
 

 選択 
基礎法学・隣接科目群  ４単位以上 

展開・先端科目群 １６単位以上 
      計    ６７単位以上  
（出典：履修要項（平成19年度入学生適用）より） 
 
地域マネジメント研究科においても，成績評価基準は修学案内に具体的に記載されている。評価は９０点以上

を秀（Ｓ），８０− ８９点を優（Ａ），７０− ７９点を良（Ｂ），６０− ６９点を可（Ｃ）とし，合格点としている。

６０点未満は不可の評価である。さらに，ＧＰＡ制度を導入しており，その計算式は以下のとおりである。 
ＧＰＡ＝（（Ｓの単位数Ｘ４）＋（Ａの単位数Ｘ３）＋（Ｂの単位数Ｘ２）＋（Ｃの単位数Ｘ１））／履修

登録単位数 
ＧＰＡ制度を導入することにより，学生には履修する１つ１つの科目をきちんと丁寧に学習することを通じて，

本研究科の学生にふさわしい実力を身につけるよう期待している。 
 また，標準修業年限は２年間とし，最長修業年限は４年としている。 
修了要件は以下の表のとおりである。 

  
資料５－11－１－２ 地域マネジメント研究科修了要件 

  修了要件単位数 
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 分析基礎科目 ２単位以上 
 地域基礎科目 ４単位以上 
 基礎科目 ６単位以上 
 プロジェクト科目 ６単位 
 
修了要件単位数は３２単位以上である。なお，１年次に合計取得単位数が１６単位に満たない場合は，２年次

でのプロジェクト研究を履修することができず，２年間での卒業が不可能となる。 
 これらの情報は修学案内を通じて，学生に公表し，年度始めのオリエンテーションにおいて周知している。 
 
【分析結果とその根拠理由】 
 以下の理由から，教育の目的に応じた成績評価基準や卒業認定基準が組織として策定され，学生に周知されて

いるといえる。 
研究科規程において成績評価基準及び卒業認定基準を定め，就学案内に記載することで学生に周知している。 

 特に，地域マネジメント研究科では，組織として修了要件を細かく規定することで地域の実業に精通した地域

のリーダー養成という教育目標にあったバランスのとれた成績判定基準及び修了認定基準となっており，その意

図を学生に周知していると判断できる。 
 
観点５－11－２： 成績評価基準や修了認定基準に従って，成績評価，単位認定，修了認定が適切に実施され

ているか。 

 
【観点に係る状況】 
香川大学・愛媛大学連合法務研究科では，成績評価方法について，期末試験・中間テスト・レポートの結果，

授業中の発言，出席の状況など評価の基準となる要素を具体的に示し，要素ごとの配点をシラバスにおいて予め

公表することとしている。また，期末試験と平常点との割合について標準的な評価比率を定めており，法的知識

の修得が重要となる基礎科目群等においては期末試験の比率を高めに，双方向・多方向による質疑・議論等が重

要となる基幹科目群等については，平常点の比率を高めに設定し，科目の性質に応じた適正な評価がなされるよ

う工夫している。以上の標準的な評価比率は，シラバスの「成績評価基準」項目において，各授業科目の性質に

即した，より具体的な評価方法・配点比率として明示され，学生に周知されている。なお，期末試験は氏名を記

入させず学籍番号のみを記入させ，試験の成績評価について公平性を確保するように配慮している。また，随時，

シラバスないし前もって示された方法に従い，論点の整理等を内容とするレポートも義務付けられる。 
正当な理由なく授業の３分の１以上を欠席した場合は単位を不認定とし，この取扱いは，授業担当者があらか

じめシラバスに掲載し，学生に周知した場合に行えることとする明確な統一基準を設け，平成 18 年度から適用

している。 
成績評価の各ランクにおける具体的な人数の分布については，担当教員ごとに評価の大きなばらつきが出るこ

とを避け，かつ，学生に対する甘い評価とならないよう，秀を全履修者の 5％以内，秀及び優以上の合計を全履

修者のおおむね25%以内とする基準を設け，これを修学案内に明示し，厳正な成績評価がなされるようにしてい

る（資料5-11-2-1）。  
 なお，秀及び優（旧履修要項の場合はＡ＋，Ａ及びＢ＋）の合計は，修学案内記載のとおり「おおむね」の数

値であり，実質的に厳格かつ適正な能力判定結果となるよう，各授業担当教員において適切な運用を行うことで



 

-85- 

 

全体の意思統一を図っている。また，成績評価方法については，絶対評価と相対評価の組み合わせの問題など検

討すべき事項があり，厳正な成績評価に必要と考えられる課題については，定例ＦＤ研究会で継続的な検討を加

え，教員間における共通認識の形成を図っている。 
 さらに，成績評価の厳正さを確保するため，複数の教員が担当する一部授業科目（「民法Ⅰ」，「民事法演習Ⅳ」

など）では，期末試験の作成・採点なども複数の教員で行っている。 
 
資料5-11-2-1 厳正な成績評価の具体的な方法等 
 成績評価は，以下のような方法により行われる。 
 １）多元的・客観的評価 
 成績評価基準は多元的なものとし，基準となる要素（例えば期末試験・中間テスト・レポートの結果，授業中

の発言，出席の程度など）ごとの配点を，シラバスで予め公表する。 
 基礎科目群，基礎法学・隣接科目群及び展開・先端科目群の授業科目等，演習形式によらない授業科目では，

評価に占める期末試験の比率は５０ ～６０ ％を標準とし，中間テスト・レポート等日常の学習の評価を，残り

の比率４０ ～５０ ％で行う。 
 演習形式による基幹科目群の授業科目及び実務基礎科目群の多くの授業科目では，日常の学習の評価の比率を

さらに高め，６０ ％以上を標準とする。 
 
 ２）成績評価の表示・割合 
 担当教員ごとに評価の大きなばらつきが出ることを避けるために，秀を全履修者の５％以内，秀及び優の合計

を全履修者のおおむね２５％以内とする。 
 
３）評価の厳正さの確保 
一部の授業科目は，期末テストの作成・採点などを複数の教員が担当する。 
他の授業科目においても，期末試験の採点は，学生の学籍番号・氏名を特定できない措置を施して行う。また，

成績評価が厳正に行われているかを定期的に点検する。 
 
（出典：履修要項（平成19年度入学生適用）より） 
 
地域マネジメント研究科では，それぞれの学期の最後の１週間を期末試験週間と定め，期末試験を実施してい

る。その結果とシラバスに記載されている成績評価基準に従って，それぞれの授業科目の単位認定が行われ，そ

の結果は研究科長に報告されている。研究科長はその報告から問題と思われる評価があれば，調査を行うが，こ

れまでのところそのような案件は出ていない。修了認定は，年度末の教授会において学務係から提出された学生

の成績表を基に決定される。 
 
【分析結果とその根拠理由】 
以下の理由から，成績評価基準や卒業認定基準に従って，成績評価，単位認定，卒業認定が適切に実施されて

いるといえる。 
・ 標準的な成績評価比率を定め，シラバス等で公表することで，客観性を担保している。また，修了認定では事

務担当者と教員がミスをチェックできる体制になっており，適切に実施されていると判断できる。 
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・ 成績評価のばらつきを避けるために，秀を全履修者の 5％以内，秀及び優の合計を全履修者のおおむね 25%
以内とする基準を設けるなど，厳格な成績評価に努めている。 

・定例ＦＤ研究会で継続的な検討を加え，教員間における共通認識の形成を図っている。 
 
観点５－11－３： 成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられているか。 

 
【観点に係る状況】 
香川大学・愛媛大学連合法務研究科では，学生が当該年度に受講した科目の成績評価については，前期・後期

の各期末に事務部を通じて当該学生にその結果が通知される。なお，科目ごとの期末試験の成績評価基準につい

ては，成績通知後２日以内に採点基準を明らかにしたものを学生に公表することとしており，文書の掲示やTKC
を利用しての掲示によって学生に告知されている。成績評価に疑義のある学生のために成績に関する疑義照会制

度を設けている。 
 地域マネジメント研究科でも，学生からの成績照会について所定の手続を決めており，学生が成績評価及び単

位認定に不満がある場合，学務係を通じて担当教員に調査依頼を申し出ることができる。学生から申し出を受け

た教員は速やかに調査した結果を学生に通知することにしている。 
 
【分析結果とその根拠理由】 
以下の理由から，成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられているといえる。 

・成績通知後，採点基準を明らかにしたものを学生に公表している。 
・成績評価に疑義のある学生のために成績に関する疑義照会制度を設けている。 
 
（２）優れた点及び改善を要する点 
【優れた点】 
＜専門職大学院課程＞ 
 両研究科とも，教育目的及び授与される学位に照らして，適切な教育課程及び教育方法が確立しており，優れ

た教育指導体制が用意されている。 
 少人数教育が徹底され，科目の特性に応じた授業方式が採用されている。 
 教育方法等に関しては，シラバス，TKC等を通じて学生に周知されており，厳格な成績評価が実施されている。 
 学生の授業評価のみならず，外部評価機関による多段階チェックがなされており，その教育水準が維持される

ようになっている。 
 
【改善を要する点】 
＜専門職大学院課程＞ 
香川大学・愛媛大学連合法務研究科の第三者認証評価において，若干の教員が，その担当科目について研究業

績との関係で科目適合性を欠くと指摘されている。追評価までに研究支援体制を整え，必要な研究業績を出せる

よう支援するか，教員の補充，差替えを行うなど，適切な対応をする必要がある。 
 
（３）基準５の自己評価の概要 
＜専門職大学院課程＞ 
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 両研究科とも，それぞれの教育特性に応じた教育科目を設置し，教育内容についても工夫が加えられ，その周

知等についても徹底している。教育の目的や授与される学位に照らして，教育課程が体系的に編成されており，

目的とする職業分野における期待に十分応えるものになっている。 
 授業内容についても，その教育内容に適した授業方法が適切に組み合わされ，少人数教育，対話型授業，ITや

各種メディアを活用した適切な学習のための工夫と単位の実質化への配慮も十分なされている。 
 教育水準を維持，発展させるため，学生による授業評価はもちろん，外部委員による評価も積極的に取り入れ，

充実した教育内容の実現を図っている。 
 研究の成果の教育への反映もおおむね適切になされているが，香川大学・愛媛大学連合法務研究科の若干の教

員につき，第三者認証評価に際して科目適合性を欠く旨の指摘を受けているので，今後適切に対応する必要があ

る。 
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基準６ 教育の成果 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点６－１－１： 大学として，その目的に沿った形で，教養教育，専門教育等において，課程に応じて，学

生が身に付ける学力，資質・能力や養成しようとする人材像等についての方針が明らかにさ

れており，その達成状況を検証・評価するための適切な取組が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の理念は，「世界水準の教育研究活動により，創造的で人間性豊かな専門職業人・研究者を養成し，地域社

会をリードするとともに共生社会の実現に貢献する」ことであり，教育目標は，「豊かな人間性と高い倫理性の上

に，幅広い基礎力と高度な専門知識に支えられた課題探求能力をそなえ，国際的に活動できる人材を育成する」

ことであり，これは本学ウェブサイト等で公表している。また，香川大学の教育理念と教育目標について，また

それに基づく全学共通科目の目標については，『香川大学全学共通科目修学案内』の「［１］教養教育の意義」（1-2

頁）において明示し，学生及び全教職員に周知している（資料6-1-1-1）。 

 

資料6-1-1-1 全学共通科目の目標 

(1) 多元的視野に立って現代社会が直面する重要な課題を発見・設定する能力の育成  

(2) 学問のすそ野を広げ，課題に対する学際的アプローチの存在を認識し，その中で自分が得意とする専門的 

 知識技能分野は何かを選択できる能力の育成  

(3) 実践的体験的に課題を解決する基礎として，実験実習やフィールドワークに対する興味の涵養  

(4) 教員と学生間の交流や情報機器等の利用による情報収集・分析・プレゼンテーション能力など課題探求に 

 必要な大学生としてのミニマム・エッセンシャルズへのガイダンス 

(5) 国際化時代のミニマム・エッセンシャルズとしての外国語によるコミュニケーション能力の育成 

 

『平成１９年度香川大学全学共通科目修学案内』1～2頁参照 

 

各学部，研究科とも，本学の教育目標を踏まえ，各学部の教育理念，教育目標，求める学生像等を設定し，入

試要項，修学案内，ウェブサイト等で公表している。学科が設定されている学部においては，さらに学科ごとに

教育理念，目標を定め，それに基づいた教育指導を行っている。 

 

資料6-1-1-2 各学部の教育目的・目標等 

教育学部 

（教育目標） 

人間の発達・形成に関する教育研究を基礎に，教育に関する総合的な教育研究を行い，教

育実践力を有する学校教育教員及び広く教育界で活躍できる人材を養成する 

法学部（教育目標） 自由で民主主義的な社会を支える主体性をもった公共的市民を育てること 

経済学部 経済社会に積極的に参画し，地域に根ざしながら世界と連携し共生する， 進取の気性に富
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（教育目標） んだ経済人の育成 

医学部 

（基本理念） 

１ 世界に通ずる医学及び看護学の教育研究を目指す。 

２ 人間性の豊かな医療人並びに医学及び看護学の研究者を養成する。 

３ 医学及び看護学の進歩並びに人類の福祉に貢献すると共に地域医療の充実発展に寄与

する。 

工学部 

（創設理念） 

個性豊かな人間とその生活を取り巻く自然に焦点をあて，人間と自然が調和共生できる科

学技術の創造により，協調と調和の21世紀を切り拓く新しい工学の教育研究を行（う）。

（工学部）安全シ

ステム建設工学科 

自然と共生する安全で豊かな社会システムを構想・構築し，安全安心，生活文化，空間快

適性などの質的価値の高い住及び都市・田園空間を創出，再生できる技術者の育成 

農学部（教育目標） 生物のもつ多様な機能や生物資源の有用性について科学的理解を深め，食料の生産と生物

資源の利活用に役立てる教育を行い，社会に貢献する人材を養成する。 

地域マネジメント

研究科（養成する

人材像） 

A 地域企業の創造的変革を先導する「ビジネス・リーダー」 

（経営リーダー，営業リーダー，マーケティング・リーダー） 

B ベンチャー振興など地域フロンティアを実践する「ビジネス・イノベーター」 

C 全国企業の新たな地域展開を担う「ビジネス・プロフェッショナル」 

D 行政部門の有効な地域戦略を立案する「パブリック・プロフェッショナル」 

香川大学・愛媛大

学連合法務研究科

（求める法曹像） 

(1) 親身に地域住民の生活を支える法曹 

(2) 地域経済活動を支える法曹 

(3) 国際的視野で環境保全を推進する法曹 

 

達成状況を検証・評価するため，各学部，研究科とも，学生による授業評価を実施し，自己評価・点検委員会

等において分析，検討している。大学教育開発センターでは，授業評価結果を踏まえ，調査研究部と外国語教育

部が中心となって，全体的な達成状況を検証し，今後のカリキュラム編成に活かしている。また，その他の部局

においても，教務委員会で全体的なカリキュラムの再編成に活用するほか，各教員へフィードバックするなど，

評価結果を活用している。また，いくつかの部局では，自己点検結果について外部評価機関の評価を受けるなど，

より多面的，客観的な分析を受けるようにしている（別添資料6-1-1-3）。 

また，平成１８年度には，中期目標に基づき，最近７年間の卒業生とその就職先企業にアンケートを実施し，

教育成果の全体的評価を得る試みを全学規模で実施した（別添資料6-1-1-4，6-1-1-5）。 

医学部では，全国で実施される共用試験に参加し，これに合格することを臨床実習に入るための必要不可欠事

項とすることで達成状況が客観的に把握できている。 

地域マネジメント研究科では，卒業時のプロジェクト研究を公表することで，教育成果を客観的に把握できる

よう努めている。 

 

別添資料6-1-1-3  連合法務研究科：自己点検・評価報告書(平成19年6月20日)に関する外部評価意見書（平

成19年10月） 
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別添資料6-1-1-4 『卒業生等による大学教育評価報告書』2006年10月 

別添資料6-1-1-5 『香川大学教育研究』第４号p.1～73 

 

【分析結果とその根拠理由】 

上記のとおり，本学の教育目標は明らかにされており，各学部，研究科とも，学生の授業評価を中心として，

自己評価・点検委員会あるいは教務委員会により，その達成状況を検証・評価するための取組が行われているも

のといえる。また，その検証結果についても取りまとめられ，公表されている。 

さらに，いくつかの部局では，外部評価あるいは全国的な共用試験等を通じて客観的な評価の把握に努めてい

る。 

 

観点６－１－２： 各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付ける学力や資質・能力について，単位修

得，進級，卒業（修了）の状況，資格取得の状況等から，あるいは卒業（学位）論文等の内

容・水準から判断して，教育の成果や効果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 

 学部によってばらつきがあるが，概ね８０％以上の学生が正規の年限で卒業するなど，一定の教育成果を上げ

ていると思われる。特に医学部，農学部，法学部で正規年限による卒業率が高い。いくつかの学部では，原級留

置（留年）制度を設け，成績不振学生の把握，指導の重点化を図っている。一方，香川大学独自の制度として，

成績優秀者に対する「香川大学特待生（学業）制度」を設け，学業，人物共に優れた有為な人材を育成するとと

もに学生支援の充実と活性化を図っている（資料 6-1-2-1）。また，各学部独自の表彰制度として，医学部では，

学業成績・人格ともに優秀，あるいは校名の高揚に著しく貢献があった卒業生に対して砂田賞を，大学院修了生

に対して西田賞を授与するなどしている。 

 

資料6-1-2-1 香川大学特待生(学業)制度 

1.特待生の資格         学部長又は研究科長が推薦する学業成績及び人物共に特に優れていると認められる  

           学生(ただし，1年次の学生を除く。)   

2.特待生の人数          

           1 学部学生  各学部に各学年2人(全学で40人) 

           2 大学院学生  

             各研究科(ただし，医学系研究科及び工学研究科は課程ごと。)に，2年次〜修了年次まで 

             の学生数が，1人〜50人の場合は1人，51人以上の場合は，50人ごとに1人増(全学で16人) 

           3 学部長又は研究科長が特に推薦する学生(若干人)  

3.待 遇         

      1 当該年度の後期の授業料の全額(267,900円)，  

             ただし，夜間主の学生は133，950円，香川大学・愛媛大学連合法務研究科の学生は402,000円)

を免除する。  

           2学長表彰を行う  

4.免除実施可能額  授業料収入予定額の0.5%以内 
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 その結果，例えば工学部・工学研究科では，卒業（学位）論文の研究をベースにした学術論文や口頭発表等に

おいて，平成17年度に12名，18年度に15名の学生が学会賞やベストプレゼンテーション賞等を受賞している。 

 専門職大学院でも，地域マネジメント研究科では，ほぼ全員が正規年限で修了している。香川大学・愛媛大学

連合法務研究科は特に厳格な成績評価を求められていることもあり，１期生 30 名中正規年限で修了したのは 20

名にとどまっているが，修了生については十分な成果が上がっていると認められる。 

資格取得の状況については，医学部で，平成 19 年度の医師国家試験の合格率が93.1％で全国医科大学（医学

部）の19位，また看護師国家試験，保健師国家試験の合格率は各 9々8.3％，100％の合格率であり，全国4年制

大学で38位の成績を上げている。教育学部における教員養成課程では，全員が教員免許状を取得しており，また

教育研究科臨床心理士専攻では，臨床心理士国家試験において高い合格率を得ている。農学部でも，多くの学生

が食品衛生管理者の受験資格などを得ている。工学部でも技術士補（１次），初級システム・アドミニストレータ，

基本情報技術者，ソフトウェア開発技術者，マルチメディア検定（２級），画像処理検定（２級），第３級アマチ

ュア無線技師，ＣＧ－ＡＲＴＳ協会マルチメディア検定エキスパート，危険物取扱者，第一種電気工事士，第二

種電気工事士，火薬類取扱保安責任者などの専門資格を取得している学生がいる（別添資料6-1-2-3）。 

 香川大学・愛媛大学連合法務研究科では，今年度第１期の修了生を送り出し，司法試験において９名が受験，

３名が最終合格した。これは卒業後５年間３回の受験で合格することを求められている試験であり，成果を量る

には今しばらく時間が必要である。 

その他，社会科学系の学部では，法学検定，経済学検定，簿記検定などについて単位認定制度を設け，積極的

な資格取得を支援する体制を整えている（資料6-1-2-4）。 

 

資料6-1-2-4 法学検定試験結果 

2007年度 

2級 7名受験 合格者０名  合格率 ０％    

3級 64名受験 45名合格  合格率 70.313   ％  

4級 84名受験 69名合格  合格率   80.952％   

2006年度 

2級 4名受験 1名合格（当時3回生） 合格率25%  

3級 84名受験 56名合格      合格率66.7％  

4級 76名受験 64名合格      合格率84.2％ 

 

 多くの学部で卒論は必須とされているが，さらに優秀な者には発表の機会を与える，論文要旨集を刊行するな

ど，その水準を高める工夫を凝らしている。その結果，経済学部では日銀グランプリ優秀賞，日経ストックリー

グ入賞など，学生の研究プロジェクトが外部で評価，表彰されるようになった（別添資料6-1-2-5，資料6-1-2-6）。 

 

別添資料6-1-2-3 工学部各種資格試験合格調べ（平成20年） 

別添資料6-1-2-5 日本銀行ウェブサイト（http://www.boj.or.jp/type/release/zuiji_new/grand0612a.htm） 

別添資料6-1-2-6 日経STOCKリーグの表彰記録（http://manabow.com/sl/concept/award.html） 
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別添資料6-1-2-7 各学年別・入学者別学生数調（医学科）（様式） 

別添資料6-1-2-8 各学年別・入学者別学生数調（看護学科）（様式） 

別添資料6-1-2-9 医師国家試験合格状況 

別添資料6-1-2-10 工学部 進級状況等のデータ（教授会資料：１年留置，２年留置，退学者，卒業判定資料） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 本学卒業生・修了生の多くは十分な学力･資質･能力を身に付けており，教育の成果があがっていると評価する

ことができる。 

 一部の学部，研究科を除き，ほとんどの学生が正規の期間で卒業しており，留年率や成績分布などから見て，

成績不良者の割合も低い。ただし，ほとんどが秀ないし優の成績評価を受けているという学部においては，厳格

で適正な成績評価の実施の観点から問題がないとはいえない。 

 教員免許，医師・看護師・保健師等の国家試験の合格率等，資格取得状況から見ても，教育の成果は得られて

いると概ね評価できる。 

 特に医学部においては，高い国家試験合格率を示しており，教育の成果が十分に上がっていると認められる。 

法学部，経済学部など，社会科学系の学部，研究科では，これまで資格取得などで組織的な取組がなされていな

かったか，十分でなかったと思われるところもあるが，単位認定制度を導入するなど，資格取得の支援のための

取組みを開始しており，今後成果がでるものと期待できる。 

なお，全学的な資格取得状況について，さらなる情報収集体制の拡充が望まれる。 

 

観点６－１－３： 授業評価等，学生からの意見聴取の結果から判断して，教育の成果や効果が上がっている

か。 

 

【観点に係る状況】 

各学部とも，学生による授業評価アンケートを実施している。その中から，授業の到達目標の達成度，総合的

満足度などの項目を分析すると，概ね高い満足度が示されており，一定の成果ないしは教育効果が上がっている

ことがうかがえる。特に教育学部においては，満足度が全科目平均で3.9近くの数値を得ており，極めて高い成

果を得ていると言える。 

比較的低い学部でも，平均値は3を超しており，概ね上昇傾向を示しているので，全体的な教育の成果も向上

していると考えられる。 

ただし，特に大人数教育では満足度が低く，少人数教育において高い満足度を示す傾向があり，今後の教育の

あり方を示すものといえる（別添資料6-1-3-1）。 

 

別添資料6-1-3-1 学生による授業評価報告書（平成１７年度及び１８年度全学共通科目） 

「香川大学におけるTOEICテストの分析（2005-2006年度）」 

（『香川大学教育研究』第4号40～52頁）（資料26） 

                工学部授業評価方法（説明，グラフ2005年度，2006年度実績） 

 

【分析結果とその根拠理由】  

上記のとおり，授業評価アンケートの結果からは，学生による満足度は概ね高く，本学の意図する教育は一定
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以上の成果を上げたものと判断される。特に少人数教育における満足度は高く，大人数教育では低いことから，

より一層のきめ細やかな教育を実施することが求められていると思われる。 

 

観点６－１－４： 教育の目的で意図している養成しようとする人材像等について，就職や進学といった卒業

（修了）後の進路の状況等の実績や成果について定量的な面も含めて判断して，教育の成果

や効果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 

 各学部とも，概ね95％を超える就職率を達成しており，就職支援センターの集計では，この数字は年々向上し

つつある。特に教育学部は97％と高い就職率を示している（資料6-1-4-1）。 

 また，近年の全国的な傾向を反映して，理系のみならず文系においても大学院への進学率が高まっている。 

 なお，特に社会科学系（法学部，経済学部）において，統計上進学も就職もしていない者が相当数にのぼって

いるが，これは公務員試験受験を継続する者が相当数含まれる。このため，進路確定率は若干低いが，進路把握

率は高い水準にあるといえる。 

 

資料6-1-4-1 卒業者就職状況等(平成19年５月１日現在) 

区分 教育学部 法学部 経済学部 医学部 工学部 農学部 計 

卒業者 211 222 397 158 267 171 1,426

進学者 28 26 8 4 107 63 766

就職希望者 171 150 344 154 157 99 1,075

就職者数 168 144 327 145 148 96 1,028

就職率 98.2 96 95.1 94.2 94.3 97 95.6

進路確定率 92.9 76.6 84.4 94.3 95.5 93.0 88.6

進路把握率 100 96.4 97.2 99.4 100 100 98.6

 

 研究科においても，修士課程（前期博士課程）在籍者の進路確定率は，非常に高く，ほぼ 100％に近いものが

ある。後期博士課程に関してはやや数値が下がる（工学研究科）が，これは全国的な傾向であり，本学が特に低

いということではないようである。 

 各学部における就職先の把握は，まちまちであるが，農学部は食品，医薬品業界，経済学部は金融，保険業，

法学部は金融業，公務員のほか，法科大学院への進学率が高くなりつつあり，卒業生の多くはその受講した教育

内容と関連の深い業種に就職する傾向が強い（別添資料6-1-4-2）。 

  

別添資料6-1-4-2 平成１９年３月卒業者就職状況 

別添資料6-1-4-3 卒業者の進路確定率等の表 

別添資料6-1-4-4 進路図（円グラフ） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 就職率の高さは，教育の質の高さ，成果を一定程度表している。特に教育内容と関連の深い業種への就職が多

いということは，本学の教育が一定程度以上の成果を上げている証左と言えよう。また，大学院課程への進学希
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望が増えてきているなか，進学率が各学部とも上昇していることは，本学の専門教育が一定の成果を上げてきて

いる証左ということができる。 

 一方，社会科学系の学部については公務員試験や資格試験受験等のための浪人が相当数いるため進路確定率は

若干低いが，それらの学生も含め，進路把握率は高く，問題とするほどのことではない。 

 なお，より正確な成果の把握のためには，卒業生の進路について，全体の就職率，進路確定率だけでなく，就

職先企業の規模，業態など，よりきめ細やかな定量的，継続的調査が必要である。 

 

観点６－１－５： 卒業（修了）生や，就職先等の関係者からの意見聴取の結果から判断して，教育の成果や

効果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学では，平成18年に全学教務委員会ワーキンググループにおいて，過去７年間の卒業生及び就職先企業への

アンケート調査を実施した（別添資料6-1-5-1）（以下同報告書参照）。 

 そこでは，卒業生に対して教育への満足度，現在の仕事への貢献度などを，また，企業に対しては，卒業生の

評価などの回答を得た。ただし，全体的に回答率は低く，今後一層精度を上げた継続調査が望まれるところであ

る。 

 基本的には，卒業生，就職先企業とも一定の評価を得ていると考えてよい。特に社会科学系の学部においては，

教育内容と社会で要請される資質の向上とが適応しているようで，比較的高い評価を得ている。農学部は比較的

消極的な評価の方が多かったようである。一方，大学院課程における教育に対しては，好意的な評価がほとんど

であった。専門性の高まりとともに満足度が向上するとも言えるが，母数が少ないため，あまり参考にできない

可能性もある。 

卒業生からの意見としては， 

 ①教養教育と専門教育のつながりへの不満が大きい。 

 ②学生の能力に応じた英語教育の工夫。学生の能力を考慮に入れた授業をやってほしいという要望が多い。 

 ③コミュニケーション能力の修得。実際にコミュニケーション能力が身につく授業をやってほしい。 

というものが多くみられる。  

 工学部や医学部，教育学部では，継続的に担当者等との懇談，意見交換の機会を設けており，その際にも卒業

生についての評価を得ている。概ねまじめで熱心との評価であり，好意的な感触を得ている（別添資料

6-1-5-2,6-1-5-3）。 

企業からは（学部を指定してはいない），学生が大学時代に身につけておくべき能力として，「コミュニケーシ

ョン能力」，「積極性・行動力」，「規律・マナー・ルールを守る力」を挙げるところが多く，「専門知識・技能」は

少なかった。 

 

別添資料6-1-5-1 :卒業生等による大学教育評価報告書 平成19年3月 香川大学 

別添資料6-1-5-2：平成１８年度香川大学医学部関連教育病院運営協議会議事要旨 

別添資料6-1-5-3：平成１８年度地域看護学実習報告会について（報告） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 就職先の関係者から事情を聞く範囲では，本学出身者は，様々な場面で活躍している。特に，大規模大学の卒
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業生と比べても，知識量などの学力の差は小さく，積極性や文理融合の理念を基に物事をマネジメントする能力

が備わっているとの評価を受けている。これも少人数で基礎から学ぶ，本学の理念と方針が浸透してきた結果と

判断できる。 

 卒業生及び就職先に対するアンケートは今回初めて実施したところで，回収率も低いので，この点の改善が必

要であるが，その中でも読み取れた傾向はあるので，改善に向けて活用していきたい。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

進路確定率が高く，社会に有為な人材を供給するという本学の使命は果たされていると評価できる。特に，教

育内容と関係の深い業種への就職が目立ち，教育の成果が目に見える形で世に出ていると言える。 

医学部や教育学部など，教育成果として国家試験合格（医師，看護師，保健師）や教員免許の取得などが求め

られる学部では，基礎的教育に力を入れ，極めて高い合格率を得ている。 

また，単なる専門知識だけでなく，豊かな人間性を身につけるための教育を実施しており，そのことが就職後

の企業からの高い評価につながっている。 

全学的な取組として，卒業生や就職先企業へのアンケートを実施し，教育成果の客観的把握に努めようとして

いる。 

 

【改善を要する点】 

 卒業生及び就職先企業へのアンケートについては，全般的な回答率が低く全学レベルで卒業後の追跡調査が十

分とはいえない。卒業生の組織化も含め，調査，検証体制を整え，継続的に調査・検証し，教育にフィードバッ

クする必要がある。 

 また，卒業生のアンケート結果から把握できた以下の点について，授業改善を図っていく必要がある。 

  ①教養教育と専門教育のつながりへの不満が大きい。 

  ②学生の能力に応じた英語教育の工夫。学生の能力を考慮に入れた授業をやってほしいという要望が多い。 

  ③コミュニケーション能力の修得。実際にコミュニケーション能力が身につく授業をやってほしい。 

 特に，コミュニケーション能力については，企業からも求められており，実質的に学生のコミュニケーション

能力を高めるべく改善を図っていく必要がある。 

 全学的な取組は必ずしも十分とはいえない状況にある。各部局の状況も含め，全学的視野に立った情報の集積，

分析体制を早急に充実する必要がある。 

 

（３）基準６の自己評価の概要 

各学部とも，教育目標，人物像などを定め，公表しており，それに沿った教育を展開していると言える。 

また，授業アンケートなどから，ここの講義に対する学生の満足度はある程度のレベルに達していると思われ

るが，教育全体の評価となると，卒業生や就職先企業からの回答が十分ではないので，必ずしも十分な検証がな

されているとは言えない。この点，卒業生を組織化し，継続調査を可能にする体制作りが急がれる。また，就職

先企業に対する調査も継続的，組織的に実施する必要がある。 

さらに問題なのは，これらの取組の多くが学部レベルのものにとどまっており，全学的な体制作りが遅れてい
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ると思われる点である。昨年ようやく全学教務委員会による卒業生らに対する大規模なアンケート調査が実施さ

れたようであるが，これを全学規模で継続的に実施分析する体制作りが必要である。 

 個別の観点では，社会科学系の学部における卒業生の進路確定率が他の学部に比べると低いようである。今後

進路指導等の見直しを通じてさらに向上させる必要がある。 
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基準７ 学生支援等 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点７－１－１： 授業科目や専門，専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

全学共通の取組として，新入生に対し，入学式後，学部別ガイダンス（約１Ｈ），全学共通科目ガイダンス

（約１日），専門ガイダンス他クラス別及びコース別ガイダンス（約１日）を実施している。全学共通科目ガ

イダンスでは，全学共通教育の目的や教養教育と専門教育との係わりを説明するとともに，主題科目や教養ゼ

ミナールの選択の仕方，外国語科目の履修方法などを説明している。また，授業が始まる前に，履修に関する

様々な質問や相談に応じる日（「修学相談」）をもうけ，新入生がスムースに大学の勉学を始められるよう，工

夫している。平成１９年度には，『全学共通科目修学案内』（別添資料 7-1-1-1）とは別に，全学共通教育につ

いて全般的にコンパクトに説明したパンフレットを作成し，ガイダンスに使用した。 

上記の全学共通の取組以外に，学部ごとに以下のようなガイダンスを実施している。 

 

資料7-1-1-2 部局毎のガイダンス実施状況 

部局 実施内容 

教育学部 

 

年次開始時期に，コース・領域ガイダンス，及び指導教員ごとガイダン

スを実施している。 

法学部 ２０名前後のグループに分かれて懇談会，ガイダンスを実施している。

経済学部 新入生懇談会の開催，年次開始時期に加えて９月に後期履修ガイダンス

医学部 年次開始時期に授業科目ガイダンスを実施している。 

工学部 年次開始時期に授業科目ガイダンスを実施している。 

農学部 教員のみならず，学部上級生や大学院生からもアドバイスを受ける機会

を設けている。学生３０名に教員２名がアドバイザーになっている。 

地域マネジメント研究科 社会人に配慮して，入学式前の土曜日か日曜日に，科目履修関係のガイ

ダンスを実施。アカデミックアドバイザー制度 

香川大学・愛媛大学連合法

務研究科 

年次開始時期に，授業科目，専攻の選択，標準履修モデルに関してガイ

ダンスを行っている。 

 

別添資料7-1-1-1 平成１９年度 全学共通科目修学案内 

 

【分析結果とその根拠理由】 

全学共通のガイダンスに加えて，全ての学部，大学院において，新入生及び在学生に対するガイダンスを実施

しており，専門や専攻の選択に関するアドバイスを行っている。さらに，部局の特性に応じて，年次開始時のみ

ならず後期開始時にも行ったり，あるいは，社会人に配慮して土曜日か日曜日に実施したりするなど，学生ニー

ズに柔軟に対応している。さらに，教員のみならず，上級生や大学院生からアドバイスを受ける機会を設けてい
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る部局も存在する。 

 

観点７－１－２： 学習相談，助言（例えば，オフィスアワーの設定，電子メールの活用，担任制等が考えら

れる。）が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

学士課程，大学院課程を含む全ての部局で，学習相談や助言の実施体制としてオフィスアワーを導入している。 

また，オフィスアワー以外の相談や助言を可能にするために，全ての部局において電子メールや電話番号を，

シラバス又は修学案内に記載している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

基本的に全ての部局でオフィスアワーを導入しているが，各部局の学生状況に応じて，時間帯の周知の仕方に

柔軟性をもたせている。例えば，社会人を対象にして平日夜間開講している地域マネジメント研究科では，学生

の時間的制約が厳しいことから，特定時間帯をシラバスや修学案内に記載せずに，学生の事情に応じて個別対応

している。 

 

観点７－１－３： 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されているか。 

 

【観点に係る状況】 

全学生を対象にした全学共通教育に関しては，修学支援グループが日常的に窓口で丁寧な学生対応に当たり，

履修・学習・試験等に関する相談や要望を具体的に把握している。そこで把握したニーズは大学教育開発センタ

ー教職員会議や各種委員会において適宜報告され，教員も加わって対応策を検討し，必要に応じて制度の整備や

変更に活用する仕組みが完成している。また，毎年１０月に新入生向けに「補習授業」のニーズについてのアン

ケート調査（別添資料 7-1-3-1）を行い，その必要性を把握することに努め，その分析を香川大学教育研究に報

告している。さらに各部局ごとに，以下のような特徴的取組を実施している（資料7-1-3-2）。 

 

資料7-1-3-2 学習支援のニーズ把握に関する各部局の取組 

部局 実施内容 

教育学部 指導教員による把握 

法学部 演習担当教員，懇談会，学務第一係職員が教務委員会に出席 

経済学部 授業評価アンケートの自由記述欄，学部長への質問箱，ハローボックス

医学部 医学部学生会及び各学年代表と学務委員会委員との懇談会，授業評価ア

ンケートの自由記述欄での学生ニーズの把握，必要に応じてチューター

を入れる。 

工学部 キャンパスアドバイザー教員の配置，新入生合宿研修の実施，目安箱の

設置，授業評価アンケートの活用 

農学部 アドバイザー教員，ウェブサイト，上級生によるガイダンス等多面的に

学生ニーズを把握するシステム，学部長と学生との定期的な懇談会の開
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催，授業評価アンケート 

地域マネジメント研究科 

 

学生側の院生協議会と教員側の学生関係委員会との間での定期的意見

公開会の開催 

香川大学・愛媛大学連合法

務研究科 

指導教員による学生面談を実施し，それをＦＤで報告 

 

別添資料7-1-3-1 補習授業のニーズについてのアンケート調査 

 

【分析結果とその根拠理由】 

アドバイザー等の教員担任制度，学部長への質問箱や目安箱の設置，授業評価アンケートでの自由記述など，

各部局の特性に応じた多面的な方法で学生ニーズの把握に努めている。 

 

観点７－１－４： 通信教育を行う課程を置いている場合には，そのための学習支援，教育相談が適切に行わ

れているか。 

 

【観点に係る状況】 

  該当なし 

 

【分析結果とその根拠理由】 

   該当なし 

 

観点７－１－５： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，社会人学生，障害のある

学生等が考えられる。）への学習支援を適切に行うことのできる状況にあるか。また，必要に

応じて学習支援が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

留学生センターでは，全学を対象にした留学生を対象に以下のことを実施している。 

・新入留学生に対して，学部学生とは別に履修ガイダンスを実施。 

・留学生に対して，国際交流スペースを設け，パソコン等学習機器を設置。 

さらに，各部局の特性に応じて，特別な支援が必要と考えられる者に対しては，以下の学習支援を行っている。 

 

資料7-1-5-1 特別な支援が必要と考えられる者への学習支援 

部局 実施内容 

教育学部 国際交流委員会を中心に留学生への対応を行っており，新規留学生１人

に対して，指導教員１名，同国からの留学生１名，さらに日本人チュー

ター１名を配置している。 

法学部 

 

留学生１人に対して１名のチューター配置。社会人には，平日夜間・休

日の講義と資料室の夜間開講 
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経済学部 留学生指導の教員として，留学生委員を配置。必要に応じてチューター

を配置 

医学部 学生相談員，指導教員，保健管理センター医学部分室，学務事務職員と

の連携 

工学部 日本人学生をチューターとして採用し，日本語学習他の学習支援。社会

人学生に対しては休日・夜間の開講 

農学部 留学生担当教員，国際交流委員会委員，学生チューター，学生ボランテ

ィアによる留学生支援体制。留学生用特別講義として，学部レベルで科

学技術日本語と日本事情（各２単位），大学院レベルで，アジア・アフ

リカ・環太平洋園芸食品環境科学特別コースを設置。また，学部内に国

際交流室を設置。社会人学生用への支援としては，休日・平日夜間の指

導，休日・夜間のオフィスアワーの設置 

地域マネジメント研究科 

 

社会人学生対応の大学院。外国人教員を中心に，留学生への学習支援を

実施 

香川大学・愛媛大学連合法

務研究科 

留学生と社会人学生の受入れはしていない。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

全学的には，留学生センターを中心にした学習支援を行っているが，それに加えて，部局ごとの特性に応じて，

学生チューターや外国人教員を配置したりするなどの細かな学習支援を行っている。 

 

観点７－２－１： 自主的学習環境（例えば，自習室，グループ討論室，情報機器室等が考えられる。）が十分

に整備され，効果的に利用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

全学的学習環境として，大学教育開発センターでは，学生が自主的に学習する場として，外国語自習室と英語

学習システムが利用できるコンピュータ室を，総合情報センター内に設置している。また，総合情報センターの

ＰＣルームには９４台のＰＣ，図書館中央館のメディアプラザには３１台のＰＣが設置されており，レポート執

筆などに利用されている。これ以外に，部局ごとに以下に示すような自習用学習環境を整備している。 

 

資料7-2-1-1 自主的学習環境の部局ごと整備状況一覧 

部局 実施内容 

教育学部 全てのコース，領域において，自習室とグループ討論室を準備 

法学部 独自の自習室や情報機器は整備していない。しかし，学生が申請すれば，

講義室や演習室などが利用可能になっている。 

経済学部 

 

ＰＣルーム４室利用可能。学生用ＰＣを１２７台利用可能（うち，６５

台は２４時間利用可能）。自習室の設置(自習用机を２４座席設置)。無

線ＬＡＮ設置 
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医学部 医学部会館（共同談話室３６席，演習室①１８席，演習室②３２席） 

図書館医学部分館（自由閲覧室６９席，演習室２８席，教育用ＰＣ１７

台），無線ＬＡＮ 

工学部 図書館工学部分館（閲覧席７０席，教育用ＰＣ８台），無線ＬＡＮ，

Advanced Computer Education Center（ACEC）と Basic Computer 

Education Center（BCEC）の設置，授業収録装置の配備，夜間学習スペ

ースの提供 

農学部 図書館農学部分館（閲覧席６４席，教育用ＰＣ８台），学生会館（池戸

会館） 

地域マネジメント研究科 

 

経済研究所内に自習室を設置し，専用机も配置。１５名程度の学生が討

議できる大机を配置 

香川大学・愛媛大学連合法

務研究科 

幸町南２号館に自習室を２部屋設置し，学生全員に専用机を準備してい

る。学生討議室と談話室も設置 

 

【分析結果とその根拠理由】 

建物などの物理的制約から，部局ごとの整備状況にはかなりひらきがある。しかし総じて，自習室や情報機器

は，各部局の学生ニーズや需要の高さに応じて，適切に整備されていると評価できる。特に，２つの専門職大学

院では，いずれも自主的学習環境や経済的支援制度などがかなり整備されている。加えて，財政的制約の中で，

講義室や演習室を利用可能にするなど，経営資源の有効活用に向けた努力も行われている。 

しかし，このように整備した自主的学習環境が果たしてどの程度効果的に利用されているか，まだ評価は行わ

れておらず，今後の検討課題である。 

 

観点７－２－２： 学生のサークル活動や自治活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われて

いるか。 

 

【観点に係る状況】 

課外活動施設は，別添資料7-2-2-1～7-2-2-6のとおりであるが，現在，７２サークルのうち，部室を有してい

ないサークルが８団体あることから，課外活動を円滑に実施するためにも，部室の確保が急がれる。また，教育

学部キャンパス内の武道場には，ダンス室とトレーニング室を１階に，柔道場と剣道場を２階に設けているが，

使用に当たっては，いずれも狭隘であるため，改修・増築等の対応が必要である。 

課外活動（サークル活動）への経済的支援については，別添資料7-2-2-7のとおり，実施しているが，ボート

やヨット等の大型物品の修理等には，多額の経費を要することから，今後，別途の予算措置等の検討が必要であ

る。香川大学学術振興財団勉学奨励事業による支援も，別添資料7-2-2-8のとおり，実施している。 

 平成１８年度から学生の自立的活動を支援するため，学長裁量経費による「学生支援プロジェクト事業」を創

設し，平成１８年度（28 件，9,520,000 円），平成１９年度（25 件，9,025,000 円）の支援を行った（別添資料

7-2-2-9）。 

 学部独自の支援活動については，教育学部の香川大学教育学部学生連合ネットワーク（SUN）に対しては，教育

学部３号館２階の１室を貸与し，自治活動が円滑に行われるよう支援したり，経済学部では学部ゼミナールの協

議会組織で，就職支援グループと協力して就職支援事業をも担っている経済学部ゼミナール連合協議会に対して，
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物心両面（学部長との懇談会，ゼミ連室貸与など）の支援をしたりしている。また，「香川大学生による直島活性

化プロジェクト」として直島に出店している「和cafeぐぅ」に対しても，経済学部として計画時より活動補助費

を出して支援している（別添資料7-2-2-10～7-2-2-13）。 

 

別添資料7-2-2-1 冊子「課外活動サークルガイド」（平成１６年度版～平成１８年度版） 

別添資料7-2-2-2 課外活動団体加入者数 

別添資料7-2-2-3 課外活動団体の活動場所等（平成１６年度～平成１８年度） 

別添資料7-2-2-4 四国地区大学総合体育大会総合得点表（平成１６年度～平成１８年度） 

別添資料7-2-2-5 中・四国国立大学連合演奏会及び連合美術展覧会参加状況（平成１６年度～平成１８年度） 

別添資料7-2-2-6 課外活動施設一覧 

別添資料7-2-2-7 課外活動関係予算 

別添資料7-2-2-8（財）香川大学学術振興財団勉学奨励応募団体一覧（平成１６年度～平成１８年度） 

別添資料7-2-2-9 学生支援プロジェクト事業採択事業一覧（平成１８年度～平成１９年度 

別添資料7-2-2-10 学生便覧の就職支援事業として掲載のゼミ連 

『平成19年度 学生便覧』p.47 

別添資料7-2-2-11 経済学部ウェブサイトに掲載されているゼミ連の就職活動の案内 

「経済学部ゼミナール連合協議会からのお知らせ」 

（www.ec.kagawa-u.ac.jp/gakusei/syusyoku/zemiren/） 

別添資料7-2-2-12 経済学部ウェブサイトに掲載されているH18・19年度の学部プロジェクト 

「平成18年度学部長裁量経費による学部プロジェクト」 

（www.ec.kagawa-u.ac.jp/project/gakubu_project06.html） 

別添資料7-2-2-13 「平成19年度学部長裁量経費による学部プロジェクト」 

（www.ec.kagawa-u.ac.jp/project/gakubu_project07.html） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学生のサークル活動（課外活動）への経済的支援については，限られた予算の範囲内において，適切に実施し

ているが，予算的には十分とは言えない。課外活動施設の整備については，関係部署と協議し，対応する予定で

ある。 

 

観点７－３－１： 学生の健康相談，生活相談，進路相談，各種ハラスメントの相談等のために，必要な相談・

助言体制（例えば，保健センター，学生相談室，就職支援室の設置等が考えられる。）が整備

され，機能しているか。 

 

【観点に係る状況】 

 全学学生を対象にした心と体の健康相談は保健管理センターが行っている。保健管理センターでは，医師，保

健師及び臨床心理士の資格を持つカウンセラーが，心と体の健康相談に応じている。 

保健管理センターの本部は幸町キャンパスにある。林町キャンパス，三木町医学部キャンパス，三木町農学部

キャンパスには，各分室があり，学生の心身の健康管理の相談に応じている。身体の健康については，医師（教

員）２名と保健師４名が，８：３０～１７：３０の間に，学生の健康相談に当たっている。精神健康面では，専
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任カウンセラー（教員）１名，精神科医（教員）１名，非常勤の学外カウンセラー２名により相談を受け付けて

いる。なお，保健師４名も，精神健康面において，一部相談に応じている。 

キャンパス別の実施内訳は以下のとおりである。 

幸町キャンパスでは，専任カウンセラーにより，月曜日から金曜日の９：００～１７：００（ただし，月曜日の

１３：００～１７：００を除く。）に行われ，学外カウンセラーにより，月曜日の１３：００～１７：００と金曜

日の１３：００～１７：００に行われている。       

林町工学部キャンパスでは，専任カウンセラーにより，月曜日の１３：００～１７：００に実施している。 

三木町医学部キャンパスでは，精神科医により，月曜日の１５：３０～１７：３０に，また，学外カウンセラ

ーにより，週２回１５：３０～１７：３０に実施している。   

三木町農学部キャンパスでは，学外カウンセラーにより，木曜日の１３：００～１７：００に，実施している。 

また，ハラスメント等の対応は，保健管理センターの教員の他，各部局に配置されているハラスメント相談員

が行っている。さらに，学生生活支援グループに設置している「なんでも相談窓口」では，文字どおり学生の様々

な相談に応じている。 

全学学生を対象にした進路相談は，キャリア支援センターで行っている。キャリア支援センターでは，専門相

談員による相談を個室で受けることができ，相談以外にも，模擬面接，エントリーシート，履歴書の書き方など

の指導を行っている。その他，企業検索のための学生専用パソコン，企業に関する情報・資料コーナーを設置し

ている。 

 

別添資料7-3-1-1 パンフレット「充実したキャンパスライフを送るために」 

別添資料7-3-1-2 保健管理センター利用案内（平成１８年度学生便覧抜粋コピー） 

別添資料7-3-1-3 「香川大学保健管理センター規則」（平成１８年度学生便覧抜粋コピー） 

別添資料7-3-1-4 保健管理センター利用状況（平成１６年度～平成１８年度） 

別添資料7-3-1-5 なんでも相談窓口への相談件数（平成１６年度～平成１８年度） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

各キャンパスには，保健管理センターの本部又は分室が置かれており，学部と緊密に連絡を取り，学生の必要

な助言が得られるように指導しており，学生の相談・助言体制は，整備され機能している。 

 

観点７－３－２： 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されているか。 

 

【観点に係る状況】 

生活支援に関する学生の意見を汲み上げる全学的制度には，平成１８年度に設置した「学長への提案箱」があ

るが，この制度は，平成１９年８月から，運用の一部を改正するなどして改善に努めている。さらに，各学部・

各研究科が独自に設置している制度や体制には添付資料のような制度がある。また，任意抽出した学生を対象と

した「学生生活実態調査」を，２年に１度実施しているが，その調査結果を大学運営へ活用するため，その方法

等に関して現在検討している。 

留学生に関しては，「留学生生活実態調査」を４年に１度実施してきた。この調査に基づくシンポジウムを平成

１９年１０月３１日に行い，全学的な問題の共有を図った。 
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別添資料7-3-2-1「学長への提案箱」回答までのフローチャート（改正前，改正後） 

別添資料7-3-2-2 平成１８年度学長への提案箱の提案状況 

別添資料7-3-2-3 提案等内容別・投函場所別分類グラフ（平成１８年度） 

別添資料7-3-2-4 学生の意見を聴くための学部・大学院独自の制度 

別添資料7-3-2-5 学生生活実態調査（平成１６年度，平成１８年度） 

別添資料7-3-2-6 学生生活実態調査結果の大学施策への活用等について（フローチャート） 

別添資料7-3-2-7 留学生学生生活実態調査報告書（第６回２００６年度） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

上記のような様々な制度を用いて，学生の意見等を汲み上げるようにしている。また，その意見等を，大学の

運営に活用するとともに，結果を，学生にフィードバックすることとしている。 

 

観点７－３－３： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，障害のある学生等が考え

られる。）への生活支援等を適切に行うことのできる状況にあるか。また，必要に応じて生活

支援等行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

平成１６年度から，１年生から４年生までの健康調査を実施しているが，その中で，障害の質問項目があり，

障害学生の状況を把握し，支援を行うようにしている。障害者に対しては，建物入口付近のスロープの設置，専

用トイレの新設，点字ブロックの設置などを行い，特に聴覚障害者に対しては，災害表示パドランプを設置した。 

保健管理センターでは，平成１６年度から平成１８年度にかけて，聴力測定器，看護用ベッド，車イス用トイ

レ，緊急時のナースコールを設置するなどして，障害者に対する支援体制を整備している。 

留学生に対しては，全学的規模で，校門，建物の入口付近に，日本語・英語で表記する案内板を設置したり，

留学生と教職員・学生・地域コミュニティが積極的に交流できる企画を実施したりして，支援体制を整備してい

る。また，留学生寮を保有している（別添資料7-3-3-1）。 

 

別添資料7-3-3-1留学生会館入居状況及び留学生数に対する留学生会館部屋数の割合 

 

【分析結果とその根拠理由】 

保健管理センターでは，学年進行により実施した健康調査のアンケート結果を活用し，障害学生の実態把握に

より，障害を持つ学生への支援を行うようにしている。また，平成１６年度から平成１８年度にかけて，障害者

用の設備の充実を図っている。これらのことから，特別な支援を行うことが必要と考えられる者への生活支援等

が適切に行われている。 

ただし，大学の留学生寮は十分な部屋数が確保されているとは言えない。また，校舎改修中ということもあり，

バリアフリー化やスロープの設置はまだ進展中である。 

 

観点７－３－４： 学生の経済面の援助（例えば，奨学金（給付，貸与），授業料免除等が考えられる。）が適

切に行われているか。 
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【観点に係る状況】 

全学学生を対象にした経済支援制度には，奨学金制度，授業料免除制度，及び特待生制度の３つがある。奨学

金は，日本学生支援機構及び各種団体等による奨学金制度により，実施している。また，家計の急変や風水害等

の災害による緊急時においては，日本学生支援機構の奨学金制度に基づき，対応している。授業料免除は，関係

規定に基づき，授業料収入予定額の５．８％に相当する額の範囲内で，前期・後期ごとに実施している。なお，

平成１８年度から，学業成績及び人物共に優れた学生に対する「特待生制度」を導入し，特待生には，当該年度

の後期分の授業料を全額免除している。財源は，授業料収入予定額５．８％に相当する額のうち０．５％を充当

しているが，５．８％の内数であるため，前期・後期の一般の授業料免除枠に影響を及ぼしている現状がある。

また，学生寄宿舎の設置状況，利用状況等については，別添資料7-3-4-10及び7-3-4-11のとおりである。 

以上のような全学学生を対象にした経済支援制度以外に，以下の示すような各部局ごとの支援制度が存在する。 

 

資料7-3-4-1 部局ごとの経済的支援制度 

部局 実施内容 

教育学部 学部独自制度はなし 

法学部 研究科に対して，厚生労働省の教育訓練給付制度 

経済学部 研究科に対して，厚生労働省の教育訓練給付制度 

医学部 平成１９年度から香川県医学生修学資金，香川大学医学部後援会学生生

活救急資金 

工学部 大学院博士後期課程学生を支援するための RA 経費の重点的配分，工学

部後援会による経済的支援（学生指導援助費，学生行事援助費，課外活

動援助費，国際交流援助費など） 

農学部 独自制度はなし 

地域マネジメント研究科 

 

３つの授業料助成制度。香川県市町村振興協会の修学助成制度，かがわ

産業支援財団の中小企業後継者育成事業。厚生労働省の教育訓練給付制

度 

香川大学・愛媛大学連合法

務研究科 

伊予銀行公益信託池田育英会，また百十四銀行，香川銀行，伊予銀行の

支援で低利教育ローンが提供 

 

別添資料7-3-4-1 奨学金に関する制度 

別添資料7-3-4-2 日本学生支援機構奨学生数（平成１６年度～平成１８年度） 

別添資料7-3-4-3 各種奨学金推薦・選考結果（平成１６年度～平成１８年度） 

別添資料7-3-4-4 日本学生支援機構奨学金緊急採用・応急採用の状況（平成１６年度～平成１８年度） 

別添資料7-3-4-5 授業料免除状況（平成１６年度～平成１８年度） 

別添資料7-3-4-6 「香川大学授業料及び寄宿料の免除等に関する規程」 

別添資料7-3-4-7 「香川大学授業料免除等選考基準」 

別添資料7-3-4-8 「香川大学授業料免除等選考基準の運用について」 

別添資料7-3-4-9 「香川大学特待生（学業）授業料免除選考基準」 

別添資料7-3-4-10 学生寄宿舎施設の現況 
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別添資料7-3-4-11 過去３年間の寄宿舎入居状況等 

別添資料7-3-4-12 過去３年間の寄宿料月別収入実績及び月別寮生数 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 奨学金及び授業料免除は，現行制度や関係規程等に基づき，整備されている。特に２つの専門職大学院におい

ては，学生ニーズに応じた独自の経済的支援制度が整備されている。 

  

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

＜学士課程及び大学院課程＞ 

オフィスアワーの設定，電子メールや携帯Webによる学習情報提供などの他，勉学面だけに限定されない学生

への生活支援などを行っていると同時に，学生生活実態調査や卒業生対象のアンケート調査などを行い，学生の

ニーズを多面的に把握できる体制が整っている点が優れていると評価できる。 

 

＜専門職大学院課程＞ 

２つの専門職大学院のいずれも，学生定員１学年30名であるので，柔軟で丁寧な修学や生活指導を実施してお

り，加えて自主的学習環境や経済的支援制度などがかなり整備されている点が評価できる。 

 

【改善を要する点】 

障害のある学生への支援として，施設のバリアフリー化，全棟でのエレベータ設置，スロープ，障害者対応型

トイレの設置，相談室の設置等が進んでいるが，校舎改修中ということもあり，バリアフリー化やスロープの設

置はまだ進展中である。 

大学で留学生寮を保有しているが，留学生数に対して十分な部屋数があるとはいい難く，加えて立地状況の利

便性については改善の余地がある。 

自習室や情報機器などの自主的学習環境が，どの程度有効に活用されているのか，現時点では評価を行ってい

ないために明らかではない。 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

香川大学は，地方に存在する大学でありながら，社会人を対象にした２つの専門職大学院を抱えており，学生

の年齢構成，背景，ニーズは多岐にわたる。このような多様な学生を支援するために，香川大学では，全学対応

部分と部局対応の2階建てで支援体制を整備しており，その点は多様な学生の効果的支援体制として評価できる。

今後は，さらにその考え方に沿って，支援体制を整備してゆくことが望ましい。 

授業科目や専門，専攻の選択の際のガイダンスについては，いずれも履修，コース選択，ゼミナールや演習選

択に先立って，適切な時期に実施されている。 

学習相談，助言については，オフィスアワーに加えて，部局ごとの状況に応じた取組によって適切に行われて

いると判断できる。 

学習支援や生活支援等に関する学生のニーズの把握については，オフィスアワー，ゼミナール制度が学生のニ

ーズを把握する手段として機能しているほか，学期ごとに実施している授業評価アンケート，隔年で実施される

「学生生活実態調査」，学部長への相談箱やハローボックスなど通じて把握されていることから，適切に把握され
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ていると判断される。 

特別な支援を行うことが必要と考えられるものへの学習支援や生活支援等のうち，留学生については，チュー

ター制度などのほか，本学部の留学生委員がCAやゼミナールの指導教員などと連携しつつ，継続的に行われてお

り，「香川大学外国人留学生友の会」等が外国人留学生に対して物心両面から支援していることから，効果を挙げ

ていると評価することができる。ただ，障害を持つ学生に対する受入体制が十分ではない点を，改善を要する点

として挙げることができる。 

自主的学習環境の整備については，部局の事情に応じて開きが見受けられる。 

学生の健康相談，生活相談，進路相談，各種ハラスメントの相談等のための相談・助言体制については，全学

の保健管理センター，キャリア支援センター等が中心になり，各部局と連携を図りながら， 学生が必要な助言を

得られるように指導していることから，整備され，機能していると判断される。 
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基準８ 施設・設備 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点８－１－１： 大学において編成された教育研究組織の運営及び教育課程の実現にふさわしい施設・設備

（例えば，校地，運動場，体育館，講義室，研究室，実験・実習室，演習室，情報処理学習

のための施設，語学学習のための施設，図書館その他附属施設等が考えられる。）が整備され，

有効に活用されているか。また，施設・設備のバリアフリー化への配慮がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学の保有敷地面積は446,662㎡であり，大学設置基準第３７条により算出される必要な面積60,653㎡を大幅

に上回る。また，校舎面積は 162,169 ㎡であり，大学設置基準３７条の２により算出される必要な面積 103,007

㎡を上回る。 

 校舎等施設には，学長室，会議室，事務室，研究室，教室（講義室，演習室，実験・実習室，語学学習用教室，

学生用情報端末室），保健管理センター等を備えている（別添資料 8-1-1-1）。また，香川大学・愛媛大学連合法

務研究科においては，学生の自習室が整備されており，学生総数に対して，支障なく利用できる数の自習机が配

置されるとともに，休祝日関係なく24 時間使用できるなど，十分なスペースと利用時間が確保されている。 

 体育施設は，授業又は課外活動に必要な施設を各キャンパスに設置している。 

「香川大学における施設の有効活用に関する規程」に基づき，既存施設の利用状況調査を行い，各部屋の使用

状況を把握すると共に，学科及び講座ごとの占有面積と，使用目的別の学生及び教官１人当たりの使用面積を調

査した。また，講義室及び会議室の使用状況も併せて調査した。 

 安全・安心な教育・研究環境確保のため，毎年各学部等より施設・設備等の要整備箇所の修繕要求を提出させ

ると同時に，施設担当部署による施設パトロールを行い，要整備箇所を抽出している。これら要整備箇所につい

て危険度，緊急性等によりランク付けを行い，限られた予算の中で重要性，必要性の高いものから当該年度の施

設の整備事業計画を作成し，効果的な整備を行っている。また老朽化及び耐震性の低い建物については，構造耐

震指標（Is値）の低い建物から年次計画的に改善要求を行い，整備している。 

 バリアフリー化については，改修整備等に併せて身障者用設備等を設置している。またバリアフリー新法（高

齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）が平成１８年１２月に施行され，この法律基準に基づき

調査を行い，この結果を踏まえバリアフリー計画を策定する。 

本学は４つのキャンパス（幸町キャンパス（本部地区：教育・法・経済学部），林町キャンパス（工学部），三

木町農学部キャンパス，三木町医学部キャンパス）に分かれており，それぞれに図書館施設がある。 

各館には，自動貸出返却装置，入退館管理システム，無断持ち出し防止装置，人感センサー式照明，防犯カメ

ラ装置等を設置し，省力化，セキュリティ保持及び時間外利用への対応を図っている。また，車椅子利用者に配

慮して，エレベータ，身障者用トイレ，入口へのアクセススロープ，自動ドア（医学部分館，工学部分館のみ）

等を用意している。 

中央館は，幸町キャンパスのほぼ中央に位置し，面積7,301㎡，閲覧席数530席，約70万1千冊の図書収容能

力があり，一部の貴重資料を除き全面開架制としている。外階段を上った 2 階が入口であるが，1 階身障者用入

口を利用することもできる。開架閲覧室，書庫の他に視聴覚室，グループ学習室，メディア・プラザがあり，一

部閲覧室には情報コンセント，無線 LAN を整備している。情報端末用機器としては，図書館システム蔵書検索
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（OPAC）用3台・情報検索用3台を設置，さらに，メディア・プラザには教育用パソコン31台を設置している。 

授業期の開館時間は，平日9:00～20:00，土曜・日曜9:00～17:30 であるが，登録者は23:30 まで時間外利用

ができ，全館資料の閲覧・複写，図書の貸出・返却及びメディア・プラザの利用が可能で，自主学習，資料収集

等に利用されている。 

医学部分館は，三木町医学部キャンパスの中央に位置する独立した建物で，面積1,741㎡，閲覧席数159席，

図書収容能力は約11万7千冊である。1階には，グループ学習のために演習室があり，チュートリアル授業にも

利用されている。マルチメディア室には教育用パソコン17台が設置され，自学自習の場として利用されている。

2階の閲覧室には，閲覧席を窓際に84席用意している。情報コンセント，無線LANを設置している。 

休業期を除いて，土・日・祝日の開館を実施しており，開館時間は，平日 8：30～21：00，土曜・日曜・祝日

10：00～17：00である。教職員・学生とも閉館後の24時間利用が可能である。 

工学部分館は，工学部の福利・図書館棟の2階に，平成12年4月1日に創設され，工学部の講義棟，研究棟と

は渡り廊下でつながっている。面積は863㎡あり，70席の閲覧机，書架，集密書架（合わせて約3万6千冊の図

書収容能力），ビデオ，CD，DVD 用に4台の視聴覚機器を設置したAV室，メディア・コーナー等がある。閲覧室

外にはベランダがある。メディア・コーナーには，教育用パソコン8台を設置している。全閲覧机に情報コンセ

ント，電源を設置しているほか，無線LANも設置している。 

授業期の開館時間は，平日9:00～20:00，土曜9:00～12:30 であるが，登録者は月曜～土曜24:00 まで，日曜

9:00～17:00の時間外利用ができる。 

農学部分館は，農学部C棟2階部分を中心に，1階，3階部分の一部を占めており，総面積は1,169㎡，図書収

容能力は約 19 万冊である。館内には，閲覧席数 64 席の閲覧室の他に，CD・ビデオ・DVD が視聴できるブース 5

席が配置された視聴覚コーナー，教育用パソコン8台を配置したメディア・コーナーなどがあり，語学学習，情

報検索，レポート作成などに活用されている。このほか，情報コンセントの設置により，インターネット環境は

十分に整備され，学生の勉学への有効な支援機能を果たしている。 

授業期の開館時間は，平日9:00～20:00，土曜9:00～12:30 であるが，登録者は月曜～土曜24:00 まで，日曜

9:00～17:00の時間外利用ができる。 

 

別添資料8-1-1-1 香川大学概要 建物図P.33～P.34 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 教育研究推進のための施設・設備は，大学設置基準に準拠した上で，整備された学習環境を提供している。 

 既存施設の利用状況調査は平成１９年１０月現在で，幸町団地，池戸団地，林団地及び三木団地の主要４団地

が完了している。調査は３，６０７室（１３７，０７５㎡）を対象に使用の有無を主に行った。その調査表に基

づき現地確認を行い，有効に使用されていない部屋１１７室（２，８１４㎡）について，改善を図るように利用

計画書を求め，その利用計画書に基づき再度現地確認を行い，７７室（１，９７６㎡）について改善が図られた。

改善が図られなかった４０室（８３８㎡）については，「香川大学における施設の有効活用に関する規程」で定め

ている共通スペースとする方向で検討している。 

 使用目的別の学生及び教員一人当たりの使用面積調査結果では，学生支援関係諸室が幸町団地で少ないことが

明らかになった。特に共通教育と法学部，経済学部で顕著に表れ，平成１８年度に幸町団地の北地区で１室（９

４㎡），南地区で１室（７９㎡）を学生の自習室として確保した。 

 各学部の講義室利用状況は幸町団地４１．９％，三木団地４０．０％と稼働率が低く，最も稼働率が低かった



 

-110- 

 

のが池戸団地２５．２％で，最も高かったのが林団地の５８．２％だった。会議室については幸町団地２２．４％，

池戸団地２０．１％，林団地１３．１％，三木団地３６．３％と稼働率が低い。この稼働率は平日の勤務時間中

での稼働率を算出したもので，三木団地は時間外の使用が多かった。講義室についてはカリキュラムの見直し等

により稼働率を上げ，それにより不用となった講義室を共通スペースとするように検討中である。 

 「香川大学における施設の有効活用に関する規程」にある新営及び大規模改修時に確保する共通スペースは，

平成１９年１０月現在，幸町団地で４，１８１㎡，池戸団地５，３１５㎡，林団地で１，７６５㎡確保している。

既存施設の利用状況調査で改善が図られなかった部屋と，見直し等により不用になった講義室等で確保した共通

スペースと併せて，既存施設の利用状況調査で明らかになった学生支援諸室不足の解消や，プロジェクト研究，

若手研究者の研究スペース，また新たに組織等が設置された場合のスペース等，柔軟に使用できるよう，共通ス

ペースの利用内規を策定中である。 

 要修繕箇所は平成１８年度で約２００件，その内，重要性，必要性が最も高いとされるＡランクに位置付けさ

れたものが約７０件あり，この約６５％に当たる約５０件を建物修繕費，教育環境環境整備費等で整備した。平

成１９年度は要整備箇所が約２３０件，Ａランクに位置付けされたものが約８０件あり，老朽化が進んでいるこ

とが伺える。 

図書館中央館では，試験期は閲覧席がほぼ満席になるが，通常期は少し余裕のある状態である。メディア・プ

ラザのパソコンは，学部学生を中心に活発な利用がなされ，特に，レポート作成や論文のための情報収集に威力

を発揮している。メディア・プラザのパソコンは学外者にも開放され，好評を得ている。 

 観点に係る状況及び以上のことから，中央館の施設・設備はほぼ整備され有効活用されていると言えるが，空

調設備の老朽化や，1階，中2階書庫への進入経路が分かりにくく避難口が少ない，車椅子では中2階に行けな

い等の環境面での課題もある。 

医学部分館は，24 時間いつでも利用でき，平成 18 年度の開館日数は無人開館日数（時間外利用のみの日数）

も含め356日もある。国家試験など各種試験時期には，自由閲覧室の閲覧席（69席）が満席となる。また，予約

制で，申請によりグループ学習に使われる演習室が，時間外利用時はオープン利用になるため，学生の自習学習

に手軽に利用されている。バリアフリー化の対応としては，通常の利用に必要な整備がなされている。 

工学部分館は，講義棟，研究棟と廊下で接続されアクセスの便宜が図られている。必要な施設，設備，機器と

もに設置されている。閲覧席は，授業日程による特定の曜日・時間帯や，試験期等に混雑することがある。この

ような場合は，補助机と会議室を開放して対応している。 

農学部分館は農学部と一体の建物となっているため，主な講義室・研究室から近く，利用しやすい場所に位置

している。閲覧席は試験期の特定の時間帯に混雑することがあるが，概ね必要数は備わっていると判断できる。

メディア・コーナーのパソコンは，通常期でも授業の課題等により不足することがあり，十分な台数が確保でき

ているとは言えないが，同じキャンパス内にある情報処理室を利用することにより，ほぼ解消できている。 

 

観点８－１－２： 教育内容，方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが適切に整備され，有効に活用

されているか。 

【観点に係る状況】 

総合情報センターを中心とした高速なキャンパス間ネットワークが構築され，学内のあらゆる所から利用でき

る環境を整備している（別添資料8-1-2-1）。さらに，各キャンパスでは学生が所有している携帯型パーソナルコ

ンピュータ（携帯型PC）を接続できるように無線LANの基地局を設置したり，情報コンセントを設置したりして

推進している。 
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学生が利用可能な備付け型の教育用パーソナルコンピュータ（教育用PC）は537台を有し，総合情報センター

PCルームのほか，各学部等で確保したPCルームに設置している。これらのPCルームには，入退出管理システム

を設置し，24 時間の利用が可能である。教育用 PC には，ワードプロセッサー，表計算などの標準的な応用ソフ

トウェアの他に，それぞれの学部等で必要な専門の基礎としての情報処理教育用のソフトウェアである統計，画

像処理等のソフトウェアも導入されている。さらに，教育学部キャンパスのPCルームの教育用PCには，共通教

育で利用可能な英語学習用ソフトウェアを導入している。1年間の平均使用時間は1台あたり815時間である。 

また，連合法務研究科においては，法科大学院教育研究支援システム（TKC 社）と講義収録配信システムが学

生自習室に接続され，教育に必要不可欠なものとして大いに活用されている。 

さらに，教員，事務職員が使用するPCは学内LANに接続され，学生への情報発信，学生からのニーズ把握等に

利用されている。 

セキュリティについては，情報セキュリティポリシーを定め，最高情報セキュリティ責任者に担当理事を充て

体制を整備し，セキュリティ強化を図っている。総合情報センターでは，ウィルス対策ソフトウェアを各学部等

からの申請に応じて一括購入配布し，PC の安全性の向上を図っている。また，携帯型 PC の接続時には，それぞ

れのPC等を識別するMACアドレスを用いて認証し，認証できないPC等の通信を制限する対策を講じている。 

総合情報センターでは新入生へのオリエンテーションにおいて，セキュリティに関する注意事項や心構えを利

用者向けの案内において指導しているほか，ウェブサイトにも掲載している。 

 

別添資料8-1-2-1 新入生案内資料 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学生が利用可能な教育用PCは，総合情報センターのPCル－ムのほか，各学部等のPCルームに設置しているし，

教育用PCの一部を図書館や自習室にも設置している。また，各人が所有する携帯型PC等を接続するための無線

LAN の基地局や情報コンセントが設置されているキャンパスでは講義室，学生控室などかネットワークへの接続

が可能となっている。ソフトウェアも充実しており，利用実績からも有効に活用されているといえる。 

また情報セキュリティポリシーに基づき，安全な運用を図っている。 

これらのことから，教育内容の向上や安全性の向上が図られ，学生のニーズを満たす情報ネットワークが適切

に整備され，有効に活用されている。 

ただし，各キャンパスの建物までのスイッチ類はあらたな機器に更新したので1Gbpsで通信が可能になったが，

建物内のスイッチ，ルーター，配線等において更新が進んで居ないために，100Mbps での通信に制限されている

ところが多く，今後はこれらを計画的に更新する必要がある。 

 

観点８－１－３： 施設・設備の運用に関する方針が明確に規定され，構成員に周知されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 施設の運用に関する方針は，施設マネジメント委員会で審議し，香川大学における施設の有効活用に関する規

程を制定している（資料8-1-3-1）。また，平成１８年度に策定された香川大学将来構想の中で施設マネジメント

の重要性，必要性等が盛り込み，香川大学将来構想が本学ウェブサイト等で学内外に周知されている(資料

8-1-3-2)。 

図書館においては，施設利用に関する規程類を，図書館利用規程等で明確に規定し，図書館ウェブサイトにも
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掲載している。利用方法の周知や利用案内として，「図書館利用のしおり」（冊子）を全学生及び教員に配布し，

ウェブサイトにも掲載するほか，学内電子掲示板によっても行っている。また，主に新入生を対象としたガイダ

ンスも実施している。新任教員には，「利用のしおり」の他，図書館利用のための説明資料を配布し周知を図って

いる。時間外利用については，利用前に説明資料やマニュアル等により個別に説明をしている。 

携帯電話から携帯サイトにアクセスして，図書館からのお知らせ等の他，メディア・プラザ等教育用パソコン

の空席情報を知ることができる。 

このほか，医学部分館では，和英文併記により留学生にも配慮した「医学部分館利用案内」を毎年発行してい

る。農学部分館のウェブサイトでは，利用案内の他にQ&Aを作成して，利用者自身で利用方法を習得できるよう

工夫している。 

 

資料8-1-3-1 香川大学における施設の有効活用に関する規程 

  （目的） 

第１条 この規程は，香川大学の敷地及び施設が，大学全体の共有財産であるとの認識のもとに，時代の変化に

即応した教育・研究活動を円滑に進めるため，施設の有効活用をすることを目的とする。 

  （用語の定義） 

第２条 この規程における用語の定義は，次の各号に掲げるとおりとする。   

（１）「部局」とは，各学部（各附属学校，各附属施設を含む），各研究科，図書館，医学部附属病院，事務局，

各センターをいう。 

（２）「共用スペース」とは，全学共同利用，または部局内共同利用等によって施設の有効活用を図ることを目的

として確保する一定規模の共有スペースをいう。 

（３）「再編」とは，教育・研究をより円滑に行うために，全学的見地に立ち，使用面積配分及び室配置の見直し

などを行い，使用施設の効率的な活用を図ることをいう。 

（共用スペース） 

第３条  教育研究活動の円滑化を図るため，共用スペースを確保する。 

２ 新営及び大規模改修により確保する共用スペースの規模は，当該新営及び大規模改修面積の20％を目途とす

る。ただし，全体面積が小規模，又は特殊な用途の場合はこの限りでない。 

３ 既存施設において確保する共用スペースの規模は，全学の施設の調査・点検結果に基づいて香川大学施設マ

ネジメント委員会（以下「委員会」という。）において定める。ただし，全体面積が小規模，又は特殊な用途の

場合はこの限りでない。 

（調査等） 

第４条 委員会は，全学の施設の活用状況の実態を把握するため，全学の施設の調査・点検を行い，その結果を

教育研究評議会及び役員会に報告する。財務を担当する理事は，その結果をふまえ，再編が必要と判断した場

合，関係部局の長に対して，施設の利用形態等に関し，必要な勧告を行うことができる。 

（使用者の選定）     

第５条  全学共同利用に係る共用スペースの使用者の選定は，委員会で決定する。 

 （使用内規） 

第６条 全学共同利用に係る共用スペースの使用に関し，その有効活用のため必要な使用内規等は，委員会で定

める。 

  （雑則） 
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第７条  この規程に定めるもののほか，この規程の運用に関し必要な事項は，委員会が別に定める。                      

        附 則 

    この規程は，平成１７年６月１３日から施行する。 

    附 則 

    この規程は，平成１８年６月１５日から施行し，平成１７年１０月１日から適用する。 

 

資料8-1-3-2 将来構想（抜粋） 

３）施設マネジメント 

施設管理及び整備などの施設マネジメントに対しては，「科学技術基本計画」，「大学院教育振興施策要項」，

「知の拠点－今後の国立大学等施設整備の在り方について」，「第2 次国立大学等施設緊急整備5 か年計画」な

どに基づき，次の4 点が焦点となる。 

まず，スペースマネジメントとして，学生のスペース確保，スペースに対する課金を含めた費用負担制度の検

討など，施設の有効活用と再配分が1 点目の課題である。第2 に，施設整備・管理に対するコストマネジメント

に対する取組が必要である。施設整備費，維持管理費，光熱水費などのトータルコストに基づくライフサイクル

コスティングの導入，あるいは財源確保，適宜，適切な修繕及び維持管理のための各種のコストマネジメントが

求められる。3 番目にクオリティマネジメントとして，安全・安心な教育研究環境への再生，教育研究に必要な

機能の確保と向上，エコ・キャンパス化の検討，ユニバーサル・デザインや利便性向上の検討，キャンパスアメ

ニティの整備・充実，建物の新築，改築に係るグランドデザインの策定などの対応を勘案する。その上で第4 に，

例えば会議室や体育館など貸出可能な施設の利用状況をWeb サイトで開示するなどの施設マネジメントに関する

情報公開の推進を図る（2005 年度学校財産貸付収入実績24,965 千円）。 

第2 次国立大学等施設緊急整備5 か年計画に基づく整備に伴い，教育研究基盤施設及び附属病院施設の再生整備

（老朽再生，狭溢解消），PFI や寄附，地方公共団体・省庁との連携など新たな整備手法による施設整備，シス

テム改革の推進にも取り組んでいく。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 施設マネジメント委員会では施設マネジメントに関する諸規程の策定や，「香川大学における施設の有効活用

に関する規程」に基づく調査結果について，点検・評価を行い，関係部局へ周知すると共に，役員会等へ報告し

ている。また，香川大学将来構想の中で施設マネジメントの重要性，必要性等が盛り込み，香川大学将来構想が

本学ウェブサイト等で学内外に周知されている。 

 図書館においては，運用に関する方針が明確に定められ，構成員に周知されていると判断できる。 

 

観点８－２－１： 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備され，有効に

活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

電子ジャーナルについては，1999年のエルゼビア・サイエンス社のSD21（Science Direct21）のトライアルを

初めとし，その後，海外主要出版４社（Elsevier，Blackwell，Springer，Wiley）の電子ジャーナルを導入し，

さらに，American Chemical Society，Nature（本誌のみ），LWW，OUPを加え，現在利用できる有料海外電子ジャ

ーナルは約4,800タイトルである。この出版社以外にも，個別購入や購読冊子に付加されるもの，無料分を含め，
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約5,000の外国タイトルの利用が可能である。利用も年々増加しており，電子ジャーナルの重要性は今まで以上

に高まることが推測される。 

学術文献データベース等としては，スコーパス(SCOPUS)，CiNii，BL Inside Web，判例体系 Web版，EconLit，

JDream II，Biological Abstracts，聞蔵II，ネットで百科 for Library等を整備し利用に供している。 

全学に共通的な電子ジャーナルは，共通経費化されており，全学共通で利用できる。また，アクセスツールの

導入により，利便性を大幅に向上し，データベースや電子ジャーナルの利用促進を図るために，利用説明会や文

献検索ガイダンスを実施している。 

図書館中央館では，図書約65 万冊，学術雑誌約 1 万 3 千タイトルを所蔵するほか，電子ジャーナル約 1 万 1

千タイトルを利用に供し，教育研究活動の支援や学生の自主学習の支援を行っている。蔵書の分野別所蔵は，奉

仕する学部の分野に応じた構成としている。 

蔵書のうち約40万冊と雑誌全タイトルについては，インターネットを介して，パソコンや携帯電話から検索す

ることができる。学生用図書は各学部等の教員の推薦を受けて購入し，学生・院生及び教員等の資料要求に応じ

られる内容としている。さらに，学生からの購入リクエストにも応じている。また，留学生のための資料費が確

保され，母国語資料，日本語及び日本文化学習のための資料を中心に，図書，雑誌，DVD，CD 等各種メディアの

資料が整備されている。 

医学部分館には，図書約14万冊，学術雑誌約3千タイトル，契約電子ジャーナル（医学部分館独自）133タイ

トル，データベース4種類，視聴覚資料約3千タイトル，その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備され，

有効に活用されている。図書資料の選書に関しては，全講座に推薦を依頼し，バランスのとれた蔵書構成として

いる。そのほか，学生に推薦を依頼することにより，学生の要望を取り入れている。教育要項に掲載されている

学生用図書を購入し，ウェブサイトで教育要項参考図書リストからOPACへリンクを張ることにより，学習環境の

整備を図っている。学術雑誌の収集方針として，雑誌から電子ジャーナルに切り替えているので，年間購入雑誌

タイトル数は減少したものの，可能な限り複本購入しない方針で，医学部分館に集中管理し，経費の節約と，よ

り多くの人が利用しやすい配慮がされている。電子ジャーナルにおいては，医学部の共通経費で利用希望の多い

医学・看護・診療関連のパッケージ等を契約し，利用者数は年々増加している。データベースにおいては，利用

の多いデータベースをCD－ROM版からインターネット版に変更するなど，利用しやすい環境づくりに努め，有効

に利用されている。視聴覚資料においては，平成18年度に視聴覚資料費を別に設け，DVD並びにビデオ資料の充

実を図った。 

工学部分館では，図書約2万2千冊，学術雑誌約640タイトルを所蔵している。分館会議で教員から推薦され

た図書資料や，学生から購入希望のあった図書資料の選定を行い，系統的に収集整備している。シラバス掲載参

考図書はすべて購入している。学術雑誌は図書館予算購入分とは別に，各学科が教育研究上必要なものを購入し，

工学部分館へ配架し学生の利用に供している。そのほか，視聴覚資料の充実にも努めている。 

農学部分館は，図書約10万冊，学術雑誌約5,600タイトルを所蔵している。学生用図書（視聴覚資料を含む）

は，毎年，農学部全教員に推薦を依頼し，大講座毎（学科毎）に偏りのないよう分館会議で調整を行い，シラバ

ス掲載参考図書はすべて購入している。また，留学生を対象とした資料についても，毎年，留学生指導教員に推

薦を依頼し，実際に留学生が必要とする資料を購入している。 

学術雑誌は，多くの利用者が利用できるように共通雑誌化し，農学部分館に備え付けている。選定については，

各大講座（各学科）において教育研究上必要な雑誌が選定され，分館会議で大講座毎の比率を考慮して決定され

る。 

法学資料室には約9,100冊，連合法務研究科の学生自習室には約3,800冊の法学関係の図書及び資料等が整備
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され，学生に有効に利用されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

観点に係る状況と以上のことから，本学の教育・研究上必要な図書，雑誌等が系統的に整備され，有効に活用

されている。電子ジャーナルは，経費の共通経費化により，各部局の負担が軽減されたこと，また，共通経費化

により，安定的な予算の確保が可能となったことは評価できる。しかしながら，毎年の値上がりを考慮すると，

永久的に共通経費が認められるものではない。今後はアクセス数や引用論文数について，より一層のフィードバ

ックが必要であり，費用対効果が確実なものかどうか検討することが必要である。 

 文献データベースについては，分野別に網羅的に収集している。アクセス数についても毎年増加傾向にある。

研究用データベースについて新規導入希望もあるが，予算の制限もあり，図書館経費での拠出は，困難な状況で

ある。 

 学生生活実態調査等のアンケートには新しい本が少ないといった意見が寄せられ，学生用図書購入冊数から見

ても，より一層の充実が求められている。 

医学部分館での，入館者数及び貸出冊数の増加現象は，資料の充実により利用が促進されたものと思われる。

他方，工学部分館，農学部分館での入館者数及び貸出冊数は，年々減少しているが，インターネット利用の浸透，

電子ジャーナルの活用によるものと判断できる。学外文献依頼数の減少については，電子ジャーナルアクセスツ

ールに無料電子ジャーナルを多数登録したこと，Google Scholarの普及などによるものと判断できる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

香川大学・愛媛大学連合法務研究科においては，学生の自習室が整備されており，学生総数に対して，支障な

く利用できる数の自習机が配置されるとともに，休祝日関係なく 24 時間使用できるなど，十分なスペースと利

用時間が確保されている。 

建物の維持管理については毎年度要整備箇所を抽出し，施設等の整備事業計画を策定し，安全，安心な教育・

研究環境の確保に努めている。 

 当初配分された学内予算を，建物の保守，予防措置，維持管理等（修繕費等）と，学生サービスに使用する予

算（教育研究環境整備費）とに分類し，それぞれ整備計画を策定し主旨に添った改修整備等を行っている。 

電子ジャーナルについてはビッグディール（商業出版社が提供する大規模電子ジャーナルパッケージを対象と

した包括契約。ElsevierのScienceDirect，WileyのInterScience，SpringerのLINKなどが典型的なビッグデ

ィールである。）と呼ばれる大手出版社のパッケージを網羅的に導入できている。 

スコーパス（学術情報ナビゲーションツール）を導入し，簡単かつ迅速に必要な文献を手に入れ，見落としの

ないように効果的に情報を管理できることが可能になっている。 

大学統合により生じた問題もシステムの更新により，OPAC検索が全館共通化され， Webから文献複写申込みや，

資料の貸出予約が簡単にできるようになった。また，図書館利用証を身分証明証，学生証等に統合することによ

り，利用者は1枚のカードで全キャンパスの図書館の利用が可能となっている。 

図書館中央館では，十分な閲覧席が確保されている。全館開架制により，書庫の資料も自由に閲覧することが

できる。一部制限付きではあるが，23:30までの時間外利用を学部1・2年生にも拡大する等，利用環境の改善に

努めている。 

医学部分館では，開館日数が多く，開館は平日 21:00（休業期は 20:00）までと長時間であり，学部学生も24
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時間利用が可能であるなど，利用しやすい環境である。マルチメディア室では，パソコンとパソコンの間に中間

モニターを設置しており，ガイダンス等で活用されている。館内のドリンクコーナーは，長時間利用者に対しリ

ラックスできる空間を提供している。資料の配架においては，国試受験関係コーナー・新着図書コーナーを設け，

分かり易い配架を心掛けている。提案箱を設置し利用者の声を取り入れている。 

工学部分館では，全館開架制になっている。また，ゆったりとした閲覧室と屋外のベランダにより落ち着いた

快適な学習空間を提供している。 

農学部分館では，寄贈雑誌を積極的に受入している。また，利用者と事務室の境界がなく，利用者と職員の間

にフレンドリーな関係が構築されている。 

情報ネットワークの利用環境は，総合情報センターのほか，各学部，図書館に教育用 PC を設置し，所有の携

帯型PC等を接続するための無線ＬＡＮ環境も整備されている。またキャンパス間ネットワーク回線を1Gbpsに，

大学と附属施設間ネットワーク回線も2～20Mpbsに増速するなど充実している。 

 

【改善を要する点】 

 施設の老朽化建物整備については，計画的に改修，又は予防措置を行っているが，築後３０年以上経過した建

物が約３０％，築後２０年以上経過した建物に至っては保有面積の約８０％以上に達している。その中で改修等

により老朽改善されたのが約２５％である。また耐震性能に問題のある建物が全体の約４５％あり，補強等によ

り改善されたのはその中で約４５％である。早急に老朽及び耐震改善整備が必要である。 

電子ジャーナル及びデータベースの選定については，利用者からの要望調査，アクセス統計を基に再検討する

必要がある。 

図書館中央館閲覧室の空調が集中制御のため，時間外利用（無人開館）時には使用できない。また，1階，中2

階の書庫への進入経路が分かりにくく，避難口が少ない。収蔵スペースの狭隘化が進み，資料の配架が困難にな

っているなどの課題がある。全学的な整備計画の中で改善を図っていく必要がある。 

医学部分館1階閲覧室の集密書架は，雑誌のバックナンバー増加により狭隘化している。工学部分館，農学部

分館では，時期によって閲覧席数が十分とはいえない場合がある。さらに，中央館，医学部分館及び農学部分館

では，書庫へのスムースなアクセスの整備，時間外利用のための出入口の段差の解消，車椅子での通行に支障の

ない通路幅の確保など，一層のバリアフリー化が望まれる。 

各キャンパスの建物までのスイッチ類はあらたな機器に更新したので1Gbpsで通信が可能になったが，建物内

のスイッチ，ルーター，配線等において更新が進んで居ないために，100Mbps での通信に制限されているところ

が多く，今後はこれらを計画的に更新する必要がある。 

 

（３）基準８の自己評価の概要 

教育研究推進のための施設・設備は，大学設置基準に準拠した上で，整備された学習環境を提供している。 

施設・設備の運用に関する方針は，施設マネジメント委員会で審議されており，利用規程等で明確に定められ，

各種のメディア，ガイダンス等により周知されている。 

図書館及び学術情報の利用方法等については，ウェブサイト，電子メール，館内掲示等により十分な周知がな

され，利用説明会，文献検索ガイダンス等により，利用促進を図るほか，対象者のニーズに即し，より理解しや

すいガイダンスとなるよう内容を工夫している。 

図書館中央館の施設・設備については，概ね整備され，有効に活用されているが，書庫へのアクセス，書庫内

の環境，空調設備等に課題が残る。 
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医学部分館においては，教育・研究のための施設環境・資料構成等が整備され，学生が24時間自由に使用でき

るパソコンが用意されている。 

工学部分館は，最近設置されたこともあり，設備は新しく環境は良好であるが，進歩の早い学問領域であり，

資料は量的に十分とは言い難く，一段の蔵書の補充が望まれる。 

農学部分館は，農学部キャンパス内において，利用しやすい位置に所在し，インターネット環境を含めて施設・

設備が整備された環境にある。図書館予算で購入する図書，学術雑誌，視聴覚資料等は，バランスの取れた蔵書

構築を目指し，教員の推薦によって選定され，農学部分館会議の審議を経て決定されている。 

情報ネットワークについては，総合情報センターを中心に構築している。また，学生の教育用 PC もセンター

だけでなく，各学部に設置し，建物によっては無線ＬＡＮ環境も整備している。利用状況は，教育用端末が1台

あたり年平均582時間の利用があり，英語学習システム，シラバスの提示と履修登録，求人情報の検索等にも活

用されている。また，ウェブサイトによる情報発信や教員の研究，事務の遂行にも利用され有効に活用されてい

る。 

 平成１８年度に施設等の整備事業計画を作成し，建物・設備の維持管理を適正に行っているが，保有面積が多

く老朽化対策等の改善整備が早急に望まれる。 

 施設マネジメントについては，香川大学将来計画にも盛り込まれ重要性が周知された。今後より詳細な行動計

画等を策定し，一層の推進を謀ることが必要であると考える。 
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基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 
 
（１）観点ごとの分析 
 
観点９－１－１： 教育の状況について，活動の実態を示すデータや資料を適切に収集し，蓄積し

ているか。 
 
【観点に係る状況】 

毎年の開講科目，受講登録者数，成績評価，シラバス等，授業の実施状況を示すデータは教務Webシステムで

収集され，蓄積されている。部局ごとの時間割やシラバスは各部局が作成し学生に配布している「修学案内」等

の冊子体としても保管されている。授業内容に関する資料（学生への配布プリント等）や成績評価の根拠となる

資料（試験答案，レポート等）は各部局で最低一年間保管されている。学生による授業評価は全学的に毎年実施

されているのに加え，必要に応じて部局単位でも行われ，その結果は公表されると共に収集，分析されている。

各教員は個々の教育活動実績を香川大学基礎情報データベースシステムに登録している。蓄積される情報量の増

加に伴い，保管の整備に努めている。 

 

別添資料9-1-1-1: 教務Webシステム「資料29，ウェブサイト参照」 

別添資料9-1-1-2: 授業評価報告書「平成17年度及び18年度全学共通科目部分」 

別添資料9-1-1-3: 大学基礎情報データベースシステム「教育活動に関する登録項目」 

別添資料9-1-1-4: 教育学部年次報告書「2005年」 

別添資料9-1-1-5: 医学部平成１５年度学生による授業評価報告書 

別添資料9-1-1-6: 医学部平成１７年度～１８年度学生による授業評価資料 

別添資料9-1-1-7: 医学部全学２００６年度後期「学生による授業評価」アンケート用紙 

別添資料9-1-1-8: 医学部統合講義アンケート用紙 

別添資料9-1-1-9: 医学部ポリクリアンケート用紙 

別添資料9-1-1-10: 医学部平成１８年度のアンケートの集計結果（統合講義とポリクリのアンケート集計結果を含

む） 

別添資料9-1-1-11: 成績評価の基となった試験答案，レポート等（１年間は各学科，その後は担当教員が保管） 

別添資料9-1-1-12: 成績原簿（学務係において保管） 

別添資料9-1-1-13: 学生による授業評価結果（学務係において保管） 

別添資料9-1-1-14: 教員の教育活動実績（香川大学基礎情報データベースに各教員が登録） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

授業の実施状況を示すデータは教務Webシステムで収集され，蓄積されている。印刷物としても保管されてい

る。授業内容に関する資料や成績評価の根拠となる資料は，各部局で最低１年間保管されている。学生による授

業評価及び各教員の教育活動実績についても収集され保管されている。よって教育活動の実態を示す種々のデー

タや資料を適切に収集し，蓄積していると言える。特に，香川大学・愛媛大学連合法務研究科では，教育研究支

援システム（TKC）や講義収録配信システムを利用した授業管理など，一層の電子データの保管・蓄積が進んで

いる。 
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観点９－１－２： 学生の意見の聴取（例えば，授業評価，満足度評価，学習環境評価等が考えら

れる。）が行われており，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映さ

れているか。 
 
【観点に係る状況】 

学生による授業評価アンケートを全学的に毎年学期ごとに実施している。アンケートの調査項目には到達目標

の達成度や満足度も含まれている。自由記述欄や部局独自の調査項目を設けるなどして，学生の声をできるだけ

多く汲み取れるよう工夫している。授業評価結果はその都度教員へ通知するのみならず，学生にも公表しており，

速やかな授業改善に活かすとともに FD においても活用している。授業評価結果は教員の教育活動評価の指標の

ひとつになっていて，自己点検の際に利用されている。また，「学長への提案箱」，学生との個人面談，及び学生

自治組織やクラスの代表との懇談会等を通じて学生からの要望や意見を聴取している。 

 

別添資料9-1-1-5: 医学部平成１５年度学生による授業評価報告書 

別添資料9-1-1-6: 医学部平成１７年度～１８年度学生による授業評価資料 

別添資料9-1-1-7: 医学部全学２００６年度後期「学生による授業評価」アンケート用紙 

別添資料9-1-1-8: 医学部統合講義アンケート用紙 

別添資料9-1-1-9: 医学部ポリクリアンケート用紙 

別添資料9-1-1-10: 医学部平成１８年度のアンケートの集計結果（統合講義とポリクリのアンケート集計結果を含

む） 

別添資料9-1-2-1: 学生による授業評価報告書「平成17年度及び18年度全学共通科目部分1 

別添資料9-1-2-2: 教育学部学生による授業評価報告書「平成１２年度，香川大学自己評価委員会」 

別添資料9-1-2-3: 教育学部学生による授業評価報告書「平成１２年度，香川大学評価委員会」 

別添資料9-1-2-4: 経済学部平成15年度 学生による授業評価報告書 

別添資料9-1-2-5: 経済学部平成18年度 学生による授業評価報告書・原稿 

別添資料9-1-2-6: 工学部教育，研究，社会貢献及び運営の評価領域にわたる教員の活動評価実施要領 

別添資料9-1-2-7: 工学部教育活動評価の自己点検書（その３）「学生の授業評価結果を参考にした自己点検書」 

別添資料9-1-2-8: 学生による授業アンケート結果，記述欄回答例，フィードバック・システム要項 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学生による授業評価アンケートを全学的に毎年学期ごとに実施しており，定着している。また，評価結果を教

員の自己点検・評価に反映させる仕組みが整っている。その他，「学長への提案箱」や学生との個人面談，懇談会

などを通して学生からの要望や意見を聴取している。よって，学生の意見の聴取とその活用により，自己点検・

評価に適切に反映されていると言える。 

 
観点９－１－３： 学外関係者（例えば，卒業（修了）生，就職先等の関係者等が考えられる。）の

意見が，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されているか。 
 
【観点に係る状況】 
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全学的な取組みとして，平成 18 年 10〜11 月に卒業生及び就職先の企業等を対象としたアンケート調査を実施

した。調査結果は19年３月に「卒業生等による大学教育評価報告書」として刊行し，その中で結果を分析し，教

育課程など教育の状況の改善に向けた検討を行った。また18年度にキャリア支援センターが中心となって就職先

の企業を対象としたアンケート調査を行った。各部局ではアドバイザリーボードや関連する学外団体（公共団体，

経済団体，企業，病院，後援会，同窓会等）と定期的な意見交換を行い，情報収集に努めている。香川大学・愛

媛大学連合法務研究科では外部評価委員による授業視察を含む外部評価を受けている。 

 

別添資料 9-1-3-1: 卒業生等による大学教育評価報告書「教育内容の改善・向上を目指して 平成１９年３月 香

川大学」 

別添資料9-1-3-2: 各学部等報告書―教務委員会資料報告資料 

別添資料 9-1-3-3: 就職とインターンシップに関するアンケート「集計結果報告書 企業編 平成１９年３月，社

団法人香川経済同友会」 

別添資料 9-1-3-4: 就職とインターンシップに関するアンケート「集計結果報告書 学生編 平成１９年３月，香

川大学」 

 

【分析結果とその根拠理由】 

全学的な取組みとして，卒業生及び就職先の企業等を対象としたアンケート調査を実施し，調査結果を分析し，

教育の状況の改善に向けた検討を行い，報告書としてまとめた。また，各部局は学外団体と定期的な意見交換を

行っている。よって，学外関係者の意見が教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されていると言

える。ただし，その一方で学外関係者の意見収集が不十分と考えている部局もあり，更なる取組が必要である。 

 
観点９－１－４： 評価結果がフィードバックされ，教育の質の向上，改善のための取組が行われ，

教育課程の見直し等の具体的かつ継続的な方策が講じられているか。 
 
【観点に係る状況】 

全学的に実施している学生による授業評価アンケートは授業評価プロジェクト（担当者会議）がとりまとめ，

分析している。評価結果は教員へ通知するとともに，学生にも公表している。 

特に連合法務研究科においては，独自に各学期２回ずつ学生による授業評価アンケートを実施し，授業内容に

反映している。 

評価項目は数値化されており，授業科目間の比較が容易にできる。各部局では独自のアンケート調査の結果も

含め，教務委員会等が中心となって評価結果を分析し，評価結果に基づいた FD や評価の高い教員による公開授

業を実施して教員の授業スキルの向上を図っている。また，評価結果を参考にして，教育課程の見直しや学習環

境の改善等を検討している。これらの作業は毎年実施されている。 

 

別添資料9-1-1-8: 医学部統合講義アンケート用紙 

別添資料9-1-1-9: 医学部ポリクリアンケート用紙 

別添資料9-1-1-10: 医学部平成１８年度のアンケートの集計結果（統合講義とポリクリのアンケート集計結果を含

む） 

別添資料9-1-4-1: 授業評価アンケート集計結果（返却資料）のサンプル 
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別添資料9-1-4-2: ＦＤ研修会の「授業評価」に関する部分のプログラムと配布資料（平成１６年度～1９年度） 

別添資料9-1-4-3: 授業評価結果のフィードバック体制 

 

【分析結果とその根拠理由】 

授業評価アンケートは，授業評価プロジェクト（担当者会議）が中心となって評価結果を分析し，各部局等で

評価結果に基づいた FD や評価の高い教員による公開授業を実施して教員の授業スキルの向上を図っている。ま

た，評価結果を参考にして，教育課程の見直しや学習環境の改善等を検討している。これらの作業は毎年実施さ

れている。よって，評価結果がフィードバックされ，教育の質の向上，改善のための取組みが継続的に行われて

いると言える。ただし，具体的成果の定量的評価については今後の課題である。 

 
観点９－１－５： 個々の教員は，評価結果に基づいて，それぞれの質の向上を図るとともに，授

業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っているか。 
 
【観点に係る状況】 

平成 17 年度から教員の教育活動評価を試行し，19 年度から教育，研究，社会貢献及び運営の評価領域にわた

る教員の活動評価を実施している。教育の評価領域の評価項目は，(1) 教育活動に関する自己点検，(2) FD に関

する自己点検，(3) 学生による授業評価結果を参考とした自己点検，としている。すなわち，教員は前年度の授

業評価結果の点検と改善策の提出が義務付けられている。このようなシステムにより，各教員は授業内容，教材，

教授技術等を含む教育活動全般の継続的改善を行っている。また，教員の評価結果に基づき，各部局等の長が当

該教員に助言，指導を行い，教育の質の向上を図っている。 

 

別添資料9-1-1-14: 教員の教育活動実績（香川大学基礎情報データベースに各教員が登録） 

別添資料9-1-3-1: 卒業生等による大学教育評価報告書「教育内容の改善・向上を目指して 平成１９年３月 香川

大学」 

別添資料9-1-5-1: 全学ＦＤ研修会報告（大学教育開発センターニュースNO.2  p.10～17，No.3  p.1～3，No.5  p.4

～12，No.6 p.2～3， No.8 p.3～5，No.9 p.5～6，No.10  p.2～8 

別添資料9-1-5-2: 各学部ＦＤ研修会報告 

別添資料9-1-5-3: 教育，研究，社会貢献及び運営の評価領域にわたる教員の活動評価実施要領 

香川大学教育研究第1号p.43～54，2号p.53～88，3号p.93～120，4号p.75～100 

別添資料9-1-5-4: 経済学部平成17年度分 FD活動報告書 

 

【分析結果とその根拠理由】 

毎年実施している教員の活動評価の一環として，教員は教育活動に関する自己点検を行っており，その中で前

年度の授業評価結果の点検と改善策の提出が義務付けられている。また，教員の評価結果に基づき，各部局の長

が当該教員に助言，指導を行う制度が整っている。よって，個々の教員は評価結果に基づいてそれぞれの質の向

上を図るとともに，授業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っていると言える。 

 
観点９－２－１： ファカルティ・ディベロップメントについて，学生や教職員のニーズが反映さ

れており，組織として適切な方法で実施されているか。 
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【観点に係る状況】 

全学的な FD 活動としては，大学教育開発センターが中心となって実施する「初任者 FD 研修会」，「次年度の

全学共通教育実施に向けた FD 研修会」及び授業改善を狙いとした「スキルアップ講座」を実施している。スキ

ルアップ講座については，教員へのアンケートで希望の多かったテーマで実施しており，18 年度は２講座，19

年度は４講座を開講している。全学的に実施されている FD とは別に，各部局においても教務委員会等が中心に

なって独自の FD を定期的に実施している。テーマについては学生の授業評価アンケート及び教員への希望調査

の結果を踏まえて選定している。また，学生から高い評価を受けた授業を FD の一環として公開する取組も全学

的に実施されている。これらの FD への教員の参加状況を正確に把握し，参加者へのアンケートも毎回実施して

いる。 

 

別添資料9-1-2-8: 学生による授業アンケート結果，記述欄回答例，フィードバック・システム要項 

別添資料9-2-1-1: 学生や教職員のニーズを汲み上げる制度が把握できる資料「2006年度新入生調査（2007年度新

入生調査は10月に実施）」 

別添資料9-2-1-2:平成１８年度香川大学入学生調査「香川大学教育研究第４号64～68頁，81～87頁」 

別添資料 9-2-1-3: FD スキルアップ講座に対する希望アンケート（「初任者 FD 研修会」及び「次年度の全学共通

教育実施に向けたFD研修会」時に実施） 

別添資料9-2-1-4: 「全学共通教育の平成１９年度実施に向けた研修会」参加者アンケート 

別添資料9-2-1-5: 「平成１９年度香川大学新任教員研修会」アンケート 

別添資料9-2-1-6: 香川大学大学教育開発センターニュースNo.9, No.10 

別添資料9-2-1-7: 「初任者FD研修会」30名（2007年度） 

別添資料9-2-1-8: 教員の「次年度の全学共通教育実施に向けたFD研修会」約100名（2006年度）→スキルアッ

プ講座 

別添資料9-2-1-9: 「e-Learningコンテンツの作り方」13名 

別添資料9-2-1-10: 「なぜ話を聞いてくれないのか？動機の低い聴衆に聞かせる方法」22名 

別添資料9-2-1-11: 経済学部少人数教育科目の評価方法に関するFD：平成18年6月21日 

別添資料9-2-1-12: 経済学部成績評価に関するFD：平成18年10月18日・平成19年2月28日・平成19年6月

20日 

別添資料9-2-1-13: 平成１７年度医学教育ワークショップ報告書 

別添資料9-2-1-14: 平成１８年度医学教育ワークショップ報告書 

別添資料9-2-1-15: 平成１７年度医学部ファカルティ・ディベロップメント活動報告書 

別添資料9-2-1-16: 平成１８年度医学部看護学科ＦＤ活動報告書 

別添資料9-2-1-17: 2004年度香川大学工学部学科別ＦＤ報告書 

別添資料9-2-1-18: 工学部授業改善に関する検討依頼（教務委員長→学科長宛） 

別添資料9-2-1-19: 2007年度工学部ＦＤ研修会：平成19年12月25日 

別添資料9-2-1-20: 農学部ＦＤ平成１８年度「ＦＤで創る・香川大学農学部が目指す学生像」案内 

別添資料9-2-1-21: 農学部ＦＤ平成１９年度「よりよい化学及び生物の入試問題を作るために」案内 

 

【分析結果とその根拠理由】 
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全学的な FD 活動は大学教育開発センターが中心となって実施している。これとは別に各部局においても教務

委員会等が中心になって独自の FD を定期的に実施している。テーマについては，学生の授業評価アンケート及

び教員への希望調査の結果を踏まえて選定している。また，学生の高い評価を受けた授業を FD の一環として公

開している。FDへの教員の参加状況を把握し，参加者へのアンケートも実施している。したがって，FDには学

生や教職員のニーズが反映されており，組織として適切な方法で実施されていると言える。 

 
観点９－２－２： ファカルティ・ディベロップメントが，教育の質の向上や授業の改善に結び付

いているか。 
 
【観点に係る状況】 

 FD では活発な議論が行われるとともに FD 活動の内容を報告書にまとめて教員に周知している。FD が教育の

質の向上や授業の改善に結び付いた事例としては以下のものがある。 

(1) 「主題科目」及び「教養ゼミナール」の意義について担当教員間で意思疎通を深め，授業技法の共有等を図 

 り，授業改善に結び付けることができた。 

(2) 学生の授業評価アンケートの評価値が学部全体として上昇している。 

(3) 授業改善のための授業スキルの共有が図られた。 

(4) 全国レベルで制定されている医学教育モデル・コア・カリキュラムの項目を網羅しているか点検し，カリキ 

 ュラムの改善を行った。 

 

別添資料9-2-2-1: 『学生による授業評価報告書』（平成17年度及び18年度全学共通科目） 

別添資料9-2-2-2: 『香川大学教育研究』関連箇所：第4号 1-100，第3号77-122頁，第2号35-88頁 

別添資料9-2-2-3: 『教養ゼミナールハンドブック』 

別添資料 9-2-2-4: 全国レベルで制定されている医学教育モデル・コア・カリキュラムの項目を網羅している FD

関係資料 

 

【分析結果とその根拠理由】 

FDでは活発な議論が行われるとともにFD活動の内容を報告書にまとめて教員に周知している。多くの部局で

は，改善事例からFDが教育の質の向上や授業の改善に結び付いていると判断している。 

ただし，今後の更なる教育の質の向上や授業の改善に結びつけるためには，一層 FD 活動を推進していく必要

がある。 

 
観点９－２－３： 教育支援者や教育補助者に対し，教育活動の質の向上を図るための研修等，そ

の資質の向上を図るための取組が適切になされているか。 
 
【観点に係る状況】 

事務職員に対する研修は，Staff Development (SD)として全学的に随時実施されている。その内容は IT技術の向

上，学生への対応方法などである。大学院生から採用しているTeaching Assistant (TA)については担当教員が授業

科目に即した研修を個別に行っている。外国人留学生に対しては，渡日後１年間は先輩学生がチューターとして

学業・日常生活を支援する制度を設けている。教育支援者・教育補助者に対し，教育活動の質の向上を図るため
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の部局毎の取組としては以下の事例がある。(1) 助手が教育支援者・教育補助者としての役割を果たす授業科目

についてはテキスト作りの段階から関わってもらい，授業終了後には授業内容についての意見交換などを行って，

翌年度の授業に活かす工夫をしている。(2) 実務家などのゲストスピーカーとは事前に授業担当者が綿密な打ち

合せを行っている。(3) 医療面接のボランティア（SP，いわゆる模擬患者）は，日頃から香川大学SP研修会でト

レーニングを積んでいる。(4) 技術職員は担当教員との連絡調整を緊密にし，卒論や大学院の研究にも協力する

中で資質・能力の向上に努めている。(5) 教育補助者は教員とともに各種シンポジウム等に参加している。 

 

別添資料9-2-3-1: ＳＰ会の資料と感謝状関連の医学部学務委員会資料 

別添資料9-2-3-2: 連合法務研究科各種シンポジウム資料 

別添資料9-2-3-3: 連合法務研究科名古屋大学を基幹校とする専門職大学院支援プロジェクト開催シンポジウム 

 

【分析結果とその根拠理由】 

事務職員に対する研修は，SDとして全学的に随時実施されている。TAについては担当教員が授業科目に即し

た研修を個別に行っている。外国人留学生を支援するチューター制度を設けている。部局ごとにも様々な取組が

行なわれている。したがって，教育支援者や教育補助者に対し，教育活動の質の向上を図るための研修等，その

資質の向上を図る取組が行われているが，SD 研修が十分な成果を挙げているかどうかについての検証が必要で

ある。また，TA の研修については，それに対する大学としてのポリシーの確立や全学統一的な研修プログラム

の実施が検討課題である。 

 
（２）優れた点及び改善を要する点 
【優れた点】 

「学生による授業評価」は全学的に毎年学期ごとに実施されており定着している。評価結果は担当教員に通知

され，学生にも公開され，教員の教育活動の自己点検にも利用されている。質問項目は数値化され授業科目間の

比較が容易である一方，自由記述欄を設けて学生の生の声を汲み上げるのに役立っている。部局単位では，評価

結果は FD の資料あるいはカリキュラム改革など授業改善を進める際の参考資料として活用されている。また，

FD活動については，全学レベル及び部局レベルで継続的に行われており定着している。部局毎のFDでは部局独

自のニーズが反映されており，実質的な内容になっている。FD 活動の内容は報告書にまとめて教員に周知され

ており，学生による授業評価アンケートの評価値の上昇などから，FD が教育の質の向上や授業の改善に結び付

いていると判断される。一方，授業の実施状況を示すデータや教員の教育活動実績等は全学的に電子化されてお

り，教育研究支援システム（TKC）や講義収録配信システムを利用した授業管理など，一層の電子データの保管・

蓄積が進んでいる部局がある。 

 

【改善を要する点】 

卒業生及び就職先の企業等を対象としたアンケート調査を全学的に実施し，一部の部局では学外関係者のネッ

トワークとの活発な交流や授業参観を含む外部評価を実施しているが，その一方で学外関係者の意見収集が不十

分と考えている部局があり，さらなる取組が必要である。また，TA の全学統一的な研修プログラムが実施され

ておらず，検討を要する。 

FD活動については全学レベル及び部局レベルで継続的に行われており，FDが教育の質の向上や授業の改善に

結び付いていると判断できるが，今後の更なる教育の質の向上や授業の改善に結びつけるためには，一層 FD 活
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動を推進していく必要がある。 

 
（３）基準９の自己評価の概要 
 授業の実施状況，授業内容及び成績評価に関する資料等，教育活動の実態を示す資料は全学レベルあるいは部

局レベルで適切に収集し，蓄積している。学生による授業評価アンケートを全学的に毎年学期毎に実施しており，

評価結果を教員の自己点検・評価に反映させる仕組みも整っている。学生からの要望や意見を聴取する機会を設

けている。全学的な取組として，卒業生及び就職先の企業等を対象としたアンケート調査を実施し，分析結果を

報告書としてまとめた。また，学外団体と定期的な意見交換を行っている。 

 授業評価アンケートは，大学教育開発センター調査研究部や各部局の教務委員会等が中心となって評価結果を

分析し，分析結果を参考にして教育課程の見直しや学習環境の改善等を検討している。教員は教育活動に関する

自己点検を毎年行っており，その中で前年度の授業評価結果の点検と改善策を提出しており，それぞれの質の向

上を図るとともに，授業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っている。 

 大学教育開発センターと各部局の教務委員会等はそれぞれFD活動を定期的に実施している。FDについては学

生及び教員の意見を取り入れてテーマを選定し，教員の参加状況を把握し，参加者へのアンケートを実施するな

ど，学生や教職員のニーズを反映させた FD を組織的に実施している。結果は教育の質の向上や授業の改善に役

立っていると判断される。事務職員に対する研修はSDとして全学的に実施されている。TAについては担当教員

が授業科目に即した研修を個別に行っている。教育支援者や教育補助者の向上に対しては部局単位でも様々な取

組が行われている。 
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基準10 財務 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点10－１－１： 大学の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。また，債務

が過大ではないか。 

 

【観点に係る状況】 

平成１８年度末現在における資産は，有形固定資産合計 41,004,425千円，無形固定資産合計 108,148千円，

投資その他の資産合計 3,163千円，流動資産合計 8,793,057千円，資産合計 49,908,793千円である。また，

負債は固定負債合計 12,588,729千円，流動負債合計 5,963,683千円，負債合計 18,552,412千円で，資本合

計は 31,356,380千円うち教育研究環境整備積立金 1,037,399千円，積立金  2,827,331千円，当期未処分利益 

1,550,086千円であり負債資本合計は49,908,793千円（別添資料10-1-1-1）である。 

負債のうち，減価償却処理により費用が発生する都度，取り崩して収益化する取扱いとされている資産見返負

債が 6,244,974千円，国立学校特別会計から独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した財政融資資金

借入金等のうち，香川大学が負担する国立大学財務・経営センター債務負担金が固定・流動負債合計 5,944,883

千円，附属病院の施設・設備の整備に充てる資金として平成16～18年度に国立大学財務・経営センターより借り

入れた長期借入金が固定・流動負債合計  1,098,300 千円，後年度に実施される寄附金事業に充てられる寄附金

債務が1,357,771千円などである。なお，短期借入は行っていない。 

固定資産の保有状況については，土地は延面積 941,237㎡（うち附属病院77,169㎡）であり，平成１８年度

において寄附金を財源として工学部地区に 7,702 ㎡の土地を購入したところである。一方，建物は延面積 

251,820㎡（うち附属病院49,189㎡）経年年数が25年以上の建物の延面積は188,086㎡（うち附属病院29,352

㎡）であるが，現在，香川大学施設緊急５カ年計画整備計画（第二次）を策定し，延面積 47,106㎡の建物に耐

震改修等工事が実施され教育研究環境の改善が図られている。 

工具器具備品の取得に関しては，取得価格50万円以上のものが441点，804,463千円（うち附属病院 142点，

388,615千円）である。 

なお，国立大学法人への移行に伴い，平成１６年度から従来の国立学校特別会計による款・項・目による予算

配賦から渡しきりの運営費交付金と自己資金による予算での運営となった。これにより，学内における予算配賦

や執行に関して，運営費交付金の積算にとらわれない柔軟な運用が可能となった。 

しかし，運営費交付金算定ルールにより，運営費交付金の効率化係数１％の削減及び総人件費抑制に伴い平成

２２年度までに５％の人件費の抑制が求められている。 

今後の教育研究活動を安定して遂行するために，自己収入の増加，学生の安定的な確保，更なる経費の節減等

に努めている。 

 

別添資料10-1-1-1 平成１８年度財務諸表 

 

【分析結果とその根拠理由】 

資産は，49,908,793千円で，教育研究及び診療活動を安定して遂行できる資産を有している。また，負債につ

いても，国立大学法人会計基準の特有な会計処理で負債計上されているものもあるが，大学の目的に沿った教育
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研究活動を安定して遂行できる資産を有し，債務は過大ではないと判断する。 

    

観点10－１－２： 大学の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継続的に確保さ

れているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学の収入については，香川大学概要（別添資料10-1-2-1）に示すとおりであり，平成１９年度は運営費交付

金，自己収入（授業料，入学金，検定料，附属病院収入等），産学連携等研究収入（受託研究，共同研究，受託事

業），寄附金収入，施設整備費補助金等で収入予算の編成としている。また，収入予算以外では，科学研究費補助

金を獲得している。 

自己収入の根幹となる授業料，入学料，検定料については，受験生の確保の観点から，近隣の岡山大学とのオ

ープンキャンパスの相互乗入れ，本学が企画・立案した「中国・四国地区国立大学合同入試セミナー」の実施等，

積極的に学外への情報発信を行っている。また，附属病院収入については，病床稼働率の向上，手術件数の増加

等，増収を実現するために，診療科マニフェストに対するヒアリングを実施し，各診療科の数値目標の検証を行

っている。 

産学連携等研究収入及び科学研究費補助金等の競争的資金の確保については，受託研究・共同研究の直接経費

の３０％，１０％に相当する間接経費を付加することにより，大学経営の財源とし，その一部を当該収入を確保

した教員の属する部局に還元する仕組みを構築するとともに，学内予算編成において，競争的資金の獲得状況に

より資金を配分する「インセンティブ経費」を確保し，競争的資金の更なる獲得への醸成を図っている。 

また，科学研究費補助金の獲得に向けては，「科学研究費補助金申請アドバイザー制度」，「科学研究費補助金計

画調書閲覧制度」を導入し，科学研究費補助金の採択率向上に向けた取組を行っている。 

教育関係の補助金では，文部科学省の現代教育ニーズ支援プログラム及び資質の高い教員養成推進プログラム

等に積極的に応募することにより，２件が採択された。 

共同研究，受託研究では，「第５回産学官連携推進会議」，「イノベーションジャパン 2006」等に出展するとと

もに，地方公共団体，企業等に，学内研究プロジェクト等のパンフレットを配布し，本学の研究シーズを広く学

外に情報発信している。 

 

別添資料10-1-2-1 香川大学概要（抜粋） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

経常的な収入の確保については，国から運営費交付金が毎年度，効率化係数１％により削減されているが，経

費の節減，受験生の確保，附属病院収入の増収，さらには，産学連携等研究収入及び科学研究費補助金等の確保

に努める施策を実施している。したがって，経常的な収入の確保が継続的，かつ，安定的に確保されている状況

にあると判断する。 

 

観点10－２－１： 大学の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計画等が策定

され，関係者に明示されているか。 

 

【観点に係る状況】 
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本学が達成すべき教育研究，業務運営に関する目標を「国立大学法人香川大学中期計画」及び「平成１９年度

年度計画」において定めている。中期計画，年度計画では，予算（人件費の見積もりを含む），収支計画，資金計

画等，財務上の重要な事項についても含まれている（別添資料10-2-1-1）。 

中期計画，年度計画については，学内の関係機関等での検討の後，役員会で検討し，教育研究評議会，経営協

議会の審議を経て学長が決定している。 

また，中期計画，年度計画を踏まえて毎年度「予算編成方針」（別添資料10-2-1-2）を定め，本方針に基づき

「予算編成基準」（別添資料10-2-1-3）を定めている。予算編成方針，予算編成基準の制定に当たっては，役員

会で検討・審議し，経営協議会の審議を経て学長が制定している。本方針・基準に基づき学内の予算が策定され，

部局長等会議・教育研究評議会に報告され，当該部局等教職員に周知されている。 

「中期計画・年度計画」については，本学ウェブサイトに掲載し，公表している。 

 

別添資料10-2-1-1 国立大学法人香川大学 中期目標・中期計画一覧表（抜粋） 

別添資料10-2-1-2 平成１８年度国立大学法人香川大学予算編成方針 

別添資料10-2-1-3 平成１８年度全学予算編成基準 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学が達成すべき教育研究，業務運営に関する目標は，学内の各種機関で検討・審議するとともに，学外有識

者を含めた経営協議会において審議し，定めていることから，学内外の意見等を反映していること，制定したの

ちには，学内の各種会議で報告するとともに，ウェブサイトに掲載していることにより，適切な収支に係る計画

等が策定され，関係者に明示されていると判断する。 

なお，法人化後，企業会計に基づく決算を３回経験し，財務諸表を作成した現状において，財務諸表に基づく

実績等を考慮した予算編成を検討する必要がある。 

 

観点10－２－２： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

 

【観点に係る状況】 

損益計算書（前述別添資料10-1-1-1）において，経常費用合計  26,728,034千円，経常収益合計 28,185,669

千円で経常利益は1,457,635千円であり，臨時損失，臨時利益を考慮した当期純利益は 1,456,080千円であり，

目的積立金取崩を考慮した当期総利益は 1,550,086千円となる。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

上記に示す損益計算書の内容から判断して，収支の状況において，支出の超過となっていないと判断する。 

 

観点 10－２－３： 大学の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む。）に対し，

適切な資源配分がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

毎年度の予算編成方針の第１条において，「平成○○年度予算は，中期目標を実現するための具体的な計画であ

る中期計画に基づき，平成○○年度の業務運営に関する計画（年度計画）を実施するための予算である。」旨を定
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義し，当該年度の予算編成基準を作成している。 

予算編成基準において，収入予算，支出予算について定義している。 

収入予算については，予算単位毎に収入予算額を提示するとともに，自己収入の増減による調整を行うことを

明記し，各予算単位においての収入の確保についての意識を促している。 

支出予算については，人件費と物件費に区分し人件費については所要額を確保し全学管理としている。 

物件費は，教育経費，研究経費，教育支援経費，診療経費，一般管理費と国立大学法人会計基準に沿った区分

において学生数，教員数等に基づき各部局等に配分することとしている。特に，本編成基準において，特定施策

推進経費として学長裁量経費・病院長裁量経費・研究支援経費・大学運営特別経費・教育研究環境整備費等を計

上し中期計画・年度計画を確実に実施するための予算を確保している。学長裁量経費では，プロジェクト研究経

費・教育改革等推進経費・学生支援プロジェクト経費・地域貢献推進経費等に区分し，広く学内から公募し，研

究・教育・学生支援・地域貢献等の将来を見据えた実効性の高い事業を各担当理事が所掌する委員会において検

討・選定し，役員会で審議し，学長が決定している。また，教育研究環境整備費は，教育用設備更新等経費・研

究用設備更新等経費・施設環境整備費に区分し，教育・研究の施設・設備の環境改善のため予算を確保し，学内

から意見を聴取するとともに現状調査を行い平成１８年度から４年間の整備計画（別添資料10-2-3-1）を策定し，

毎年度予算を確保し計画的に整備を図ることとしている。なお，特定施策推進経費については，毎年度見直しを

行い政策的に重要な事項を追加している現状である。 

 

別添資料10-2-3-1 設備等の年度別整備事業計画 

 

【分析結果とその根拠理由】 

毎年度の予算編成方針・予算編成基準において，教育経費・研究経費・教育支援経費・診療経費・一般管理費・

特定施策推進経費等に区分し，学内からの要望等に基づき適切な審議を経て予算の配分を行っていることから，

大学の目的を達成するため，教育研究活動に対し適切な資源配分がなされていると判断する。 

 

観点10－３－１： 大学を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

 

【観点に係る状況】 

財務諸表等の公表については国立大学法人法第３５条「毎事業年度，貸借対照表，損益計算書，利益の処分又

は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書（以下「財務諸表」という。）

を作成し，当該事業年度の終了後３ヶ月以内に文部科学大臣に提出し，その承認を受けなければならない。承認

を受けたときは，遅滞なく財務諸表を官報に公告し，かつ，財務諸表，事業報告書，決算報告書，監事及び会計

監査人の意見を記載した書面を，各事務所に備えて置き，文部科学省令で定める期間，一般の閲覧に供しなけれ

ばならない。」に基づき，文部科学大臣の承認後，直ちに官報公告，ウェブサイトへの掲載，事務所での閲覧等を

行う手続きとしている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

国立大学法人法を遵守し，財務諸表を官報に公告するとともに，財務諸表に関連する資料を本学事務局広報セ

ンターに備え置き，一定期間，一般の閲覧に供している。また，財務諸表に関連する資料をウェブサイトに掲載

している。 
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以上のことから，適切な方法により公表していると判断する。 

 

観点10－３－２： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

会計監査は，内部監査としては，各部局の契約担当部門で日常業務として行われているほか，学内規則に基づ

き監事及び内部監査室が連携し，会計処理の適否，会計記録の正否及び財産保全状況の適否等の観点で毎月実地

監査を実施している。監事及び内部監査室の監査計画（別添資料 10-3-2-1,10-3-2-2）に基づく監査の結果を，

規則に基づき違った立場で別々に学長に報告（別添資料10-3-2-3, 10-3-2-4）している。 

平成１９年３月まで監事の監査報告は監事監査規則に基づき学長のみに報告していたが，平成１９年４月から

は，監事が毎月後半開催の役員会において各役員に直接監査概要を説明し，内部統制の強化を図っている。 

監査の結果改善を要する事項については，内部監査室が被監査部局と意見調整のうえ改善計画を取りまとめ「指

摘事項等管理表」（別添資料10-3-2-5）及び「発見事項等整理表」（別添資料10-3-2-6）に整理し学内ウェブサイ

トに掲載している。その後の監査において改善状況を確認し，着実に改善措置を講じるなど会計事務の適性化に

努めている。 

また，外部監査として，国立大学法人法第３５条において準用する独立行政法人通則法第３９条の規定に基づ

き，本学は平成１６年４月から平成１９年６月までは会計監査人である新日本監査法人と，平成１９年７月から

は監査法人トーマツと契約し，各事業年度の財務諸表，事業報告書（会計に関する部分），及び決算報告書並びに

それらの基礎資料の監査を受けており，平成１６事業年度から平成１８事業年度の監査報告書（別添資料

10-3-2-7）は本学ウェブサイト上で広く一般に公開されているが，特段の指摘事項はない。 

さらに監事は，内部監査室と会計監査人の監査方法及び監査結果を相当として認め，平成１６事業年度から平

成１８事業年度の監査報告書（前述別添資料10-3-2-7）を本学ウェブサイト上で広く一般に公開しているが，特

段の指摘事項はない。 

 

別添資料10-3-2-1 監査室監査計画（Ｈ１７～１９） 

別添資料10-3-2-2 監事監査計画（Ｈ１７～１９） 

別添資料10-3-2-3 監査室監査報告書（Ｈ１７～１９） 

別添資料10-3-2-4 監事監査報告書（Ｈ１７～１９） 

別添資料10-3-2-5 指摘事項等管理表（Ｈ１７～１９） 

別添資料10-3-2-6 発見事項等整理表（Ｈ１７～１９） 

別添資料10-3-2-7 事業年度の監査報告書（Ｈ１６～１８） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

財務に対する監査は，法令に基づき会計監査人による監査が実施され，また，本法人の監査規定に基づき監事

監査及び内部監査室監査が監査計画のとおり実施されている。 

監事及び会計監査人の監査報告書は，本学ウェブサイト上で広く一般に公開されているが特段の指摘事項はな

く，内部監査室の監査結果及び改善計画も学内ウェブサイトに掲載され，適切に改善措置が講じられていること

から，財務に対して会計監査等が適正に行われているものと判断する。 

なお，研究経費の不正使用対応で文部科学省のガイドラインへの対応や，物品検収体制の監査及びモニタリン



 

-131- 

 

グ監査の業務量などが増加しており，大学全体の組織改革の中で監査室の体制等を見直す必要がある。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

大学の目的に沿った教育活動を安定して遂行できる資産については，法人設立時において文部科学省から承継

しているが，本学の教育目的に沿った土地の購入を行うとともに，施設・設備の更新計画を策定するなど施設整

備の体制がとられていることもあり，十分に有している。 

経常的収入が継続的に確保されていることについては，学生納付金の確保の方策，産学連携等外部資金の確保

のための方策等，自己収入の確保のための方策を種々検討し実施していることから，継続的に確保される状況に

ある。 

「予算編成方針」・「予算編成基準」については，中期計画・年度計画の実現のための予算の方針であり，役員

会・経営協議会の審議を経て学長が制定し，学内の各種会議に報告し全学的に周知され教職員に認識されている。 

教育研究活動への適切な資源配分については，毎年度の予算編成方針において制定され，本学の現状・将来を

見据えた予算編成方針であり，特に，特定施策推進経費を計上し学長のリーダーシップのもと重点施策を講じて

いる。 

監事及び内部監査室の監査結果に基づく改善指摘，改善提案の業務フローが構築されており，実際に機能し改

善されている。 

 

【改善を要する点】 

「予算編成方針」「予算編成基準」については，年度計画予算及び前年度の予算が基礎となり編成しているとこ

ろである。法人化後，企業会計に基づく決算を３回経験し，財務諸表を作成した現状において，財務諸表に基づ

く実績等を考慮した予算編成を検討する必要がある。 

研究経費の不正使用対応で文部科学省のガイドラインへの対応や，物品検収体制の監査及びモニタリング監査

の業務量などが増加しており，大学全体の組織改革の中で監査室の体制等を見直す必要がある。 

 

（３）基準10の自己評価の概要 

香川大学は旧香川大学と香川医科大学との統合により2003年10月に誕生した。統合に際して，大学の理念と

目標を制定した。それらを踏まえて現在の中期目標・中期計画（2004～2009年度）が策定されており，その達成

に向けて努力を積み重ねている。 

大学の理念と目標の達成については，「財務戦略」が重要であり，本学においては，学長が「予算編成方針」・「予

算編成基準」を制定しているが，経営協議会・役員会で十分審議検討され，部局長等会議・教育研究評議会にお

いて報告され，広く学内に周知し，全教職員が大学の理念と目標の達成に向けて教育，研究，地域貢献を推進し

ている。 

特に，「予算編成方針」・「予算編成基準」においては，特定施策推進経費を設け戦略的に理念と目標の達成の推

進を図っている。 

大学の運営を行う経常的収入は，国から交付される運営費交付金と自己収入（授業料等の学生納付金，附属病

院収入等）により構成され自己収入については，授業料，外部資金等収入の確保を行うための方策を実施してお

り，安定的に確保されている。 

本学の財務状況は財務諸表等を法令に基づく公表及び本学ウェブサイトに掲載し公表されている。また，財務
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諸表等には会計監査人監査報告書及び監事監査報告書が添付されいずれも適正であるとの旨が記載されている。 

監事，内部監査室，会計監査人の連携が効果的に行われ，適切な監査が実施されている。 

また，監査結果に対する改善指摘，改善提案については，学内の協力体制も得て，確実に改善措置が講じられ

ている。 

 各種監査体制が有効に機能し，大学の発展，外部評価の向上に貢献していると判断している。 
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基準11 管理運営 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点11－１－１： 管理運営のための組織及び事務組織が，大学の目的の達成に向けて支援するという任務を

果たす上で，適切な規模と機能を持っているか。また，必要な職員が配置されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学は，国立大学法人香川大学組織規則等に基づき，管理運営組織として，学長，理事，部局長等を構成員と

した役員会，教育研究評議会，経営協議会を設置している（別添資料11-1-1-1～11-1-1-5）。 

 役員会は，中期目標・中期計画や年度計画，予算・決算，学部や学科の組織改廃等，本学の重要事項を審議す

る管理運営組織であり，学長と６名の理事（教育，学術，連携・評価，労務，総務・財務，経営）で構成される。 

 教育研究評議会は，大学の教育研究に関する重要事項を審議する組織で，学長，理事，学部長等，併せて２０

名を構成員としている。 

 経営協議会は，法人の経営に関する重要事項を審議する組織で，学長，理事，医学部附属病院長に加えて７名

の学外委員で構成している。  

 また，学長，理事，部局長，医学部附属病院長の１５名で構成される部局長等会議を設置して，各部局等に共

通し，あるいは部局間等で利害が衝突し，調整する事項を実質的に協議して，円滑な運営が行えるようにしてい

る（別添資料11-1-1-6）。その他全学委員会として，２１の委員会を設置している（別添資料11-1-1-7）。 

 各部局では，教授会，研究科委員会等において，各部局固有の重要事項について審議決定し，部局長を中心と

した管理運営体制が構築されている。 

 事務組織は，平成１７年６月に従前の部課係制を廃止し，６人の理事に直結させた事務局に，経営管理室，環

境管理室，教育・学生支援室，学術室の４室，１５グループを置いている。また，中期目標・中期計画の達成及

び年度計画に掲げる事業に関する業務を柔軟かつ機動的に処理するため３グループ，監査室を置いている（別添

資料11-1-1-8）。また，各学部に事務部を配置している。 

 

別添資料11-1-1-1 大学概要P.2～P.3（組織図） 

別添資料11-1-1-2 国立大学法人香川大学組織規則 

別添資料11-1-1-3 国立大学法人香川大学役員会規則 

別添資料11-1-1-4 国立大学法人香川大学教育研究評議会規則 

別添資料11-1-1-5 国立大学法人香川大学経営協議会規則 

別添資料11-1-1-6 国立大学法人香川大学部局長等会議規則 

別添資料11-1-1-7 全学委員会規則 

別添資料11-1-1-8 国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程 

 

【分析結果とその根拠理由】 

大学の目的を達成するために効果的な組織運営が行われており，本学の管理運営は適切に行われている。管理

運営のための組織として設けられている役員会，教育研究評議会，経営協議会，全学委員会，教授会，研究科委

員会等は適切に機能しており，効率的で効果的な管理運営が行われている。事務組織は，法人化後に事務組織が
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見直しされ，平成１７年６月に部課係制からグループ制に移行し，新たに監査室を設置した。各理事が直結する

事務局各室が連携して円滑な法人運営がとられ，業務の効率化・合理化を図っている。 

これらのことから，管理運営組織及び事務組織は，適正な規模と機能を維持した職員を配置している。 

 

観点 11－１－２： 大学の目的を達成するために，学長のリーダーシップの下で，効果的な意思決定が行える

組織形態となっているか。 

 

【観点に係る状況】 

 大学の目的を達成するための重要事項を審議する組織としては，管理運営に関わる議決機関である役員会，教

育・研究に関わる教育研究評議会，財務会計等経営に関わる経営協議会がある（前述別添資料 11-1-1-3～

11-1-1-5）。 

大学の目的を達成するため，学長のリーダーシップの下に，これらの会議で様々な案件が，審議を経て決定し

ている。また，必要に応じて部局長等会議を開催し部局間の連絡調整を行っている。 

全学委員会においては，担当理事をそれぞれの委員長とすることによって，各種委員会からの意見を適切に反

映させるとともに，学長や理事からの提案に対し，理解と協力が得られやすい組織形態としている。各部局にお

いても全学委員会に対応した委員会組織を設置しており，各部局の委員長等が全学委員会の委員として参画する

ことにより，各部局の意見が全学に反映できる体制としている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 本学の管理運営は，学長のリーダーシップの下に，教育・研究に関する重要事項を審議する教育研究評議会と

経営に関する重要事項を審議する経営協議会を経て，役員会が審議を行った上で，学長が意志決定を行っている。

また，学長を補佐する理事（副学長）が全学委員会の委員長を務めて学部等との連携を図り，部局長等会議では

部局間の連絡調整を行っている。 

 これらのことから，大学の目的を達成するために，効果的な意志決定が行える組織形態となっている。 

 

観点11－１－３： 学生，教員，事務職員等，その他学外関係者のニーズを把握し，適切な形で管理運営に反

映されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 経営協議会に学外の有識者７名を委員として加え，そこで学外関係者のニーズを把握し，また，学外委員から

の指摘・提案事項を受け，これを大学の管理運営に反映させている（別添資料11-1-3-1）。 

大学における学生を含む構成員が教育研究の一層の充実を図るため協議することを目的に大学づくり委員会

(別添資料11-1-3-2)を平成１７年度に設置，当該委員会からの提案で実現した事項には，香川大学キャラクター

及びキャッチコピーの募集や教育学部・教養教育棟１階ラウンジ改修がある。 

 学生のニーズについては，学生生活実態調査部会が大学生活全般のアンケートを隔年で実施して，学生のニー

ズを把握している（別添資料 11-1-3-3）。また，学長への提案箱を設置し，受け付けた意見は，学長が回答し，

学内ウェブサイトに掲載することとしている（別添資料11-1-3-2）。 

 教員のニーズについては，各部局の教授会及び各種委員会等での審議過程で把握されており，これらの意見等

は全学委員会や部局長等会議，教育研究評議会での議論を通じて，管理運営へ適切に反映している。 
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 事務職員のニーズは，各種委員会等への委員の参画を通じて，管理運営へ適切に反映している。 

   

別添資料11-1-3-1 経営協議会議事要旨 

別添資料11-1-3-2 平成18年度学生生活実態調査報告書 

別添資料11-1-3-3 学長への意見箱への意見及び回答 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学外関係者のニーズは，経営協議会に学外委員を加え，これを管理運営に反映させている。 

学生のニーズは，大学づくり委員会，学生生活実態調査のアンケートや学長への意見箱への意見などで，管理

運営に反映させることに努めている。 

教職員のニーズは，各種委員会への参画，教授会等での意見交換により把握し，その結果を全学委員会や部局

等会議，教育研究評議会などで審議することにより，適切に大学の管理運営に反映している。 

これらのことから，本学では，学生，教員，事務職員等，その他学外関係者のニーズを把握し，適切な形で管

理運営に反映していると判断できる。 

 

 

観点11－１－４： 監事が置かれている場合には，監事が適切な役割を果たしているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学では，常勤監事，非常勤監事を各１名置き，監事監査に係る必要な事項は，国立大学法人香川大学 

監事監査規則及び同実施細則（別添資料11-1-4-1）に規定している。 

監事は，毎年定める監事監査計画（別添資料11-1-4-2）において，教育，研究，大学全体及び学部並びに附

属病院等の管理・運営など大学業務全般に亘り監査重点項目を定め，業務監査及び会計監査を実施している。 

監査の結果，法人発展に必要と思われる有効な事項については，学長に対し，監査報告及び改善方策の意見

を述べている。 

平成１７年６月内部監査室の設置以降は，監事監査規則の規定に基づき監査上連携し，毎月各部局の業務及

び会計の監査を実施し学長に報告している（別添資料11-1-4-3）。 

  平成１９年３月までは規則に基づき監査報告は学長に対してのみ行っていたが，平成１９年４月からは毎月

後半開催の役員会に監査概要を報告し，各役員に対し直接説明し内部統制の強化を図っている（別添資料

11-1-4-4）。 

  また，監事は，役員会，経営協議会，教育研究協議会等に陪席し，適宜，監査報告，助言等を行っている（別

添資料11-1-4-5）。 

さらに，監事は，学内外の経費による研究発表会，各種行事等にも積極的に出席し，大学の実情把握に努め，

関係法令等に基づく諸業務及び会計処理に関して，学長に対し適切な助言と指導を行っている。 

 

別添資料11-1-4-1 国立大学法人香川大学監事監査規則及び同実施細則 

別添資料11-1-4-2 監事監査計画 

別添資料11-1-4-3 監査報告書 

別添資料11-1-4-4 役員会監査報告 
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別添資料11-1-4-5 経営協議会監事監査中間報告 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学の監事は，大学の業務の適正かつ効率的，効果的な運営と会計経理の適正な執行を確保するため，内部監

査室と連携し監査を毎月実施し学長又は役員会に報告し，適切な助言と指導を行っている。 

会計監査人の財務諸表等の監査結果報告を受け，適正性を確認している。 

大学運営の重要な会議への陪席，各種研究発表会等への出席など，大学全般の情報収集に努め，有効な助言と

指導を学長に行い，監事として適切に役割を果たしていると判断する。 

なお，全国の監事協議会の下，会計監査，業務監査，業務効率化の３つの観点で監事による監査チームが編成

され監事業務の在り方，監査業務内容等の検討が重ねられた。平成１９年１１月２８日の全国監事協議会におい

て，取りまとめた検討結果が報告された。平成２０年度内にこの取りまとめられた報告書を踏まえ，本学の監事

の監査業務の見直し検討が必要である。平成２１年度予定の認証評価に向け，より実効性のある監事監査を実施

するためにも大学としての対応が重要である。 

 

観点11－１－５： 管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよう，研修等，管

理運営に関わる職員の資質の向上のための取組が組織的に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

本施策の目的は「11－１ 大学の目的を達成するために必要な管理運営体制及び事務組織が整備され，機能し

ていること」である。 

具体に施策として，管理者に対しては，大学目標・計画を自らの部門にブレイクダウン（連鎖）することがで

き，その目標・計画を遂行・管理できる能力を育成することにあり，また，スタッフに対しては，業務を的確に

遂行できるとともに，更に改善に取り組む能力を有する人材に育成することにある。 

本学で取り組んだ研修として， 

管理者に対して 

年 度 実施日 研 修 内 容 対 象 者 

16年度 
8月29日 幹部職員研修（意識改革，管理能力等の向上） 課長以上30名 

9月21日 役員研修（意識改革を目標としたマネジメント研修） 学長，理事，監事８名 

17年度 

5月11,12日 リーダー研修（目標管理における目標設定） 課長以上   約30名 

10月12,13日 リーダー研修（目標管理の評価，能力評価） 課長以上   約35名 

1月24,25日 リーダー研修（目標管理，能力評価の評価研修） 課長以上   約35名 

18年度 
4月17日 リーダー研修（目標達成度評価と能力評価） 課長・補佐以上  約40名 

10月18日 リーダー研修（評価スキルの再確認と向上） 課長・補佐以上  約40名 

を実施した。 

管理者以外の事務職員については，事務系職員研修制度を設け，本学独自の研修体系を構築し，人材育成を目

指しているところである。 

また，19年度に学内経費で監査業務体験制度を採択し，各学部事務職員４名を毎月の監事・監査室監査に同行，

監査関係外部セミナーに参加させるなど，実地研修を行い，職員の意識改革を図った。 
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【分析結果とその根拠理由】 

本学では，大学目標・計画を効率的に実施するため目標管理制度を導入しており，具体には，大学目標から個々

の目標までブレイクダウンし，それを達成することで人事評価に結びつけるシステムとなっている。そのため，

研修以外でも全事務系職員に対して説明会を重ねるなど，他大学以上の取り組みを実施している。 

 これらのことから，管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよう，研修等，管

理運営に関わる職員の資質の向上のための取組が組織的に行われていると判断する。 

 

観点11－２－１： 管理運営に関する方針が明確に定められ，その方針に基づき，学内の諸規定が整備される

とともに，管理運営に関わる委員や役員の選考，採用に関する規定や方針，及び各構成員の

責務と権限が文書として明確に示されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 管理運営に関する方針は，本学の中期目標に「学長のリーダーシップの下に，各部局等と適切な連携を図りな

がら，適切かつ効率的な大学運営を図る。」と定めている。この方針を踏まえ，国立大学法人香川大学組織規則（前

述資料11-1-1-2），国立大学法人香川大学組織運営規則（資料11-2-1-1）を制定し，その他の学内規則を整備す

ることにより，管理運営に関わる委員や役員の選考，採用に関する規程や方針，及び各構成員の責務と権限が文

書として明確に示されている（資料11-2-1-2）。 

  

別添資料11-2-1-1 国立大学法人香川大学組織運営規則 

別添資料11-2-1-2 国立大学法人香川大学規則集 

  

【分析結果とその根拠理由】 

 本学の管理運営に関する方針は，中期目標・中期計画に示されている。また，各種規則が制定されており，管

理運営に関わる委員や役員の選考，採用に関する規程や方針，及び各構成員の責務と権限が文書として明確に示

されている。 

 

観点11－２－２： 適切な意思決定を行うために使用される大学の目的，計画，活動状況に関するデータや情

報が，蓄積されているとともに，大学の構成員が必要に応じてアクセスできるようなシステ

ムが構築され，機能しているか。 

 

【観点に係る状況】 

  本学では，大学の目的，計画は大学のウェブサイト，活動状況に関するデータは大学基礎情報データベース

システムや大学評価・学位授与機構の大学情報データベースで収集しており，そのデータは学内ウェブサイト

等に掲載している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

  本学では，大学の目的，計画は大学のウェブサイト，活動状況に関するデータは大学基礎情報データベース

システムや大学評価・学位授与機構の大学情報データベースで収集しており，そのデータは学内ウェブサイト

等に掲載しており，大学の構成員が必要に応じてアクセスできるようなシステムが構築されている。 
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観点11－３－１： 大学の活動の総合的な状況について，根拠となる資料やデータ等に基づいて，自己点検・

評価が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

全学の自己点検・評価の実施体制として，大学評価委員会を設置している。大学評価委員会は，理事３人，学

部長，専門職大学院研究科長，各学部選出教員各２人，専門職大学院研究科選出教員各１人，大学教育開発セン

ター調査研究部長，総務企画部長の２７人で構成している(別添資料11-3-1-1)。 

平成１９年度に認証評価実施に対応するため，大学評価委員会が各学部等の自己点検・評価に基づき，全学的

な視点からの自己点検・評価の実施により，現状や問題点，改善点を把握し，自己点検・評価報告書（案）とし

てとりまとめ，教育研究評議会，経営協議会，役員会の審議を経て，自己点検・評価報告書を作成する予定であ

る。 

法人の各年度終了時に係る自己点検・評価は，連携・評価担当理事の下，企画情報グループが，各学部等から

の自己点検・評価結果に基づき，当該事業年度に係る実績報告書（案）をとりまとめ，大学評価委員会，教育研

究評議会，経営協議会，役員会の審議を経て，実績報告書を作成している。 

 

別添資料11-3-1-1 大学評価委員会規則 

 

【分析結果とその根拠理由】 

全学の自己点検・評価の体制としては，大学評価委員会が各学部等の自己点検・評価に基づき，全学の自己点

検・評価が行われている。これらのことから，大学の活動の総合的な状況について，自己点検・評価が適切に実

施されている。 

 

観点11－３－２： 自己点検・評価の結果が大学内及び社会に対して広く公開されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 自己点検・評価の結果は，本学のウェブサイトに掲載しており，各事業年度に係る業務実績の評価結果，平成

１２年度以降の自己点検・評価報告及び大学評価・学位授与機構が実施した試行的評価結果報告書を公表してい

る(資料11-3-2-1)。 

 

資料11-3-2-1 本学ウェブサイト掲載部分 (http://www.kagawa-u.ac.jp/itwinfo/i380/) 

●国立大学法人評価 

  ★業務の実績に関する報告書 

     平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書 

     平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書（PDF：915KByte） 

     平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書（PDF：955KByte） 

  ★業務実績の評価結果 

          平成16事業年度に係る業務の実績に関する評価結果 

     平成17事業年度に係る業務の実績に関する評価結果 
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       ・概要版（PDF：159KByte） 

       ・評価結果（PDF：16KByte） 

     平成18事業年度に係る業務の実績に関する評価結果 

       ・概要版（PDF：187KByte） 

       ・評価結果（PDF：223KByte） 

●点検・評価の実績 

  ★大学評価・学位授与機構による本学の大学評価 

     ・平成14年度着手  「国際的な連携及び交流活動」(香川大学) 

         〃     「国際的な連携及び交流活動」(香川医科大学) 

         〃     「経済学系」(香川大学経済学部，大学院経済学研究科) 

     ・平成13年度着手  「研究活動面における社会との連携及び協力」(香川大学) 

         〃     「研究活動面における社会との連携及び協力」(香川医科大学) 

         〃     「法学系」(香川大学法学部) 

         〃     「法学系」(香川大学法学研究科) 

     ・平成12年度着手  「教養教育」(香川大学) 

     ・平成12年度着手  「教育サービス面における社会貢献」(香川大学) 

         〃     「教育サービス面における社会貢献」(香川医科大学) 

  ★自己点検・評価報告書 

     ・平成14年度   「研究外部評価報告書」 (香川医科大学)   

     ・平成13年度   「教育・研究・社会貢献活動報告」 (香川医科大学) 

  ★病院機能評価 

     ・2006年度    「(財)日本医療機能評価機構(一般病院種別Ｂ)」  

  ★学生による授業評価 

     ・平成15年度   「学生による授業評価報告書(第１部)」 

        〃      「学生による授業評価報告書(第２部・第３部)」 

     ・平成13年度   「学生による授業評価報告書」 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 自己点検・評価の結果については，大学のウェブサイトで公開していることから大学内及び社会に対して広く

公開している。 

 

観点11－３－３： 自己点検・評価の結果について，外部者（当該大学の教職員以外の者）による検証が実施

されているか。 

 

【観点に係る状況】 

外部評価の実施体制については，前出の観点１１－３－１の自己点検・評価の実施体制と同様である。 

 大学評価・学位授与機構による全学テーマ別評価「教育サービス面における社会貢献」，「教養教育」，「研究活

動面における社会との連携及び協力」，「国際的な連携及び交流活動」，分野別教育評価「法学系」，分野別研究評

価「経済学系」の試行的評価を受けている。 
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 法人化後は，各年度終了時の評価として，当該事業年度に係る業務の実績に関する報告書を作成し，国立大学

法人評価委員会の評価を受けている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

外部評価の実施体制は自己点検・評価の実施体制と同様に整備されており，大学評価・学位授与機構及び国立

大学法人評価委員会の評価を受けていることから，自己点検・評価の結果について，外部者によって検証する体

制が整備され，実施されている。 

 

観点11－３－４： 評価結果がフィードバックされ，管理運営の改善のための取組が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 法人の平成１７年度に係る業務の実績に関する評価結果（前出資料11-3-2-1）については，役員会に報告する

とともに，学長から各担当理事に「改善とその具体策」の策定を指示し，業務の実績に関する評価結果への今後

の対応(別添資料11-3-4-1)を作成した。平成１９年度計画策定の過程においては，平成１７年度の評価結果を踏

まえ，平成１８年度の進捗状況を確認しつつ年度計画を策定した。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 中期目標・中期計画の達成に向けて，前年度の評価結果を踏まえて改善を図るとともに，翌年度以降の年度計

画策定に結び付けていることから，評価結果がフィードバックされ，管理運営の改善のための取組が行われてい

る。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

管理運営のための組織の規模は適切であり，学長のリーダーシップの下，迅速な意思決定ができる体制として

いる。 

学生のニーズについて，大学づくり委員会，学生生活実態調査，学長への意見箱などで組織的に幅広く把握し，

管理運営に反映している。 

法人化４年を迎え，本学の常勤監事は，民間出身の銀行経験者が２年，元学長の大学経験者が２年目という２

人の常勤監事が就任した。法人化直後は企業会計に基づく国立大学法人会計基準による経理執行で経営感覚が求

められたが，その後制度の習熟により各種業務の平準化が図られ，外部の評価及び大学の事業活動の説明責任が

求められた。大学の本来の使命である教育・研究の成果及び教育・研究の成果に基づく高等教育を身につけた人

材要請が重要となり，監事に求められる役割において，大学の発展の上から適切な監事交代が行われた。 

 

【改善を要する点】 

全国の監事協議会の下，会計監査，業務監査，業務効率化の３つの観点で監事による監査チームが編成され監

事業務の在り方，監査業務内容等の検討が重ねられた。平成１９年１１月２８日の全国監事協議会において，取

りまとめた検討結果が報告された。平成２０年度内にこの取りまとめられた報告書を踏まえ，本学の監事の監査

業務の見直し検討が必要である。平成２１年度予定の認証評価に向け，より実効性のある監事監査を実施するた

めにも大学としての対応が重要である。 
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（３）基準11の自己評価の概要 

大学の目的を達成するために効果的な組織運営が行われており，本学の管理運営は適切であると判断できる。

管理運営のための組織として設けられている役員会，教育研究評議会，経営協議会，全学委員会，教授会，研究

科委員会等は適切に機能しており，効率的で効果的な管理運営が行われている。事務組織は，法人化後に事務組

織が見直しされ，平成１７年６月に部課係制からグループ制に移行し，各理事が直結する事務局各室が連携して

円滑な法人運営が図られ，業務の効率化・合理化を図っている。 

本学の管理運営は，教育・研究に関する重要事項を審議する教育研究評議会と経営に関する重要事項を審議す

る経営協議会を経て，役員会が審議を行った上で，学長が意思決定を行っている。また，学長を補佐する理事（副

学長）が全学委員会の委員長を務めて学部等との連携を図り，部局長等会議では部局間の連絡調整を行っている。 

学外関係者のニーズは，経営協議会に学外委員を加え，これを管理運営に反映させている。 

学生のニーズは，学生生活実態調査のアンケートや学長への意見箱への意見を中心に，管理運営に反映させる

ことに努めている。 

教職員のニーズは，各種委員会への参画，教授会等での意見交換により把握し，その結果を全学委員会や部局

等会議，教育研究評議会などで審議することにより，適切に大学の管理運営に反映している。 

本学の監事は，大学の業務の適正かつ効率的，効果的な運営と会計経理の適正な執行を確保するため，内部監

査室と連携し監査を毎月実施し学長又は役員会に報告し，適切な助言と指導を行っている。 

 会計監査人の財務諸表等の監査結果報告を受け，適正性を確認している。 

大学運営の重要な会議への陪席，各種研究発表会等への出席など，大学全般の情報収集に努め，有効な助言と指

導を学長に行い，監事として適切に役割を果たしている。 

本学では，大学目標・計画を効率的に実施するため目標管理制度を導入しており，具体には，大学目標から個々

の目標までブレイクダウンし，それを達成することで人事評価に結びつけるシステムとなっている。そのため，

研修以外でも全事務系職員に対して説明会を重ねるなど，他大学以上の取組を実施している。 

本学の管理運営に関する方針は，中期目標・中期計画に示されている。また，各種規則が制定されており，管

理運営に関わる委員や役員の選考，採用に関する規定や方針，及び各構成員の責務と権限が文書として明確に示

されている。 

本学では，大学の目的，計画は大学のウェブサイト，活動状況に関するデータは大学基礎情報データベースシ

ステムや大学評価・学位授与機構の大学情報データベースで収集しており，そのデータは学内ウェブサイト等に

掲載しており，大学の構成員が必要に応じてアクセスできるようなシステムが構築されている。 

 全学の自己点検・評価の体制としては，大学評価委員会が各学部等の自己点検・評価に基づき，全学の自己点

検・評価が行われている。 

 自己点検・評価の結果については，大学のウェブサイトで公開していることから大学内及び社会に対して広く

公開している。 

 外部評価の実施体制は自己点検・評価の実施体制と同様に整備されており，大学評価・学位授与機構及び国立

大学法人評価委員会の評価を受けていることから，自己点検・評価の結果について，外部者によって検証する体

制が整備され，実施されている。 

 中期目標・中期計画の達成に向けて，前年度の評価結果を踏まえて改善を図るとともに，翌年度以降の年度計

画策定に結び付けていることから，評価結果がフィードバックされ，管理運営の改善のための取組が行われてい

る。 
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Ⅳ 選択的評価事項Ｂ 正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況 

 

１ 選択的評価事項Ｂ 「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」に係る目的 

（基本方針） 

 香川大学では2007年3月26日に「香川大学憲章」を制定し，本学の理念・目的に「地域の知の拠点」を掲げ，

社会貢献を三大柱の一つに位置づけている。そこには，「『知』の源泉として地域のニーズに応えるとともに，蓄

積された研究成果をもとに，文化，産業，医療，生涯学習などの振興に寄与する」ことが謳われている。正規の

学生以外に対する教育サービスに関する事項としては，「地域社会が求める多様な教育プログラムを提供し，知識

基盤社会における学習拠点を目指す」ことをあげ，大学の有する人的・物的資源を教育プログラムとして具現化

することを宣言している。 

（目的） 

１． 生涯学習社会は，知識基盤社会を下支えする社会であり，その形成に大学が寄与することは豊かな地域社

会づくりにとって不可欠となる。教育機関としての大学では，よりよい教育活動ができるよう，日常的に

ＦＤを意識した取り組みを行い，その改善に努め，そこで培った教育内容及び方法を，地域における学習

の活性化につなぐことで，大学への信頼を高める。 

２． 高度で専門的な教育プログラムを提供するためには，研究機関としての大学の機能が重要となる。教員そ

れぞれが全国的・国際的な研究成果をあげ，学会活動や技術開発，政策提言，地域活性化へとつなげてい

るが，それらを教育プログラムとして地域により広く還元する。 

３． 高等教育機関の存在意義の一つとして，緊急性や公共性の高い課題について，社会に広くアピールするこ

とがあげられる。シンポジウムや研究会を通して，その普及啓発活動とそれが意識や行動の変容に結びつ

くような教育プログラムを提供する。 

４． 蓄積された知的財産を地域住民の知的ニーズに役立てるとともに，文化，生涯学習などの振興に寄与する。 

 

上記の目的を実現するために，以下に掲げる目標を設定している。 

（１）社会人を対象とする大学公開講座を実施する。 

（２）生涯学習の指導者のための講習会及び研修会を実施する。 

（３）地域の教育行政の諸機関や民間生涯学習関連機関との連携及び協力を進める。 

（４）正規課程の学生以外にも，図書館ガイダンス，閲覧・貸出（視聴覚資料を含む），教育用パソコンの利用，

著作権を遵守した館内資料の複写，レファレンス等のサービスを行う。 

 

２ 選択的評価事項Ｂ 「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」の自己評価 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点Ｂ－１－１： 大学の教育サービスの目的に照らして，目的を達成するためにふさわしい，計画や具体的

方針が定められているか。また，これらの目的と計画が周知されているか。 

 

【観点に係る状況】 

生涯学習教育研究センターの歴史を紐解くと，「大学が学問・研究の府として，また中等教育終了直後の青
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年に対する全日制の教育機関として存在するだけでなく，その研究の成果を社会に還元し，その研究資源を広く

市民に開放すべきである」という欧米の大学理念を拝して設置されている（『香川大学五十年史』）。それを具現化

するために，上述の目標をその方針としている。 

生涯学習教育研究センターの活動を学内に周知するために，ニューズレターの発行（年４回），公開講座の公募

に関するメール（年２回），公開授業の公募に関するメール（年２回），香川大学生涯学習教育研究センター研究

報告の発刊等を行い，社会貢献への意識を高めている。 

ウェブサイトには，公開講座の情報やその他イベントについて掲載するとともに，ニューズレターのウェブ版

を公開している（http://www.kagawa-u.ac.jp/lifelong/）。公開講座の申込みをメールにて行う受講者が徐々に

ではあるが増えており，インターネットを使った情報提供が普及しつつあることをうかがわせる。 

図書館を地域住民（学外利用者）に開放し，登録者には資料の貸出しも行っている。 

このほか中央館では，香川大学生涯学習教育研究センター，放送大学香川学習センター及び地域の公共図書館

等との連携協力について協議，香川大学公開講座受講者や放送大学学生等に対する，図書館の利用方法及び学術

情報の収集方法等のガイダンス，本学所蔵の「神原文庫」等の貴重資料の一般公開としての展示会の開催，神原

文庫を含めた所蔵資料の複写等を行っている。 

医学部分館でも，地域の医療関係者に対する文献検索ガイダンスを開催し，医療情報を効率的に入手できるよ

う情報の提供に努めるほか，近隣の病院図書室等からの文献複写や貸借依頼にも応じている。 

博物館については施設の完成を待つことなく，学外で展示会を行う等，計画の実現に向けた活動が実施されて

いる。 

  

【分析結果とその根拠理由】 

正規課程の学生以外に対する大学の教育サービスは，香川大学の理念・目的として，香川大学憲章に示され，

その方針に基づき，生涯学習センターを中心に計画がたてられ，ホームページやニューズレター等で学内外に公

開されている。 

図書館では，学外者の利用について，図書館HP上に利用規程及び利用方法並びに資料に関する情報等を公開し

ており，方針や計画は学外に周知されている。 

併せて，中央館では放送大学学生向け，医学部分館では医療関係者向けのガイダンスの開催案内を図書館 HP

等に掲載し，広く周知している。 

 これらのことから，大学の教育サービスに照らして，目的を達成するための相応しい計画や具体的方針を定め，

これらの目的と計画が周知されていると判断される。 

 

観点Ｂ－１－２： 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

公開講座は平成１６年度からは毎年４０講座程度の開講数を保っている（別添資料B-1-2-1）。 

公開講座とは別に，香川県教育委員会と協定を締結して実施している公開授業がある。所定の授業を受講し，

修了が認定されれば「かがわ県民カレッジマスター」の称号を取得できる制度を平成１６年度より開始した。地

域ニーズの高い家庭教育と男女共同参画，健康の領域に関する指導者養成である。これまで60名のカレッジマス

ターを輩出し，地域の生涯学習振興に貢献してきた（別添資料B-1-2-2）。 

文部科学省委嘱事業である社会教育主事講習の実施，高松市と共催で実施した「ひとびとの学びを支える実務
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者研修」の実施，丸亀市と共催で実施した「コミュニティリーダー養成亀城塾」の実施，など生涯学習教育研究

センターの特色を生かした指導者研修プログラムの開発と提供を行ってきた（別添資料B-1-2-3）。 

平成１８年度より生涯学習教育研究センター主催の公開シンポジウム及び公開セミナーを開催している。シン

ポジウムでは，まだ十分顕在化していない現代社会に特有の問題を取り上げ，参加者と共に考える参加型の学習

機会を提供し，潜在的な学習ニーズの掘り起こしを行っている。公開セミナーは，野村證券株式会社と連携し，

金融に関する基本的な学習を提供している。 

香川県教育委員会とは平成１６年及び１８年度にそれぞれ協定を締結した。前者は「地域の指導者養成に係る

香川大学と香川県教育委員会との協定書」であり，後者は「生涯学習政策アドバイザーの派遣に係る国立大学法

人香川大学と香川県教育委員会との協定書」である。生涯学習教育研究センターの担当教員が生涯学習政策アド

バイザーとして香川県教育委員会に週に４時間出向するという協定で，全国にも類を見ない取組である。香川県

教育委員会にとどまらず，首長部局，市町村教育委員会，社会教育関係団体等，さまざまな相談を受けている。 

平成18年度学外者の図書館中央館における延入館者数12,433人，延貸出冊数2,271冊，医学部分館の延入館

者数3,840人，延貸出冊数900冊，工学部分館の延入館者数129人，延貸出冊数112冊，農学部分館の延入館者

数379人，延貸出冊数34冊である。 

図書館中央館では，図書館一般公開行事として神原文庫資料展を開催し，来場者に好評を得ている。これらの

資料の閲覧及び複写依頼に応じている。「神原文庫」の目録等を図書館HP上に公開し，学外からも検索できるよ

うにしている。また，放送大学学生向けの図書館ガイダンスを実施するとともに，放送大学テキストを購入し，

利用に供している。 

 

別添資料B-1-2-1 公開講座の実施一覧 

別添資料B-1-2-2 香川大学と香川県教育委員会の協定書及び実施一覧 

別添資料B-1-2-3 社会教育主事講習各種文書及び実施一覧 

 

【分析結果とその根拠理由】 

正規課程の学生以外に対する大学の教育サービスは，生涯学習教育研究センターを中心に計画がたてられ，計

画に基づいて適切に実施している。 

図書館では，学外利用者に対して，貸出冊数をはじめ，教育用パソコン等施設・設備の利用についても学部生

とほぼ同等のサービスを提供し，開かれた図書館として地域の生涯学習に貢献している。貴重資料を，保存を考

慮しながら閲覧・複写・撮影及び学外機関の展示会等に提供，一部を高精細画像，デジタル画像としてインター

ネット上に公開，目録情報をホームページに公開し，一般の利用に供している。 

放送大学学生向けの図書館ガイダンスは，放送大学香川学習センターと連携し，希望者を集めた上で図書館へ

誘導してもらい，館内ツアーやOPACの利用方法の説明を行っている。終了後，利用希望者にはその場で登録して

もらい利用証の交付まで行い，その後の利用に結びつける等，適切に実施している。 

ホームページ上の神原文庫目録を確認した上での電話，FAX，メールによる問い合わせ，複写依頼も多い。 

  

観点Ｂ－１－３： 活動の結果及び成果として，活動への参加者が十分に確保されているか。また，活動の実

施担当者やサービス享受者等の満足度等から判断して，活動の成果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 
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法人化以降，公開講座の受講料の一部を研究費として担当教員に配分するという，全国初のパイロットプロジ

ェクトを実施した。そのインセンティブは学内教員に広く認知され，自発的な公開講座の応募が増加し，結果的

に公開講座の開講数及び受講数の増加につながった。 

受講者のアンケートについては公開講座ごとにとっており，公開講座すべてのデータをまとめたものを，これ

まで「あゆみ」に掲載して，周知してきた。受講者の満足度は概ね高いのだが，講師へのフィードバックがうま

くいっているとはいえない。講座の多くが単年度実施で，継続性がないことも影響している。 

社会的ニーズに応えることは一方で大事なことであるが，現在流通している生涯学習のイメージでは，歴史や

文学等の教養的な科目や実技や実験を中心とする科目に人気が集まる傾向は否めない。総合大学でしか開講でき

ないような高度で専門的な内容や先端科学分野については，その分野に明るい受講者のみの参加となり，費用対

効果の問題が出てくる。同様に，ニーズが顕在化していない社会的課題についても多くの受講者は見込めない。

これがひとつのジレンマである。 

神原文庫資料展には，毎回300名程度の来場者があり，アンケートからみても毎年開催の要望が多くあり，好

評であることが伺える。また，神原文庫資料の複写件数も増加している。 

放送大学学生向けのガイダンスの参加者数は多いとは言えないが，参加者のほとんどがガイダンス終了後，利

用登録している。 

 博物館については平成19年1月に第1回学外展を実施し，900名を超える来場者があった。アンケートの結果

は前向きな意見が大半であった。今年度も実施を予定している。博物館自体は開館準備中のため，入場者はない。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

公開講座は開講数及び受講数が増加し，受講者のアンケート結果から受講者の満足度はおおむね高い。 

社会的ニーズに応えることは一方で大事なことであるが，現在流通している生涯学習のイメージでは，歴史や

文学等の教養的な科目や実技や実験を中心とする科目に人気が集まる傾向は否めない。総合大学でしか開講でき

ないような高度で専門的な内容や先端科学分野については，その分野に明るい受講者のみの参加となり，費用対

効果の問題が出てくる。同様に，ニーズが顕在化していない社会的課題についても多くの受講者は見込めなく，

ひとつのジレンマである。 

本学の「神原文庫」資料等をホームページ上で発見したとの声も多く聞かれ，貴重資料の存在を積極的に公開

していると評価できる。 

学外者等のガイダンスのアンケート結果によれば，参加者のほとんどが「理解できた」「役に立った」と評価し，

満足度は高い。 

  

観点Ｂ－１－４： 改善のための取組が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

香川大学生涯学習教育研究センター研究報告に，以下のような論文を掲載している。センターに関連する調査

研究を通して，改善や開発を行っている。 

「香川大学における大学開放の意識と実態に関する研究」（第９号） 

「高松市及び周辺市町の生涯学習機会に関する調査（Ⅰ）」（第９号） 

「高松市及び周辺市町の生涯学習機会に関する調査（Ⅱ）」（第１０号） 

「かがわ県民カレッジ研究・実践講座受講生アンケート調査報告」（第１１号） 
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図書館では学外利用者の要望を受け，中央館，工学部分館，農学部分館の貸出限度冊数を2冊から学部学生と

同じ5冊に増やした。 

中央館では，特定施策推進経費（大学運営特別経費）の配分を受け，神原文庫の資料を中心に，虫損・黴等に

より傷みが激しく，記述内容が判読できないなどの問題が発生しているものや現存点数の極端に少ない資料を選

定し，補修及びデジタル化を行い，一部を貴重資料デジタルアーカイブとしてインターネット上に公開した。 

 博物館の1回目の標本資料に関する調査結果及び1回目の学外展のアンケート結果はまとめられている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

生涯学習教育研究センターに関連する調査研究を通して，改善や開発を行っている。 

 正規学生と学外利用者の貸出条件を同等にする等，改善に努めている。 

図書館では，特定施策推進経費（大学運営特別経費）により，貴重資料の補修及びデジタルアーカイブの公開

により，恒久利用のための対策を行っているが，更なる推進が必要である。 

 

 （２）目的の達成状況の判断 

 目的の達成状況は良好である。 

 

（３）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

学外利用者に対して，貸出冊数をはじめ，教育用パソコン等施設・設備の利用についても学部生とほぼ同等の

サービスを提供し，開かれた図書館として地域の生涯学習に貢献している。 

貴重資料である神原文庫資料展を毎年開催し，好評を得ている。展示会の記録として，解説書及び展示資料の

画像をインターネット上に公開している。 

貴重資料を，保存を考慮しながら閲覧・複写・撮影及び学外機関の展示会等に提供している。 

貴重資料の一部を高精細画像，デジタル画像としてインターネット上に公開している。 

貴重資料の目録情報をホームページに公開し，一般の利用に供している。 

 

【改善を要する点】 

図書館においては，貴重資料の補修及びデジタル化の更なる推進及びインターネット上でのデジタル画像等の

公開の促進が必要である。 

 

（４）選択的評価事項Ｂの自己評価の概要 

 正規課程の学生以外に対する大学の教育サービスは，香川大学の理念・目的として，香川大学憲章に示され，

その方針に基づき，生涯学習教育研究センターを中心に計画がたてられ，ホームページやニューズレター等で学

内外に公開されている。 

図書館では，学外者の利用について，図書館HP上に利用規程及び利用方法並びに資料に関する情報等を公開し

ており，方針や計画は学外に周知されている。 

併せて，中央館では放送大学学生向け，医学部分館では医療関係者向けのガイダンスの開催案内を図書館 HP

等に掲載し，広く周知している。 

正規課程の学生以外に対する大学の教育サービスは，生涯学習センターを中心に計画がたてられ，計画に基づ
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いて適切に実施している。 

放送大学学生向けの図書館ガイダンスは，放送大学香川学習センターと連携し，希望者を集めた上で図書館へ

誘導してもらい，館内ツアーやOPACの利用方法の説明を行っている。終了後，利用希望者にはその場で登録して

もらい利用証の交付まで行い，その後の利用に結びつける等，適切に実施している。 

ホームページ上の神原文庫目録を確認した上での電話，FAX，メールによる問い合わせ，複写依頼も多い。 

公開講座は開講数及び受講数が増加し，受講者のアンケート結果から受講者の満足度はおおむね高い。 

社会的ニーズに応えることは一方で大事なことであるが，現在流通している生涯学習のイメージでは，歴史や

文学等の教養的な科目や実技や実験を中心とする科目に人気が集まる傾向は否めない。総合大学でしか開講でき

ないような高度で専門的な内容や先端科学分野については，その分野に明るい受講者のみの参加となり，費用対

効果の問題が出てくる。同様に，ニーズが顕在化していない社会的課題についても多くの受講者は見込めなく，

ひとつのジレンマである。 

本学の「神原文庫」資料等をホームページ上で発見したとの声も多く聞かれ，貴重資料の存在を積極的に公開

していると評価できる。 

学外者等のガイダンスのアンケート結果によれば，参加者のほとんどが「理解できた」「役に立った」と評価し，

満足度は高い。 

生涯学習教育研究センターに関連する調査研究を通して，改善や開発を行っている。 

 正規学生と学外利用者の貸出条件を同等にする等，改善に努めている。 

図書館では，特定施策推進経費（大学運営特別経費）により，貴重資料の補修及びデジタルアーカイブの公開

により，恒久利用のための対策を行っている。 

 

 

 


